
平成 24年度自殺対策連絡協議会次第

日時:平成 24年 6月 27日(水)

午後3時~

場所:横須賀市保健所第一研修室

1 健康部長のあいさつ

長巾hネ在宅ザ¥、いjL、ι 、 f{1>')\~互角哲1遊勾l、\
2 連絡協議会の傍聴について

で耐えE伎町外九
3 議事

(1)筈察庁統計「平成 23年中における自殺の概要」について

(2 )横須賀市における自殺者の状況
三内戦、齢社<¥t!i '-'" ~'^ ' '-

( 3) I平成昨度自殺対策重点施策の取組み状況」について f 
①インターネットポータルサイト「こころの耳Jについて I 

(労働基準監官署)悦{柿舟衿時ザ川、町内高 l叫計千〔附桧)3it.;おETSA
②横須賀市医師会の取組みについて(横須賀市医師会) ヨミt~~
③多重債務問題への取組みについて(消費生活センター)

④性的マイノリティの人権について(人権 ・男女共同参画課)

(4) I自殺総合対策大綱の見直しに向けての提言j について

( 5) I平成 23年度我が固における自殺の概要及び自殺対策の実施状況

(概要)J及び「自殺対策に関する意識調査j について

( 6 )横須賀市における「生きる支援庁内連絡会」及び「自殺未遂者対策」

について

(7)その他

FujinoHideaki


FujinoHideaki
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平成2 4 年度横須賀市自殺対策連絡協議会委員名簿
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委員氏名（ふりがな）

大滝紀宏（おおたきとしひろ）

長雄虞一郎（ながおしんいちろう）

阿瀬川孝治（あぜかわたかはる）

今野幸子（こんのさちこ）

藤岡洋一（ふじおカミよういち）

平本賢一（ひらもとけんいち）

白木義治（しろきよしはる）

中島直行（なかじまなおゆき）

西山直秀（にしやまなおひで）

堀込孝繁（ほりごめたかしげ）

小島博にじまひろし）

蓑島勇次（みのしまゆうじ）。

水野芳之（みずのよしゆき）

鈴木威（すずきたけし）

１

所属・役職

一般社団法人横須賀市医師会
( 湘南病院副院長：精神科医）

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科教授

一般社団法人横須賀市医師会
( 汐入メンタルクリニック院長：精神科医）

横須賀市民生委員児童委員協議会副会長

横須賀公共職業安定所次長

横須賀労働基準監督署安全衛生課長

横須賀商工会議所まちづくり支援課長
Ｐ

特定非営利活動法人三浦半島地域．
精神障害者の生活を支える会理事

浦賀警察署生活安全課長

財団法人横須賀市産業振興財団事務局長

横須賀警察署生活安全課長 伏迩卵割

田浦警察署生活安全課長

市民部市民生活課長

市民部人権・男女共同参画課長
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委員氏名（ふりがな）

丸山力（まるやまつとむ）

泉谷洋子（いずみたI こようこ）

高場利勝（たかばとしかつ）

演野芳江（はまのよしえ）
D■

』
｡

小 淫光男 ( おざわ
イ‘

みつお）

守
、■

小田部英仁にたべひでひと）

新倉邦子（にいくらくにこ）

所属・役職

市民部消費生活センター所長

福祉部高齢福祉課長乍
、

蒔
こども育成部こども青少年支援課長

こども育成部こども健康課長

教育委員会事務局学校教育部支援教育課長

教育委員会事務局教育研究所長

◎は委員長員長○は副委員長
事務局：保健所健康づくり課電話8 2 2 - 4 3 3 6 （直通）
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平成 24年度第 1回横須賀市自殺対策連絡協議会資料

資料 1 r横須賀市自殺対策連絡協議会委員名簿J

資料2一① 警察庁統計「平成 23年中における自殺の状況J

資料2一② 「横須賀市における自殺者の状況J

資料3 r平成 24年度自殺対策重点施策の取組み状況J

資料3一①「インターネットポータルサイト「こころの耳J

(労働基準監督署)

資料3一②「横須賀市医師会の取組みJ(横須賀市医師会)

資料3-③「多重債務問題への取組みJ(消費生活センター)

資料4 r自殺総合対策大綱の見直しに向けての提言j

資料5 r平成 23年度我が国における自殺の概要及び自殺対策

の実施状況(概要)J及び「自殺対策に関する意識調査J

資料6 横須賀市における「生きる支援庁内連絡会J及び「自殺未遂者

対策」

参考 ・横須賀市自殺対策連絡協議会設置要綱

-横須賀市自殺対策連絡協議会席次表

-横須賀市自殺対策連絡協議会傍聴実施要領
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第1章
平成23年中における自殺の概要
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平成２３年中における自殺の状況殺の状況

平成2 4 年３月９日

内閣府自殺対策推進室
警察庁生活安全局生活安全企画課
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間

1総数(表1関係)
平成23年中における自殺者の総数は30，651人で、前年に比べ1，039人(3.3%)減少した。
性別では、男性が20，955人で全体の68.4%を占めた。

2 年齢別状況(表2関係)
r60歳代Jが5，547人で全体の18.1%を占め、次いでr50歳代J(5，375人、 17.5%)、r40歳代J(5，053人、 16.5%)、r30歳代J(4，455人、

14.5%)の順となっている。

3 職業別(表3関係)
「無職者Jが18，074人で全体の59.0%を占めて最も多く、次いで「被雇用者・勤め人J(8，207人、26.8%)、f自嘗業・家族従業者J(2，689 

人、 8.8%)、「学生・生徒等J(1，029人、 3.4%)の順となっており、この順位は前年と同じである。

4 原因・動機別状況(表4関係)
原因・動機が明らかなもののうち、その原因・動機が「健康問題jにあるものが14，621人で最も多く、次いで『経済・生活問題J(6，406人)、

『家庭問題J(4，547人)、「勤務問題J(2，689人)の順となっており、この順位は前年と同じである。

注)平成19年に自殺統計原案を改正し、遺書等の自設を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を3つまで計上することとしたため、原因・動機特定者の原
因・動機別の和と原因・動機特定者数(22，581人〉とは一致しない.

、、
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第2章
平成23年中における自殺の内訳
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豪１総数
総数 男 女

平成2 3 年 30,651 20,955 9,696
(構成比） (100.0%） (68.4%） (31.6%）
平成２２年 31,690 22,283 9,407
( 構成比） (100.0%） (70.3%） (29.7%）
増減数 －１，０３９ -1.328 +289
( 構成比） (-1.9） (+1.9）
増減率( % ） －３．３ -6 . 0 3.1

自 殺者の年次比較

成人

29,848
(100.0%）
30.942
(100.0%）
-1.,094

-3.5

男
２０，３７１
(68.2%）
21,746
(70.3%）
-1.375
(-2.1）
-6.3

女
9,477
(31.8%）
9,196
(29.7%）
+281
(+2.1）
3.1

少年 男
622 418

(100.0%） (67.2%）
552 365

(100.0%） (66.1%）
+7０ ＋5３

(1.1）
12.7 14.5

女 不詳
204 181

(32..8%） (100.0%）
187 196

(33.9%） (1.00.0%）
＋1７ -1 5

(-1.1）
9.1 - 7 . 7

表 ２年齢別自殺者数（単位：人）

’総数 ﾉ』》ｂ伺三

～1 9歳 2 0～2 9歳 30～39歳 40～49歳
硯Ｅ ′人．

50～59歳 60～69歳 70～79歳
平成２３年 30,651 6 2 2 3,304 4,455 5,053 5,375 5,547 3 . 6 8 5

( 構成比） (100.0%） (2.0%） (10.8%） (14.5%） (16.5%〉 (17.5%） (18.1%） (12.0%）
平成2 2 年 31,690 552 3,240 4,596 5,165 5.959 5,908 3,673
( 構成比） (100.0%） (1.7%） (10.2%） (14.5%） (16.3%） (18.8%） (18.6%） (11.6%）
増減数 -1,039 +7０ ＋6４ -141 －１１２ -5 8 4 －３６１ 十1２

(構成比） (+0.3） (+0.6） (0） (+0.2） (-1.3） (-0.5） (+0.4）
増減率( % ） -3 . 3 1 2 . 7 2 . 0 -3.1 、－２．２ -9 . 8 -6.1 0.3

壷 ３職業別自殺者数〈単位 : 人）５３H I l 目

平成2 3 年
(構成比）
平成2 2 年
( 構成比）
増減数
(構成比）
増減率( % ）

総数

(１
30,651
00.0%）
31,690
(100.0%）
-1,039

－３．３

自営業。 被雇用者
家族従業者 ･ 勤め人

2,689 8,207
(8.8%） (26.8%）
2,738 8,568
(8.6%） (27.0%）
- 4 9 -3 6 1

(+0.2） (-0.2）
-１．８ - 4 . 2

無職
学生・生徒等 無職者 不詳

1.029 18,074 6 5 2

(3.4%） (59.0%） (2.1%）
928 18,673 783

(2.9%） (58.9%） (2.5%）
十101 - 5 9 9 -131

(+0.5） (-0.1） (-0.4）
10.9 - 3 . 2 -16.7

8 0 歳～
2,429
(7.9%）
２，４０１
(7.6%）
+2８

(+0.3）
1.2

不詳

181

(0.6%）
196

(0.6%）
- 1 5
(O）
-7.7

( 単位２人）

男 女
166 1５

(91.7%） (8.3%）
172 2４

(87.8%） (12.2%）
-６ －９

(+3.9） (-3.9）
-3.5 -37.5



◎。

( 単位：人）

( 単位：人）

注）遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき３つまで計上可能
としたため、原因・動機特定者の原因。､ 動機別の和と原因・動機特定者数（2 2 , 5 8 1 人）とは一致しない。

表４原因”動機別自殺者数

く瀧噸害'h〉
３１人（隅肺
（9人〔姶瑚嘱脇丸6え

平成２３年
平成２２年
増減数
増減率( % ）

原因。動機特定者の原因。動機別．

家庭問題

4,547
4,497

５０

1．１

健康問題

1４，６２１
‘、１５，８０２

●

－１，１８１
-7 . 5

経済Ｐ
生活問題

6,406
７，４３８
－１，０３２
-13. 9

勤務問題

2,689
２，５９０●

9９

3 . 8

男女問題

1，１３８
1，１０３
３５

3 . 2

学校問題

４２９

371

5８

1５．６

その他

1，６２１
1,533

8８

5 . 7

平成2 3 年
(構成比）
平成２２年
( 構成比）
増減数
(構成
増減率( % ）

総数

30,651
（100.0%）
3１，６９０
(100.0%）
-１，０３９

－３．３

原因。動機
特定者
２２，５８１
(73.7%）
23,572
(74.4%）
-991

(-0.7）
－４．２

原因。動機
不特定者

8,070
(26.3%）
8,118
(25.6%）

48

7）
一
●(+０

－０．６



表８ 都道府
平成2 3 年 平成2 2 年 増減(2 3年- 2 2年）

自殺者数 自殺死亡率 自殺者数 自殺死亡率 自殺者数 自殺死亡率
北海道 1.437 26.1 1,533 27.8 －９６ －１．７
青森県 40 0 29.1 4 4 8 3 2 . 6 －４８ －３．５
岩手県 401 30.1 467 35.1 －６６ －５．０
宮城県 4 8 3 20.6 620 26.4 ー１３７ －５．８
秋田県 343 31.6 3 6 8 3３ ９ －２５ －２．３
山形県 288 24.6 3 3 3 2８ ５ －４５ ‐３．９
福島県 525 25.9 540 2６ ６ －１５ －０．７
茨城県 703 23.7 756 2５ ５ －５３ －１．８
栃木県 530 26.4 5 7 4 28.6 －４４ －２．２
群馬県 509 25.3 5 7 2 28.5 －６３ －３．２
埼玉県 1.667 23.2 ．１，７３１ 24.1 －６４ －０．９
干葉県 1.443 23.2 1,443 23.2 ＋０ ＋0 . 0
東京都 3,120 23.7 2,953 22.4 ＋１６７ ＋１．３
神奈川県 1,852 20.5 1..849 2０ ４ ＋３ 十０．１
新潟県 724 30.5 746 3１ ４ －２２ －０．９
富山県 301 27.5 2 8 9 2６ ４ 十１２ ＋１．１
石川県 289 24.7 281 2４ ０ ＋８ ＋０．７
福井県 1７１ 21.2 201 ２４ ９ －３０ －３ ７
山梨県 312 36.1 3 5 9 4１ ６ －４７ .－５ ５
長野県 501 2３ ３ 56 2 2６ １ －６１ と２ ８
岐阜県 525 2５ ２ 525 2５ ２ ＋０ ＋ 0 ０
静岡県 96 3 2５ ６ 955 2５ ４ ＋８ ＋ 0
愛知県 1,634 、２２ ０ 1.571 2１ ２ 十６３ ＋０ ８
三重県 36 8 1９ ８ 3 5 8 1９ ３ 十１０ ＋０ ５
滋賀県 376 2６ ７ 35 6 2５ ２ 十２０ ＋１ ５
京都府 567 2１ ５ 623 2３ ６ －５６ －２ １
大阪府 1,924 2１ ７ 2,070 2３ ４ －１４６ －１ ７
兵庫県 1.303 2３ ３ ．１，３５９ 2４ ３ －５６ －１ ０
奈良県 238 1７ ０ 30 6 2１ ９ －６８ －４ ９
和歌山県 27 4 27.3 2 8 6 2８ ６ －１２ －１ ３
鳥取県 166 28. 2 178 3０ ３ ･－１２ －２ １
島根県 １９９ 27.7 20 4 2８ ５ －５ －０ ８
岡山県 409 21.0 451 2３ ２ －４２ －２．２
広島県 601 21. 0 6 5 6 2２ ９ ・－５５ －１．９
山口県 366 25.2 3 6 9 25.4 －３ －０．２
徳島県 150 19.1 168 21.4 －１８ －２．３
香川県 248 24.9 2 4 0 24.1 ＋８ ＋０．８
愛媛県 369 25.8 341 23.8 十２８ ＋２．０
高知県 224 29.3 2 2 4 29.3 ＋０ ＋０．０
福岡県 1,308 25.8 1.259 24.8 十４９ ＋１．０
佐 . 賀県 210 ・２４．７ 244 28.7 －３４ －４０
長崎県 347 24.3 391 27.4 －４４ －３．１
熊本県 441 24.3 471 25.9 －３０ －１．６
大分県 281 23.5 301 25.2 －２０ －１．７
宮崎県 338 29.8 3 2 0 28.2 十１８ ＋１．６
鹿児島県 436 25.6 4 7 6 27.9 －４０ －２．３
沖縄県 387 27.8 363 26.1 十２４ ＋１．７
※本統計は、目殺の発生地における計上であり、自殺者の居住地とは異なる。．

の平成2 2 年国勢調査人口速報集計結果に基づく。
年国勢調査人口等基本集計結果に基づく。
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表１２月別、都道府県別自殺者数
一

合計 １月 ２月 ３月。 ４月． ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
睦ﾛ 画
うち男
弓食女

３０－８５１

20 - 9 5 5
9 - 8 9 8

勿クR ７

1.561
7 2 8

2.151
1.498
6 5 5

２４６４
1.751
7 1 3

２７１１
1.871
8 4 0

3 . 3 7 5
2 2 7 6
1-099

３０３７

２０７１
9 6 6

2 8 1 3
1.888
9 2 5

２６１２
1.761
８５１

24 8 4 6
1.648
7 9 8

2 . 4 0 2

1.667
7 3 5

2 ２５８

1.560
６９８

２０９７

1４０５
6 9 2

郡逗府県‘ 合計 １月 ２月 ３月 ４月 5 月 ６月 ７月 ８月 ９月． 1 ０月 １１月 1 ２月
北海道 1.437 9１ 9５ 1 1 3 1２１ 151 ．１３９ 1 4 6 1 2 1 1 3 7 1 2 2 １０７ 9４
胃顎隔県 4 0 0 ３０● 2７ 3６ 3７ 4９ 4０ 3３ 2９ 3４ 2７ 3９ 1９
岩手県 40 1 2４ 2６ 3１ 4０ 3４ 3６ 3８ 4９ 3２ 4２ 3１ 1８
宮堀県． 4８３ 4８ 3３ 3３ 3５ 5０ 4５ 4６ 5１ 3９ 2６ －３９ 3８
秋田県 3４３ 2２ 2５ 2１ 2５ 4０ 3２ 3３ 3１ 3１ 2３ 3０ 3０
山形県 2８Ｂ 2６ 2０ 2８ 3８ 2２ 3７ 2６ 1８ 2５ 1７ 1９ 1２
福島県 5２５ ３９ 4６ 4１ 4２ 6８ 5０ ４９ 4４ 3６ 3４ 4７ 2９
茨蛎県 7０３ 4８ 4５ 6８ 6５ 7５ 6０ 7５ 瓢 5８ 5９ 5２ 4４
栃木県 5３、 ３８● 4２ 4２ 5２ 6５ 4２ 6５ 4８ ３７ 2４ ３９ 3８
群馬県 5０９ 2７ 3６ 3７ 4９ 5７ 5２ 5９ 3９ ３９、 4４ 4１ 2９
埼玉県 1.66７ 1５１ 1 1 6 1 1 8 1５１ 2 0 8 .169 1 4 0 1 2 9 1２９ 1２８ 1 2 4 1 0 4
千葉県 Ｍ４ ３ 1 1 5 1 1 2 １０１ 12 2 1 5 7 1 3 9 1 4 2 9８ 1 2 7 1 2 0 1 1 2 9８
東京署Ｂ 2０ 2 1 7 2 3 1 2 3 4 2 6 4 3 3 1 3 2 9 3 0 4 2 4 8 2 7 5 ２３９ 2 2 0 ２２８
神奈川県 1β5２ 1４６ 12 1 1 4 8 1 6 2 2 1 8 1 8 5 1 6 9 151 1 5 7 1 2 9 1 3 2 1 3 4
新露3 県 ７２４１５２ 4６ ７１ ６５ 8９ 7５ 55. ７１ ５０ 5６ ４６ 4８
富山県 3 0 1Ⅱ ２８ 2２ 2５ ~ 2４ 3６ 3４ 1９ 2３ 2８ 2２ １５ 2５
石川県 2 8 9Ｉ ．２８ 1２ 2１ 2６ 2８ 2９ 2９ 2２ 2６ 2６ ２４ 2０
福ｦ 干県 171１ ８ 1５ 1６ 2２ 1５ 1４ 1０ 1６ 1５ 、１５ 1２ 1３
山梨県 ３１２１２３ 1９ 2５ 2６ ３５ 3４ 2８ 2６ 2５ 3０ ２１ 2０
長野県 601 4７ 4０ 4０ ３６ 5６ 6３ 3１ 4３ 4２ 4６ 3９ 1８
岐阜県 5 2 5 4０ 3３ 5１ 4５ 5１ 4６ 3３ 5３ 3１ 5４ ４８ 4０
静岡県 9 8 3 7４ 6６ 7０ 9１ １０７ 8３ 8４ 7７ 8０ ７６● 8０ 7５

・愛知県 1 β調 1 2 8 1 3 2 1 3 5 1 5 0 1 8 5 1 5 6 1 1 7 1 5 0 １３２ 1 2 3 . ・１１４ 1 1 2
三璽躍 3 6 8 ２１ 3６ 2９ 2４ 3０ 4６ 3７ 4０ 2５ 2６ 3２ 2２
滋賀県 3 7 6 2６ 2４ ３１ 4１ 3４ 3１ 3７ 4５ 2４ 3５ 2０ ２８
哀都府 66 7 5０ 3０ 5２ 4８ 6７ 、６９ 5７ 4６ 4１ 3９ 4０ 2８
大阪府 1.924 1 4 2 121 1 4 7 1 5 9 2 1 7 191. 1 7 8 1 7 2 1 4 2 ■ １５７ 1 5 4 １４４
兵庫県 1.303 7７ 9８ 111 1 2 2 1 2 8 1 3 2 １０１ 11 9 1 0 9 1 0 8 9９ 9９
奈良県 2 3 8 1６ 1４ 1１ 2９ 3４ 2１ 2９ 1４ １３｡ 1５ 1９ 2３
和歌山県 ．、２７４ 2２ 1９ 2４ 2１ 3８ 2２ 2２ 2２ 2１ ・２６ 1７ 2０
鳥取県 1 6 6 ６ 1１ 1４ 1５ 2２ 1６ 1９ 1７ 1１ ､１４ ・１２ ９
島根県 1９９ 1１ 1６ 1１ 1９ 2２ 1８ 1７ 2２ 1６ 1５ 1４ 1８
岡山県 4 0 9１ ３９ 2４ 2７ 5０ ３９ 4３ ・３４ 3１ 2７ 3４ ３０ 3１
広島県 60 1０ ４４ 2９ 5１ 6０ 6１ 6３ 6１ 5４ 4５ 4３ 4７ 4３
山口県 3 6 8１ ２１ ↓，２０ 3２ 3２ 5１ 4１ 3３ 2３ 3１ 2６ １８●

3８
徳島県 151 1２ ７ 1５ 1８ 1９ ８ 2１ ｌ４ｂ ８ ８ ■ １１ ９
香川県 2 4 8 1９ 1４ 2１ 2１ 3５ ３０ 2２ 1６ 1５ 1８ 1５ 2２
愛媛県 3 6 9 ２０｡ 3３ 3５ 3３ 3４ 3７ ･３１ 3６ 2６ ・３９ 2７ 1８
･ 高知県 2 2 4 1４ 1９ 1８ 1８ 2１ 2０ 3０ 2５ 1６ 1２ 1６ 1５
福岡県 1.308 1 1 0 1 1 0 1 0 4 1 1 7 1 2 6 1 3 2 1 3 5 9７ 、１０１ 106 8３ 8７
佐賀県 21 0 ９ ８ 2３ 2０ 1７ 1９ 1８ 1８ 2１ 2０ 1９ 1８

・長崎県 3 4 7 2５ 3０ 2７ 2３ 4２ 3６ 3５ 2９ 2８ 2９ 2２ 2１
瀧本県 ４４１グ 3６ 3８ 5２ 3４ 5７ 2９ ９ ３４ 3８ 4０ 3２ 2６ 2５
ﾌ に分采 2 8 1 1９ 1２ 3０ ２１ 2６ 2２ 2５ 3４ 3０ 2６ 2１ 1５
宮崎県 3 3 8 2３ 2５ 2７ 3８ 2０ 4０ 3４ 3７ ■ ２３ 2８ 2３ 2０
鹿児島県 4 3 8 4２ 2９ 4２ 2５ 5７ 3９ 3９ 4６ 2３ 3１ 2９ 3４
沖縄県 １．３８７ 3５ 2４ 2５ 3５ 5１ 4３ 3３ 2８ 2５ 3３ 3１ 2４



補表１－１年次別自殺者数

注）自殺死亡率は、人口1 0 万人当たりの自殺者数を示す（自殺者数÷人口×1 0 0 . 0 0 0 人）。
人口は、総務省統計局の推計人口（毎年1 0 月１日現在）の総人口に基づく（平成2 3 年は概算値）．

倖
』

匙＝

自殺者

総数 男 女

自殺死亡率

男女計 男 女

平成９年 24,391 16,416 7,975 19.3 26.6 12.4

平成1 0年 32,863 23,013 9,850 26.0 37.2
６○

15.3

平成1 1 年 33.048 23,512 9‘５３６ 26.1 37.9 14.7

平成1 2年 31.957 22,727 9,230 25.2 36.6 14.2

平成1 3 年 31,042 22‘１４４ 8’８９８ 24.4 35.6 13.7

平成1 4 年 32,143 23‘０８０ 9,063 25.2 37.1 13.9

平成1 5年 34,427 24,963 9.464 27.0 40.1 14.5

平成1 6 年 32,325 23,272 9,053 25.3 37.4 13.8

平成1 7 年 32,552 23,540 9,012 25b５
｡

3 7 . 8 1 3 . 8

平成1 8 年 32,155 22.813 9,342 2 5 . 2 3 6 . 6 14.3

平成1 9 年 33,093 23.478 9,615 25.9 37.7 14.7

平成2 0 年 32,249 22’８３１ 9,418 25.3 36.7 14.4

平成2 1年 32,845 23,472 9,373 ・２５．８ 37.8 14.3

平成2 2 年 31,690 22,283 9,407 24.9 35.9 14.4

平成2 3年 30,651 20,955 9,696 .２４．０ 33.7 14.8

自殺者

総数 男 女

自殺死亡率

男女計 男 》ロ女

昭和5 3 年 20,788 12‘８５９ 7,929 18.0 22.7 13.6

昭和5 4年 21.503 13.386 8,117 18.5 23.4 13.8

昭和5 5 年 21.048 13,155 7,893 １８．０ 22.9 13.3

昭和5 6 年 20,434 12,942 7,492 17.3 22.3 12.5

昭和5 7 年 21.228 13‘654 7,574 17.9 23.4 12.6

昭和5 8 年 25,202 17,116 8,086 21.1 29.1 13.3

昭和5 9 年 24,596 16.508 8,088 20.5 27.9 13.2

昭和6 0 年 23,599 15,624 7.975 19.5 26.3 13.0

昭和6 1 年 25,524 16.497 9.027 2 1 . 0 27.6 14.6

昭和6 2 年 24.460 15,802 8.658 20.0 2 6 . 3 13.9

昭和6 3 年 23,742 14,934 8,808 19.3 ､24.7 14.1

平成元年 22,436 13,818 8,618 18.2 22.8 13.8

平成２年 2１．３４６ 13,102 8,244 17.3 21.6 13.1

平成３年 21.084 13,242 7､842 17.0 21.7 12.4

平成４年 22,104 14,296 7,808 17.8 23.5 12.4

平成５年 21.851 14.468 7.383 17.5 23.6 11.6

平成６年 21.679 14.560 7.119 17.3 23.7 11.2

平成７年 22.445 14.874 7,571 17.9 2 4 . 2 11.8

平成８年 23,104 15,393 7,711 18.4 25.0 1 2 . 0
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袖表２－２年齢別自殺死亡率

人口は、総務省統計局の人口推計（毎年1 0 月１日現在）の総人口に基づく（平成2 3 年は概算値）。
人口は、単位未満を四捨五入してあるため、合計の数字と年代別内訳の計が一致しない｡ ．

樺
”

ノ，

●ざ

注）自殺死亡率は､ ･ 人口1 0 万人当たりの自殺者数を示す（自殺者数÷人口ｘ1 0 0 . 0 0 0 人） ｡

年代 ～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳～ 不詳 全体
自殺者数
( 単位：人） 622 3,304 4,455

●

5‘053 5,375 5,547 3,685 2,429 181 30,651
人 口

( 単位：万人） 2,286 1.388 1.756 1.715 1.589 1,839 1.333 867 12’７７２

自殺死亡率 2.7 23.8 25.4 29.5 33.8 30.2 27.6 28.0 24.0

自殺死亡率（平成2 2 年） 、２．４ 22.9 25.6 30.9 36.6 32.4 28.4 29.0 24.9



１

横須賀市における自殺者の状況

( 単位：人）

１

|’

１ 1

１ Ｉ １

惇
函

５０

１ 1

ワユ人（璽雑）
IliW9協哩，

ＨＺ３

Ｌ』

鰯
、1 －

ロ＞

画
’
＠

区分

10歳代
2 0歳代
3 0 歳代

２

10

1５

4 0 歳代
5 0 歳代

6 0 歳代

7 0 歳代

1６

2１

８

７

8 0歳代
9 0歳代
不詳
小計 ８０

計 103

平成1 8 年 平成1 9 年
男 女 男

３

1

11

４ ６ ３ 1４ １２

３

４

1４

1４

４

４

1７

6．

２

2３

２

7４

9４

女

３

1２ ２

２ ９

４ 2０

５ 1２

４

２

４

１

2０

平成2 0 年
男 女

7５

107

２

５

７

２

3２

平成2 1 年
男

２

３

10

９

９

1５

３

２

２

７ ８

5６

午

《
叩
”
″
伽
】

《
叩
》
〈
叩
）

女

４

５

２

2６

平成2 2 年
男

１

1１

９

11

10

1４

５

２

６４

9７

女

６

２

５

３

10

４

3３
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自殺対策重点施策（労働基準監督署
今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業

1 自殺の実態を明らかにする

遍燕燕肺蔑耐蚕扇燕
！②情報提供体制の充実

うつ病の解脱も掲載しているポータルサイト「こころ
の耳」を事業者へ周知

3 早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

③自殺未遂者、遺族等の実態及び支援方策についての鯛査の
推進

匿雲窯駕蒜蓋駕票緬扉
①精神障害による自殺で労災麗定された事案の鯛査結
果の活用
②長時間労働と自殺の関連についての鯛査

⑥既存貿料の利活用の促進

2 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
ｰ ‐‐‐‐一一一■一年一一Ｃ‐ロー■ ｡ ‐‐ーローー－－－口－‐ーー‐ー ~ ●一一一一一一ー‐

蹄
童
“

ローロー■画一一画ロローロロコー口画ロローーーー‐ー‐ ｡ ｡ ~ 一一一一一一一一一一一一一■卓一一一一一一一一一画一一ローーー噂一 ｡ ■ ｡ ■

I①自殺予防週間の設定と啓発事業の実施

i雲璽垂麺画趣
燭うつ病についての普及啓発の推進
津

当署相談員に対するメンタルヘルス不調者への対応法
に係る研修参加

馨萎雲雲芸芸＝ 事業所連絡会等情報交換の場における各事業所取組み
状況の紹介．

⑩自殺対策従事者への心のケアの推進

■『

地域産業スタッフや保健スタッフに対し、心の健康に
関する知職の向上のための研修

事業所のメンタルヘルス対策スタッフに対するスタッ
フ自身のメンタルヘルスケア購習の実施ｒ－
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自殺対策重点施策（労働基準監督署）
今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業重点施策項目

４心の健康づくりを進める
一一一一一一一

一一一一一一一－－－－－＝一一一－一‐‐一一一一 - - - - ｂｑ - - - - - Ｐ

ｉ
1噸=‘…へ'…
’一

的な取組で自殺を防ぐ

職業安定所へのインターネットボータルサイトにこ
ろの耳」リーフレット作成

●

i②地域における心の健康づくり推進体制の整備
随犀衰画5 両而砺天~ 雨蕊雨玩羅『

心の健康づくりにおける地域保健と産業保健の連携４
一

一

5 適切な精神科医療を受けられるようにする

|②多重鱗の相談窓口の整備とｾｰﾌﾃｲﾈﾂﾄ融資の充実
屋墨ﾓ 雨冒雨忘胃一一一一

〆

一一一一一一一一 ■‐‐ ｡ ‐ｐ－－－－－－－ーー●ローロー‐①ニーーーーーーーーーー‐

一一一一一

関係機関の連携を強化し相談体制の充実を図る地域における相談体制の充実

一一一一一画一一一一一

インターネットボータルサイト「こころの耳」等相談
窓口案内の紹介

■‐ロー‐●一一一一三元一一一一一一一 ｡ ー一二
》
Ｆ
１
紬
１
１
‐

６
ロローー ｡



自殺対策璽点施策（労働基準監督署）
●

重点施策項目

④経営者に対する相麟事業の実施等

⑤法的問題解決のための情報提供の充実

⑥危険な場所、Ｉ隠品等の規制等
②萩蕊蕊裳恭戦：＃塑圃自殺開運憤額劇策吸擢進：
⑧義襲凝芸恭斡錨頃自殺覇舗繊凝頃剥慮霧
⑨介穫者への支１貝の充実
⑩いじめを苦にした子どもの自殺の予防

●●００●白■●●●● ｡
●●● ｡ ●●●●● a 白 I

● ｡ ●由ｐ●●●●● ｡ ●
．●■●●●●●●● p ●
●●●●■ p ●●●●●●

⑪報道機関に対する世界保健機関の手引きの周知

７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ
９■

! ①救急医療施股における精神科医による診療体制等の充実

②家族等の身近な人の見守りに対する支援

8 週された人の苦痛を和らげる
①自殺者の遺族のための自助グループの運営支援

●１

●』②学校、職場での事後対応の促進
Ｉ学
菌顕族のためのパンフレットの作成・配布の促進
④自殺遺児へのケアの充実

9 民間団体との連換を強化する
| ①民間団体の人材育成に対する支援

| ②地域における連携体制の確立

' ③民間団体の砥括相. 談事難に対する支擾
| ④民間団体の先駆的. ･ 賦行的取組に対する支援・

、

平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業

０ メンタルヘルス対策支援センターの紹介

インターネットポータルサイトにころの耳」の紹介

● p

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

①経営者のメンタルヘルスに関する知識の向上を図る
ための講演会や研修の開催
②経営者に対するメンタルヘルスに関するチラシ、パ
ンフレットの作成

総合労働相鮫コーナー等相談窓口に広報

①職場における事後の対応に関する知識の向上事業
②事後対応に関するマニュアルの作成

地域保健活動と産業保健活動の連携による自殺予防へ
の取組み体制確立支援事業．



~

5 適切な精神科医療を受けられるようにする・

霞蕊菱塞垂

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）平成2 3 年度実施事業重点施策項目 平成2 4 年度実施事業

１自殺の実態を明らかにするし
｡ 一ー‐‐一－－ －

、

4 心の健康づくりを進める

: 雲霧霧蕊蕊

一一一一一一‐－－

、秒
。
▲
於

I①実態解明のための鯛査の実施

鰐駕巽塞=:==局雨ｉｆ=扇i＝
麓琴憲慧駕競駕雲蒜両嘉
!⑥既存資料の利活用の促進

一一一一一一一一一一－一一一一 - - － =

２国民一人ひとりの気づきと見守りを促す

騨 蕊簿塞

; ⑨研修資材の開発等－
１⑩自殺対策従事者への心のケアの推進

が型、ヴ

自殺対策璽点施策（公共職業安定所）

一一ー一一一一一 _

⑧遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上



自殺対策重点施策（公共職業安定所）

重点施策項目

⑥義載蒲畷縦硬騎翻漢患篭鰯繊職’蕊蕊費溌驚頃描填韓
・・・。。。・・・．・・・．．・・・９．９．・・・？？

⑦慢性疾患患者等に対する支援

平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 今陵取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

ｊ
０
．

、

6 社会的な取組で自殺を防ぐ

鑓
跨

牌

①地域における相麟体制の充実

②多重債務の相麟窓口の整備とセーフティネット融斑の充実

③失業者に対する相験窓口の充実等

④経営者に対する相談頚莱の実施等
⑤法的問題解決のための情報提供の充実
⑥危険な場所、蕊品等の規制等

碧霧霧鶏鶴饗撰譲慧慧慧議
噴者への支授の充実．

。奮漂需需悪霊嘉蒜戸二
⑨介

①個々の求職者の状況に応じた職業相談、就職支援を
行う ｡

②必要に応じ、関係機関への醗導を的確に行う．

①個々の求職者の実情に応じた再就職支援を行う。
②ハローワークにおける失業者への情報提供方法の充
実｡

①相麟窓口の広報
②意を決して窓口を訪れた人を「たらい回し』にして
はならない。人の悩みは多種多様である、悩みを抱え
た人やその周りの人が助けを求めた時、速やかにその
声を聞き届け、必要な支援を行うとともに他の悩みを
抱えていた時には、その関係機関に適切につなぐ｡ ．
③関係機関の連撰を強化し相麟体制の充実を図る

７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ
Ｉ．

|①救急医療施股における精神科医による診療体制等の充実
| ②家族等の身近な人の見守りに対する支擾

８遺された人の苦痛を和らげる
I 盃翫露而翻而通而自爾Z ラルニプの運営支援
i ②学校、職喝での事後対応の促進
' ③遺族のためのパンフレットの作成・配布の促進
| ④自殺遺児へのケアの充実

9 民間団体との連挑を強化する
! ⑦毘閣団体の人材育成に対する支援
②地域における連携体制の確立
③犀間団体の函歴相験事業に対する支援
' ④民間団体の先駆的・賦行的取組に対する支扱



Ｉ
５通

自殺対策重点施策（横須賀・田浦・浦賀警察署）

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

１自殺の実態を明らかにする
D 実態解明のための鯛査の実施
『 ．

⑳傭報提供体制の充実．

３自殺未遂者、遺族等の実態及び支援方策についての調査の
准進
③児憲牛捷の自殺予防についての調査の推進

，うつ病等の精神疾患の病態解明及び診断・治療技術の開発

③既存資料の利活用の促進

Ｏ Ｂ

／

■丹●

警察庁及び厚生労働省の自殺統計に係るデータを分析
し、その結果を地方公共団体等で活用できるよう提供
する

2 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す

」

①自殺予防週間の設定と啓発事業の実施．
! ②児童生徒の自殺予防に資する教育の実施．
| ③うつ病についての普及啓発の推進
』．．

3 早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

硬
》
静

停
画

①かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治
術の向上
②教職員に対する普及啓発等の実施

③地域保健スタッフや産業保健スタップの資質の向上

④介護支援専門員等に対する研修の実施
⑤民生委員・児童委員等への研修の実施
⑥地域でのリーダー養成研修の充実
3 ⑦唖1 2 会的雲因に瞳I 麺する相談員の資質の向上

０
０
８
△
８

!⑧遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
一
■
■
．
■
■
の
■
マ

療技

耐顕萩禰 ~ － ~ 一－－－
『

i ⑩自殺対策従事者への心のケアの推進

● ●①●

●●

①自殺未遂者や関係者に対する対応マニュアルの作成
②警察職員の現場での接遇能力の向上

4 心の健康づくりを進める
| ①職場におけるメンタルヘルス対策の推進
| ②地域における心の健康づくり推進体制の整備
| ③学校における心の健康づくり推進体制の整備 ● ｡

切な精神科医療を受けられるようにする
①精神科医をサポートする人材の養成など精神科医療体制の
充実．
②うつ病の受診率の向上
③かかりつけ医等うつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向
上 ．

０●■

④子どもの心の診療体制の整備の推進



自殺対策重点施策（横須賀・田浦・浦賀蓄察署）

⑤うつ病スクリーニングの実施
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⑦慢性疾患患者等に対する支援

6 社会的な取組で自殺を防ぐ

1 】における相劃の匡墨圭垂壷垂三二二二二二
動多務の相腫窒口の|②多璽侭務の穏麟窓口の壁陶とｾー ﾌﾃｲﾈﾂﾄ織変の充翼

l雲雲霧二
ｌＩ⑧黙津津莞隷蕊臆進め自隷罪舞簿篤捧陣対応簿溌: 磯鞭糊

罫羅関速愉錨対簾の推遡

｜⑨介護者への支援の充実

暑菱遮詮蓋蓋謎蓋麺匡二
国

７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

Ｗｉ雨霊燕高§扉嘉穂扉Ｄ・急医

一一一一一口ローｍー‐ーーー‐一一

よる診療体制等の充実

砺罰面而而頁荊雨両頚一一②家族等の身近な人の見守

8 遺された人の苦痛を和らげる

②学校、職場での理
犀盃

の自殺者の遺族のため、

蕊蕊霊窒窒＝副遺族のため【

９民間団体との連挑を強化する

Ｉ議雲雲蕊毒二三二副民固団体の暦相騒

平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業

ｊ● .

自殺するおそれのある家出人に関する家出人発見活動 自殺するおそれのある家出人に関する家出人発見活動
を継続して実施する を継続して実施する

、- .

８

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

思春期・青年期において精神的問題を抱える者や自傷
行為を繰り返す者について、救急医療機関、精神保健
福祉センター、保健所、教育機関等を含めた迎換体制
の構築により適切な医療機関や相麟機関を支援する
等、精神疾患の早期発見、早期介入のための取組みを
促進する

①情報の共有化
②関係機関の連携を強化し相鮫体制の充実を図る

● ●
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｡ ■

箕爾・満録疲爾同上のための研修会の実施
キーパー）①定期的に開催したい②かかり
‘O 困り感，’を拾い上げ‐ズキルァ”プ穿園

二翻半鴎地域陸案保健センターの登録医師を
３重労働に関する医師による而捧指蓮葬奔達

●

啓発、 講演会等市民への
■

摂
り
。
●
｜
Ｆ
・
｜
・
目
．

今後取り組む必要がある事業
（自殺対策加速化プランを含む）

自殺対策重点施策（医師会）

開催したい
ザ･

グ

p

●

● ◆

ｐ

●■

●

●

● 凸

ｂ●

6 . 寺

●

●

①

●

､ ◆

三浦半島地域産業保健センタ･ - ．
過重労働に関する医師による面

唾
鐸

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業
１自殺の実態を明らかにする

D 実態解明のための鯛査の実施

2 脚胃報鍵供体制の充爽
勤日繊木〕堅宅『、左K 醸寺の蕊睡4 氏。冥濯刀栗' 二コい~ Ｌの幽掌”
准進．．．…、
⑲児置霊逓の目殺予砺についての鯛詔 E の涯潅

○うつ病等の精神疾患の病態解明及び診断・治療技術の開発
ｇ既存資料の利活用の促進

横須賀市救急センターでの自傷、自殺未遂で受診者の
状況鯛査を実施予定

２国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
①自殺予防週間の設定と啓発事業の実施
②児童生徒の自殺予防に箕する教育の実施
| ③うつ病についての普及啓発の推進

3 早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

■

。
”
。
。
』
幸
〃

呉
岱

や
Ｉ。

①かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技
術の向上

②教職員に対する晋及啓発等の実施
▲ ‘

③地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上

④介護支援専門員等に対する研修の実施一
⑤民生委員・児童委員等への研修の実施
⑥地域でのリーダー養成研修の充実
3 ( 、社会的要因に関連する樋醸貝の貢貢の同上

! ⑧遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
! ⑨研修資材の開発等
! ⑩自殺対策従事者への心のケアの推進

r 自殺予防マニュアル」を平成１６年に刊行し、医師
が常にうつ病を念頭において、早期に診断し適切な治
療に結びつけることの重要性を周知．

b ●

｢ 自殺予防マニュアル」を平成１６年に刊行し、医師
が常にうつ病を念頭において、早期に診断し適切な治
療に結びつけることの愛要性を周知。
精神保健委員会を定期的に開催し、医師会の事業計画
を討蟻する。
かかりつけ医への自殺予防と請神疾患の理解と診療ス
キルを学ぶ機会を股ける。

薬剤師会、歯科医師会と連携していく。過量服薬予防
に対して薬剤師と協力する．
催予定

研究会、研修会を企画開
●

q 中 ワ

４心の健康づくりを進める

①職場におけるメンタルヘルス対策の推進

②地域における心の健康づくり推進体制の整備

| ③学校における心の健康づくり推進体制の整備

小規模事業所（労働者5 0 人未満の事業主及び労働者）
を対象とした健康相鮫
①三浦半島地域産業保健センターから医師派遣し、遇
重労働に関する医師による面接指導
②夜間及び休日健康相鮫窓口の開設
身近な医療機関で容易にメンタルヘルスを含めた健康
相談が受けられるようにする

児童相談所、青少年相鮫センターへの精神科医の派遣

教育委員会及び教育研究所への精神科医の協力

小規模事業所（労働者5 0 人未満の事業主及び労働者）
を対象とした健康相賎
①三浦半島地域産業保健センターから医師派遣し、過
重労働に関する医師による面接指導
②夜間及び休日健康相鱗窓口の開設
身近な医療機関で容易にメンタルヘルスを含めた健康
相鮫が受けられるようにする

児童相談所、青少年相談センターへの精神科医の派遣

教育委員会及び教育研究所への精神科医の協力



自殺対策重点施策（医師会）

重点施策項目

5 適切な鞘神科医療を受けられるようにする

①精神科医をサポートする人材の養成など精神科医療体制の
充実

②うつ病の受診率の向上

③かかりつけ医等うつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向
上

④子どもの心の診療体制の整備の推進
⑤うつ病スクリーニングの実施
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馳性疾感患者等に対する支援

７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

懸雨霊雇i嘉嘉雨､塵E扉認周悪
Ｉ②家族等の身近な人の見守りに対する支援

8 遺された人の苦痛を和らげる
の運営支援

②学校、職場での事後対応の促進
③遺族のためのパンフレットの作成・配布の促進
④自殺遺児へのケアの充実

平成2 3 年度実施事業

かかりつけ医では対応が困難とされる事例に関して、
精神科医会でサポート

「自殺予防マニュアル」を平成１６年に刊行し、医師
が常にうつ病を念頭において、早期に診断し適切な治
療に結びつけることの重要性を周知

ー＝‐‐‐ ｡ ‐‐ロー‐一一‐‐ー②口ロー■ー‐コーローロロ‐ ｡ ‐一一＝■ロローー②‐ロー画一一－一ｍ ｡ ｡ ｡ ｰ ローーーー

一一一ー－－

平成2 4 年度実施事業

かかりつけ医では対応が困難とされる事例に関して、
精神科医会でサポート

「自殺予防マニュアル』を平成１６年に刊行し、医師
が常にうつ病を念頭において、早期に診断し適切な治
療に結びつけることの重要性を周知

かかりつけ医への自殺予防と精神疾患の理解と診療ス
キルを学ぶ機会を設ける。

‐‐‐ー■‐ ~ ー口一一一ローーー‐ＣＣｐ－－②ー ｰ 口②＝ロロロ一一一一一一＝‐ーーー一一一ーロローー

横須賀救急センターでの自傷、自殺未遂で受診者の状
況鯛査を実施予定．

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

一一一一一一一一ローーーーーーロー ~ ‐‐ー‐一一ｍ－－－－ローーーーーーローーーーーー

かかりつけの医師が「うつ病等の精神疾患」に関する
知職の向上を
図ることにより、治療にかかる一次的な機能を充実さ
せる・

本人や周りの人が精神科医等の専門家に受診や相談し
やすい環境の整鰯

かかりつけ医に対する『うつ病等」の精神疾患の診断
技術・治療技術向上のための研修会の実施

思春期・青年期において精神的問題を抱える者や自傷
行為を繰り返す者について、救急医療機関鼻精神保健
福祉センター、保健所、教育機関等を含めた連携体制‘
の構築により適切な医療機関や相鮫機関を支援する

等､精神疾患の早期発見､早期介入のための取組みを｜促進する

心理的ケアが実施できるよう、看謹師に対する指導・
援助．

●‐｡ 一⑧‐‐‐‐画一一ロローローー“ ~ ら ｰ ーー‐ ｰ ‐①‐■ー‐■－句－－口‐●口一一一一 ｡ －－一一－－－－

毛



9 民間団体との速挽を強化する

雲霧雲雲蕊雲二

自殺対策重点施策（医師会）
今後取り組む必要がある事業．．
( 自殺対策加速化プランを含む）平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業重点施策項目

ノ

”
“

『

ノ

｡
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5 適切な精神科医療を受けられるようにする

自殺対策重点施策（商工会溌所）

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業
Ｃ ｂ

平成2 4 年度実施事業 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

１自殺の実態を明らかにする
Ｄ実態解明のための鯛壷の実施
金〃ロＦ男号堅 ｺ ﾑ ﾆ Ｆ逗子伊ｎ J 。ｖダグレコ逗

３自殺未遂者、遺族等の実態及び支掻方策についての鯛査の
准進
⑳児憲生徒の自殺予防についての鯛査の推進

2 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
| ①自殺予防週間の股定と啓発事業の冥施
| ②児童生徒の自殺予防に資する教育の実施
| ③うつ病についての普及啓発の推進

3 早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

《
』
》

し

”
凸

①かかりつけの医師等のうつ病等の糟神疾患の診断・治療技
術の向上．
②教職員に対する普及啓発簿の実施
③地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上
④介護支援専門員等に対する研修の実施
⑤民生委員・児童委員等への研修の実施

4 心の健康づくりを進める
Ｆ－

①職場におけるメンタルヘルス対策の推進

| ②地域における心の健康づくり推進体制の整備
一一一一

| ③学校における心の健康づくり推進体制の整備

チラシやパンフレット等による市民への周知 チラシやパンフレット等による市民への周知 労働者の職場におけるメンタルヘルスに関する相鮫員
の知織の向上

①精神科医をサポートする人材の養成など精神科医療体制の
充実
②うつ病の受診率の向上
③かかりつけ医等うつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向
上
④子どもの心の診療体制の整備の推進．



一一ー‐画ロー画一一一Ｃ‐■ロー卓一一一やー一一一一一一一ローー●一一一一一一一一一一一一■

意を決して窓口を訪れた人を「たらい回し」にしては
ならない．
人の悩みは多種多様である、悩みを抱えた人やその周
りの人が助けを求めた時、速やかにその声を聞き届
け、必要な支援を行うとともに他の悩みを抱えていた
時には、その関係機関に適切につなぐ

自殺対策重点施策（商工会醗所）

一一一一口＝画一一一一一一一一一一一一一一一一ローーーーーー ｡ ‐画二一一一一 - －勺一

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）平成2 3 年度実施事業重点施策項目 平成2 4 年度実施事業

相麟を受けた際、うつ病の懸念がある人を把握した場
合、当事者の困り感に寄り添いながら、可能であれば
精神医療磯関受鯵勧奨や保健所への相鮫につながるよ
うな助言を行う

相麟を受けた際、うつ病の懸念がある人を把握した場
合、当事者の困り感に寄り添いながら、可能であれば
精神医療機関受診勧奨や保健所への相談につながるよ
うな助言を行う

⑤うつ病スクリーニングの実施

●●●●●●●●●●●■●●●● e 句 ｡ ●口甲 ｡ ●●■●●●●●●●巳■ G p ●●■ ﾛ ●●●● ｡ ●○ｓ凸● a ●●●

鯛誠蝋蝋聯捧認蕊I 黙浄蝋【§弊馳識j 策､ , ﾂ 雛難

相淡を受けた際、相談者の抱えている悩みの中に、多
重債務に関する問題が含まれていた場合、法律相談に
つなげる

鱒議瀞l 騨欄鵜！蕊騨鐙蛎駕鞭調騨騨黙
i ⑦慢性疾患患者等に対する支援

6 社会的な取組で自殺を防ぐ
ヂローローー車 ﾛ ｰ ｰ ｰ ﾛ ‘－－‐●一口一一一ローーーーーーロ－－－ ~ ‐●●一口‐ロ画一ロローーーゥー ｡ ｡ ー● ｡ ■一口‐

①経営の危機に直面した中小企業を対象とした相談事
業を引き続き推進する
②中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する
③事業に失敗した人など経済的に困難な状況にある経
営者が事業に再チャレンジできるよう支援すべく、早
期撤退や新たな事業への再挑戦について専門家による
相談対応を行う窓口を設置する

①経営の危機に直面した中小企業を対象とした相談事
業を引き続き推進する
②中小企業の一般的な経営相談に対応する相麟事業を
引き続き推進する
③事業に失敗した人など経済的に困難な状況にある経
営者が事業に再チャレンジできるよう支援すべく、早
期撤退や新たな事業への再挑戦について専門家による
相談対応を行う窓口を設置する

●

｡ ◆

会『
1.遷営蓋に対する縞議事叢の翼施等
個

F』＃

意を決して窓口を訪れた人を「たらい回し」にしては
ならない。
人の悩みは多種多様である、悩みを抱えた人やその周
りの人が助けを求めた時、速やかにその声を聞き届
け、必要な支援を行うとともに他の悩みを抱えていだ
時には、その関係機関に適切につなぐ

|①地域における相談体制の充実 関係機関の連撰を強化し相談体制の充実を図る

相談を受けた際、相談者の抱えている悩みの中に、多
重債務に関する問題が含まれていた場合、法律相談に
つなげる．

謹謹童雲亘
７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ．

ノ
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●
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急医療施設における精神科医による診療体制等の充実

②家族等の身近な人の見守りに対する支援 相麟窓口で自殺未遂者を把握した場合、本人了解の上
で、保健所につなげる、



ノ
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今後取り組む必要がある事業．
（自殺対策加速化プランを含む）

自殺対策重点施策（商工会餓所）

西
の

●｡

●

｡

~ ~ －二一
●

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業
8 遺された人の苦痛を和らげる

、目殺者の道族のための目助クループの埋冨支践
ａ字校、職溺での肇後対応の促逼
ａ遺族のためのパンフレットの作成・配布の促返
④目殺遺児へのケアの充翼

９民間団体との連携を強化する
①氏間団体の人材育成に対する支磯
②地域における連擁体制の砺立
③民間団体の電鰭相餓頚菜に対する支践
| ④民間団体の先駆的・試行的取組に対する支鎖



自殺対策重点施策（産業振興財団）

重点施策項目
１自殺の実鵬を明らかにする
i 話豊龍誼悶扇諺涌

2 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
一一‐‐‐一一‐一一一一一一一一一一一

! ①自殺予防週間の設定と啓発事業の実施

碧窒祭楽譜篭篭塑墾
３早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

!①かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断･治療技
3 術の向上：：
! ②教職員に対する普及啓発等の実施・

約地域保健ｽ ﾀ ｯ ﾌ や産業保健ｽ ﾀ ｯ ﾌ の資質の向上
憾芥蔽砺丙頁燕雨諒両燕一一一三一一

善議蕎難慧毒二==＝
8⑧遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上

綴駕慧蒙耐Ｆ元羅雷一一一一一
４心の健康づくりを進める

|①職場におけるﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策の推進

| ②地域における心の健康づくり推進体制の整備
遍諏E 蒜而葱ラミ而函霧湿扇

一一一ー

平成2 3 年度実施事業
一一一一一一一

①チラシやパンフレット等による周知
②メンタルヘルスに関する購演会や研修の開催
③メンタルヘルス対策の取組みが進んでいない小規模
事業場に対しては、産業保健と地域保健との連携など
により支援を充実させる

平成2 4 年度実施事業
ローーーローー－－

①チラシやパンフレット等による周知
②メンタルヘルスに関する講演会や研修の開催
③メンタルヘルス対策の取組みが進んでいない小規模
事業場に対しては、産業保健と地域保健との連携など
により支援を充実させる

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

一一・一一口一一一一 ~ 一一一一一一一一一ローーーーーー一一一一手一一一一一Ｐー一‐■ ｡

』

①メンタルヘルスやハラスメントに関する講習会、研
修を実施する機関や講師の紹介
②社内研修（①）実施への費用補助．



自殺対策重点施策（産業振興財団）

重点施策項目
5 適切な精神科医療を受けられるようにする

①爾神科医をサポートする人材の養成など稲神科匿録俸制の
充実
②うつ病の受診準の向上
③かかりつけ医等うつ病等の稲神疾患の診断・治銀技術の同
上
④子どもの心の醸擬体制の鍾飼の推迩

⑤うつ病スクリーニングの実施

襲省藤棚豪蕊看斌震頃描騨: §：
援

6 社会的な取組で自殺を防ぐ

羅雲慧雲雪
⑦詠浮弾誇黙濠ド追陣高潔関連傭報対簾陣
⑧詠酵弦募詠弾; I §鎚陣自毅諺告騨累抹陣対

７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

①救急医療施殴における精神科医による診療体制等の充実
| ②家族等の身近な人の見守りに対する支援

平成2 3 年度実施事業

相麟を受けた際に、うつ病の懸念がある人を把握した
場合、個人情報に最大の注意をはらい、本人の同意を
得て当事者の困り感に寄り添いながら、可能であれば
精神医療機関受診勧奨や、保健所への相麟につながる
ような助冒を行う

①相麟窓口の広報
②窓を決して窓口を訪れた人を『たらい回し」にして
はならない。人の悩みは多種多様である、悩みを抱え
た人やその周りの人が助けを求めた時、速やかにその
声を聞き届け、必要な支援を行うとともに他の悩みを
抱えていた時には、その関係機関に適切につなぐ

①経営相鱗や従業員のメンタルヘルスに関する相麟を
実施している
②経営コンサルタントを派遣し、個別企業の経営課題
等に対応したセミナーを実施

Ｉ

平成2 4 年度実施事業

相麟を受けた際に、うつ病の懸念がある人を把握した
場合、個人情報に最大の注意をはらい、本人の同意を
得て当事者の困り感に寄り添いながら、可能であれば
精神医療機関受診勧奨や、保健所への相殴につながる
ような助言を行う

①相麟窓口の広報
②愈を決して窓口を訪れた人を「たらい回し」にして
はならない．人の悩みは多種多棟である、悩みを抱え
た人やその周りの人が助けを求めた時、速やかにその
声を聞き届け、必要な支援を行うとともに他の悩みを
抱えていた時には、その関係機関に適切につなぐ

①経営相麟や従業員のメンタルヘルスに関する相談を
実施している
②経営コンサルタントを派遣し、個別企業の経営課題
等に対応したセミナーを実施

今陵取り組む必要がある廟業
( 自殺対策加速化プランを含む）

予約なしで初診できる診療所の紹介・広報

①相麟窓口広報の多様化
②関係機関の連携を強化し相談体制の充実を図る

①出張相談の実施
②相麟事業の外部委庇先紹介
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自殺対策重点施策（産業振興財団）

《息
･オ｡-ツ
、-

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 Ｐ
今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

8 適された人の苦痛を和らげる．
①自殺者の遺族のための自助グループの運営支援
②学校、職場での事後対応の促進
! ③遺族のためのパンフレットの作成. ･ 配布の促進
| ④自殺遺児へのケアの充実．

〆

危機対応できる派遣カウンセラーの登録制度創設

■●●

9 民間団体との連携を強化する
①民間団体の人材育成に対する支援
②地域における連携体制の確立
, ③民間団体の電話相談事業に対する支援
| ④民間団体の先駆的｡ 賦行的取組に対する支援､

．-、



自殺対策重点施策（民生委員協議会）

5 適切な精神科医療を受けられるようにする

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 今後取り組む必要がある事業．
( 自殺対策加速化プランを含む）

１自殺の実態を明らかにする
Ｕ実賎解明のための鯛査の異施
ｇ消報 ﾖ 遥供俸制の元裏

③自殺未遂者、遺族等の実態及び支援方策についての鯛査の
推道
④児璽垂琵の目救予防についての幽垂の耀鰹

⑤うつ病等の精神疾患の病態解明及び診断・治療技術の開発

○既存資料の利活用の促進．

2 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
①自殺予防週間の股定と啓発事菜の実施
②児雷生縫の自殺予防に賀する教育の実施
| ③うつ病についての晋及啓発の推進

3 早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する．

．. 「

“
②

①かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技
術の向上
②教職員に対する普及啓発等の実施

| ③地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上

④介潅壷狸専門員等に対する研修の実施

|⑤民生委員･児童委員等への研修の実施

⑥地域でのリーダー養成研修の充実
ｰ －－－－－
⑦社会的要因に関連する相談員の資質の向上

! ⑩自殺対策従事者への心のケアの推進

①住民主体の見守り活動を推進するため心の健康に関
する知職の普及啓発の研修をする
②相麟機関の連携の必要性についての知職の普及啓発

相麟者にメンタルヘルスについての正しい知職の普及
に努め、研修会等へ積極的に参加する

①住民主体の見守り活動を推進するため心の健康に関
する知職の普及啓発の研修をする
②相麟機関の迎挽の必要性についての知職の普及啓発

相麟者にメンタルヘルスについての正しい知職の普及
に努め、研修会等へ積極的に参加する

自殺対策をテーマとした全民生・児童委員べの研修を
す る．

４心の健康づくりを進める．
| ⑦溌瑠におけるメンタルヘルス対策の推進．
画j m m 瞳における心の健康づくり推進体制の整備
③学校における心の健康づくり推進体制の整術．

①精神科医をサポートする人材の養成など精神科医療体制の
充実．
②うつ病の受鯵率の向上



Ｐ

自殺対策重点施策（民生委員協議会）
重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 今後取り組む必要がある事業

( 自殺対策加速化プランを含む）
③かかりつけ医等うつ病簿の精神疾患の診断・治療技術の向
上
④子どもの心の診痕体制の整備の推進

⑤うつ病スクリーニングの実施

⑥戟覆病凝然画精錬疾患篭腫讃惹飛誰ﾘ : 疑凌者穀策囚推進: : : : ：
⑦慢性疾患患者等に対する支援

●

｡

ク

地域でうつ病の懸念がある人を把握した場合、当事者
の困り感に寄り添いながら、可能であれば精神医療機
関受診勧奨や保健所への相談につながるような助言を
行う．．

6 社会的な取組で自殺を防ぐ．

の, 勺

b y

①地域における相談体制の充実

②多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット融資の充実
？●卜
P ゆ

り■

③失業者に対する相談窓口の充実等
④経営者に対する相麟事業の実施等
⑤法的問題解決のための情報提供の充実
⑤法的問題解決のための情報提供の充実

①相談窓口の広報．
②意を決して窓口を訪れた人を「たらい回し」にして
はならない。人の悩みは多種多様である、悩みを抱え
た人やその周りの人が助けを求めた時、速やかにその
声を聞き届け、必要な支援を行うとともに他の悩みを
抱えていた時には、その関係機関に適切につなぐ。

相麟を受けた際、相麟者の抱えている悩みの中に。多
重債務に関する問題が含まれていた場合、法律相麟に
つなげる

①相麟窓口の広報
②意を決して窓口を訪れた人をｒたらい回し」にして
はならない。人の悩みは多種多様である、悩みを抱え
た人やその周りの人が助けを求めた時、速やかにその
声を聞き届け、必要な支援を行うとともに他の悩みを
抱えていた時には、 その関係機関に適切につなぐ。

相麟を受けた際、相麟者の抱えている悩みの中に。多
重債務に関する問題が含まれていた場合、･ 法律相鮫に
つなげる

し

関係機関の連携を強化し相験体制の充実を図る

４

● ●

( 、塑弱首I 鋸阻M 1 ご対する世界保騨# 墾関の手引きの周知

７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ。

①救急医療施股における精神科医による診療体制等の充実

②家族等の身近な人の見守りに対する支援
守

相談で自殺未遂者を把鰹した場合、本人了解の上で保
健所につなげる

相談で自殺未遂者を把握した場合、本人了解の上で保
健所につなげる．

8 遺された人の苦痛を和らげる．
①自殺者の遺族のための自助グループの運営支援
! ②学校、職場での事後対応の促進
| ③遺族のためのパンフレットの作成・配布の促進
| ④自殺遺児へのケアの充実
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自殺対策璽点施策（民生委員協溌会）

、

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 今後取り組む必要がある事業
（自殺対策加速化プランを含む）

９民間団体との連携を強化する
①民間団体の人材育成に対する支援
②地域における連携体制の確立
, ③民間団体の電話相鱗事業に対する支援
i ④民間団体の先駆的・賦行的取組に対する支援



自殺対策重点施策（支える会）

１

■

- - - - - . - - . . - . . - －－－－－－．－一ん

Ｏ

○－一一一一一一一一ー一一一一‐一一一一一一一一

自殺予防週間などに、専用相談時間
ー‐~ －－ー一一一一一ー

を設けて実施する

●

一二二二一一一－一‐‐

今後取り組む必要がある事業
（自殺対策加速化プラーンを含む）

5 適切な精神科医療を受けられるようにする

雲=垂=三重蚕室１

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業
１自殺の実態を明らかにする

D 実態解明のための鯛歪の実施
④情報提供体制の充実

3 自殺未遂者、遺族等の実態及び支援方策についての鯛査の
准進
，児童生琵の目殺予防についての鯛萱の躍進

，うつ病等の精神疾患の病態解明及び診断・治療技術の開発

I , 既存質料の利活用の促進

．２国民一人ひとりの気づきと見守りを促す

①自殺予防週間の設定と啓発事業の実施

; 、』尼重王琵の貝穀予防に箕する教育の

| ＠つつ病についての音及吾尭の薙鱈

夷Ｉ地

3 早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

Ｃ３
＠コ

①かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技
術の向上．
②教職輿に対する晋及啓発尋の爽施
③地噂 ､ 保健スタッフや建栗採健スタッフの貫貿の向上
④介睡支鎚専門翼等に対する耐f 歴の爽施
〔母民牛姿璽 : げ児童委員等への研修の実施

⑥地域でのリーダー養成鮒f 蔭の充実
8．

|⑦社:会的要因に関連する相談員の資質の向上

塵麺垂麺亜唖画延＝
⑨研修資材の開発等
●

●
Ｕ
■
■
■
■

$ ⑩自殺対策従事者への心のケアの推進

一凸 ､ ●

相鮫者にメンタルヘルスについての正しい知識の普及
に努め、研修会等へ積極的に参加する

相鱗者にメンタルヘルスについての正しい知識の普及
に努め、研修会等へ積極的に参加する

4 心の健康づくりを進める
ｑ〕職場におけるメンタルヘルス対顛の耀潅
| ②地域における心の健康つくり薙這秤制の竪爾
| ③学校における心の鯉康つくり涯遮惇制の竪偏

①精神科医をサポートする人材の養成など精神科医療体制の
充実
②うつ病の受診率の向上
③かかりつけ医等うつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向
上 ．．



自殺対策重点施策（支える会）

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

④子どもの心の診療体制の整備の推進
⑤うつ病スクリーニングの実施．
⑥獄裁病竣’;ぬ糖舗疾患篭臆渋慧波歌り:疑凌者鯛策埴推進: : : : : ’
⑦慢性疾患員: 者等に対する支援

6 社会的な取組で自殺を防ぐ

脚､
●ｔ

;､ｒ４．

①地域における相麟体制の充実

②多重債務の相談窓口の整偏とセーフティネット融資の充実

③失莱者に対する相談窓口の充実等．
, ④経営者に対する相麟事難の実施等
| ⑤法的問題解決のための情報提供の充実
| ⑤法的問題解決のための情報提供の充実

綴雲慧裟蕊耐雨雨一一

相麟を受けた際、相麟者の抱えている悩みの中に－多
重債務に関する問題が含まれている場合、法律相談に
つなげる

相談を受けた際、相談者の抱えている悩みの中に、多
重債務に関する問題が含まれている場合、法律相談に
つなげる

関係機関の連携を強化し相駿体制の充実を図る

⑪報遡機関に対する世界保健機関の手引きの周知
了自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

Ｃ３
－‐

１
１－ー - 一一一一一‐一一一一‐‐‐． - ‐一一

|①救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実
庁一

②家族等の身近な人の見守りに対する支援

8通
Ｆ
、

〆
か
．

さ れた人の苦痛を和らげる．
①自殺者の遺族のための自助グループの運営支援
②学校、職場での事後対応の促進
③遺族のためのパンフレットの作成・配布の促進
④自殺遺児へのケアの充実

9 民間団体との連携を強化する

①民間団体の人材育成に対する支援
|■■■■

②地域における連撰体制の砿立

｜｜|③民間団体の電騒相鱗事業に対する支授
| ④民間団体の先駆的・試行的取組に対する支援．

ボランティア電話相談員の研修の実施

年中無休のｒ横須賀こころの晒話』を実施
平日：１７時～2 4 時、土日祭日；９時～2 4 時

ポﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ電話相談員の研修の実礎

年中無休の「横須賀こころの鯉鱈』を実施
平日：１７時～2 4 時、土日幾日：９時～2 4 時

研修のノウハウを市民の中から人材育成に活かす

合同研修や役割分担の協騒等、相鮫機関相互の具体的
な連挽を進める

市から委既を受けている．｢ 横須彊こころの電話」の２
4 時間化を進める



自殺対策重点施策（消費生活センター）

5 適切な精神科医療を受けられるようにする

’

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 今後取り組む必要がある蕊業
( 自殺対策加速化プランを含む）

１自殺の実態を明らかにする
①実態解明のための鯛蚕の実施．
②情報提供体制の充実
③自殺未遂者､ 遺族簿の実態及び支援方策についての調査の
推進
④児童生徒の自殺予防についての調査の推進

| ⑤うつ病等の精神疾患の病態解明及び診断・治療技術の開発
| ⑥既存資料の利活用の促進．

２国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
①自殺予防週間の設定と啓発事案の実施
②児童生琵の目殺予防に賀する教育の実施
③うつ病についての普及啓発の推進

‐ 合 ｡

3男

●‐

四
画

期対応の中心的役割を黒たす人材を養成する
①かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技
術 の向上一
②教職員に対する普及啓発等の実施．

③地域保健スタッフや産業保健スタッフの捷質の向上．

④介護支援専門員等に対する研修の実施
⑤民生委員．． 児童委員等への研修の実施
⑥地域でのリーダー養成研修の充実

⑦社会的要因に関連する相談員の資質の向上

⑧遺族等に対応する公的機関の職員の貿質の向上

⑨研修賀材の開発等。
⑩自殺対策従事者への心のケアの推進

Ｊ
一

●
“ Ｐ

タ

今後、研修等により相鮫員として必要なメンタルヘル
ス等の知識の習得に努めたい。．

、 ●

今後、研修等により相談員として必要なメンタルヘル
ス等の知織の習得に努めたい。

４心の健康づくりを進める
８－－－－－~ 一－－１①職場におけるメンタルヘルス対策の推進
②地域における心の健康づくり推進体制の整備
| ③学校における心の健康づくり推進体制の整備

ざ

ｩ 0

①精神科医をサポートする人材の養成など精神科医療体制の
充実．
②うつ病の受診率の向上
③かかりつけ医等うつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向
上
④子どもの心の診療体制の整備の推進



自殺対策重点施策（消費生活センター
重点施策項目

⑤うつ病スクリーニングの実施

●●●●●●● ､ ●● ｡ ●●●●●●●●●●●●●●●’●●●●●●●●由■●●□●●●●● ｡ ●●● e ●●●自●
●●●●■●●●■● ､ ●●●●●●●■●●●●●●■●●● ｡ ●①●●●●●● ｡ ●■●■●●●●●●● ｡ ●●●●

⑥漁i 禰域縦頃積穂霞患篭嘱襲繊$ 榊豪蕊費剥蹟頃描職§：
⑦慢性疾患患者等に対する支扱

6 社会的な取組で自殺を防ぐ
”‐－－－ー 画一一一一一一一一一一一一一

!①地域における相麟体制の充実

②多璽債務の相鮫窓口の整備とセーフティネット融資の充実

. I ③失業者に対する相談窓口の充実等
｜④経営者に対する相談事業の実施等

. ‘i ⑤法的問題解決のための情報提供の充実

i ⑥危険な場所､ 薬品等の規制等

| 議慧雪雲
７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

!①救急医療施股における精神科医による診療体制等の充実

8 遺された人の苦痛を和らげる

鴬零糞鐘鐘
9民間団体との連撰を強化する
揃蔦耐体の人材育成に対する支援
i ②地域における連携体制の確立

綴: 器: 駕駕謡諾琴認

平成2 3 年度実施事業

相駿者がうつ病と思われる場合は、受診や保健所相談
を助言している。．

⑤‐一一一一一一一⑤‐一一ーーーローーーーーーーーーーー‐一‐ーー一一一 ｰ ‐

多重債務相麟を受けて適切に助言を行っているほか、
弁護士による「多函債務特別相麟会」（月２回・予約
制）を実施している。

①『法律相蜘を実施しているほか、他機関も案内して
いる．
②庁内関係部課による多重債務連絡会蹟を実施してい
る。

平成2 4 年度実施事業

相談者がうつ病と思われる場合は、受診や保健所相談
を助言している。

ローーーーロー②ロー‐＝‐ニーーーーＣ一一一‐ー＝－－－ー一口ー一一一一 _ - - - - - - 虫三

多函債務相麟を受けて適切に助言を行っているほか、
弁霞士による「多重債務特別相麟会」（月２回・予約
制）を実施している。

①『法律相蜘を実施しているほか、他機関も案内して
いる．
②庁内関係部課による多重債務連絡会醗を実施してい
る．

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

‐~ ~ ｡ ■~ ~ ~ ~ －－－画一ﾛ ｰ ﾛ ｰ ｰ のー ~ ■= ~ ■■ローーーーーーーーーー画一P = P - . - - - 行－－．－- - - - - 弓. -

関係機関の連携を強化し相餓体制の充実を図る

これまで例はないが、把握した鳩合は保健所につなげ
る。

一一‐－－－－－－－ー－－－－



３早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

5 適切な精神科医銀を受けられるようにする

｜①精神科医をｻｰﾄする人材の養成など精神科医療体制の
Ｉ充実．

鐸誇差琴器耐雨5爾燕濡而
Ｉ④子どもの心の診療体制の整備の推進

･ 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業重点施策項目

１自殺の実蝋を明らかにする
ｰ ‐‐ロロロ■ーーローーーロー‐ー一一一一一ー一一‐●一一一一一ー一｡ ‐一一つーー‐ ｡ ‐ワーーーーーー－－‐ ｰ 一一口－つ一一一

‐＝＝－－－ー一 ｡ ●－－－

一一～ローロー‐ ｡

ー口一一一一一ローーーーー

⑧遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上

■
し

I ⑨研修責材の開発等
! ⑩自殺対策従事者への心のケアの推進

小

①実態解明のための鯛査の実施
②情報提供体制の充実
③自殺未遂者、遺族等の実態及び支援方策についての鯛査の
推進
| ④児童生徒の自殺予防についての調査の推進

|⑤うつ病等の精神疾患の病態解明及び診断･治療技術の開発
| ⑥既存資料の利活用の促進

2 国民一入ひとりの気づきと見守りを促す

霞蕊霧琴塁

i①職場におけるメンタルヘルス対策の推進
H ②地域における心の健康づくり推進体制の整備
l ③学校における心の健康づくり推進体制の整備

今後、研修等により相談員として必要なメンタルヘル
ス等の知職の習得に努めたい。。

“i⑦社会的要因に関連する相麟員の資質の向上 今後、研修等により相談員として必要なメンタルヘル
ス等の知織の習得に努めたい．

4 心の健康づくりを進める

自殺対策重点施策（市民生活謀）

一一一＝ロー‐‐画一一一一一一一一一一一一口ーーー‐－－－‐ーー｡ ‐ーｰ ーや‐‐｡ ‐~ ‐。｡

Ｉ①かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技。
．I 術の向上、

－１②教職員に対する普及啓発等の実施
剤③地域保健ｽﾀｯﾌや産業保健ｽﾀｯﾌの寅質の向上
・書| ④介護支援専門員等に対する研修の実施

| 隠需琴雲雲霧悪一一



市民生活相験として実施している。 市民生活相験として実施している。

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）平成2 3 年度実施事業重点施策項目 平成2 4 年度実施事業

相麟者がうつ病と思われる場合は、受診や保健所相談
を助菅している．

相談者がうつ病と思われる場合は、受診や保健所相談
を助言している．⑤うつ病スクリーニングの実施

⑥議堂病璃雛頃積観撰患制離職職〃豪蕊餐刺策頃携騨: ；
⑦慢性疾患患者等に対する支授

6 社会的な取組で自殺を防ぐ

泡失業者に対する相談窓口の充実等
| ④経営者に対する相談事業の実施等

②多函使務の相餓窓口の整傭とセーフティネット融貿の充実

｡ ■一一一一面一‐ー‐‐■

関係機関の連撰を強化し相談体制の充実を図る

市民相殿室で、多遮債務相麟を受けて適切に助曾を
行っている．

8 遺された人の苦痛を和らげる
●

②家族等の身近な人の見守りに対する支援 これまで例はないが、把握した場合は保健所につなげ
る。

１
０
０
８
１

市民相談室で、多重債務相麟を受けて適切に助言を
行っている．

⑤法的問題解決のための備報提供の充実

①地域における相談体制の充実

自殺対策重点施策（市民生活課）

７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

｜①救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実

①【法律相蜘を実施しているほか、他機関も案内して
いる。
②庁内関係部畷による多重債務連絡会鰻を実施してい
る。

Ｉ⑥危険な場所、薬品等の規制等

髭霞議零雲雲

9民間団体との連挑を強化する

漂謡謡謡重量- =－－
簾器駕慧謡蕊器言琴翻

騨蕊謹孟董董

①I法律相麟｣ を実施しているほか、他機関も案内して
いる。
②庁内関係部課による多璽債務連絡会臓を実施してい
る。



自殺対策重点施策（人擢・男女共同参画課）

重点施策項目
１自殺の実態を明らかにする

■ローーーーー

①実態解明のための鯛査の実施
②情報提供体制の充実．
③自殺未遂者も遺族等の実態及び支援方策についての調査の
推進

2 国民一人びどりの気づきと見守りを促す
にー
l ①自殺予 週間の設定と啓発事業の実施
I ②児童生徒の自殺予防に資する教育の実施
厩弓両言う而元5 諏露流露一三

3 早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

騨藻喜票窯
望畿蓋票蓋裟謡駕篭
色鎮幽辿二窒二垂幽幽謹一一一
割⑦社撫図に関連する欄鮫員の箕…上
届雷露E 砺雨諏耐耐而ｒ－
Ｉ⑨研修資材の開発等
！⑩自殺対策従事者への心のケアの推進

４心の健康づくりを進める

驚講蕊燕三三三三
5適切な精神科医療を受けられるようにする
①精神科医をサポートする人材の養成など精神科医療
体制の充実． 〃

②うつ病の受診率の向上
③かかりつけ医等うつ病等の稿神疾患の診断・治録技術の同

④子どもの心の診療体制の整備の推進

平成2 3 年度実施事業

【デュオよこすか女性のための相談室】
研修等への参加を通じ、メンタルヘルスに関する知識
の習得に努める。

｡ －口一一一‐ー‐ー ｡ ー＝ー口一一一■‐ ｡ ｡ つー一一ー■‐－－ローーーーーーー ｡

平成2 4 年度実施事業

[ デュオよこすか女性のための相鼓室］
研修等への参加を通じ、メンタルヘルスに関する知織
の習得に努める．

■｡ ●ー酉一ロー‐口 ｡ ｡ ● ｡ ‐‐ーー画一一一一一一一一一 ｡ －－一一一一－－－－ー一五二ｐー■‐

● ●

● ｡

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

一一－－－‐一口一一一一一一一ーーローーーーーａ三一

ｑ

、

ヘ



自殺対策重点施策（人権・男女共同参画課）
重点施策項目

⑤うつ病スクリーニングの実施

⑥議蛍病以蕪頃繍猟漢患簿膳讃隷! ( 糊滅凝老舗策頃掻避: ; : ！
､ ●●●●■●●●●● e g ●ＢＧ●●●●■●●●●● ｡ ■●● e g G ●●●●●●●●●申●● ｡ ●●●●●●●●●

⑦慢性疾患患者等に対する支援

6 社会的な取組で自殺を防ぐ．

①地域における相麟体制の充実

| ~

, ②多重侭務の相鮫窓口の整備とセーフティネット融資の充実

| ③失業者に対する相談窓口の充実等
| ④経営者に対する相麟事業の実施等

●
| ' ｡

⑤法的問題解決のための情報提供の充実

色( ○危険な燭所、 畷 品等の規制等

③紙製寮崇茨斡脳頃貸殺開運慣頼制溌頃推駕篭韓畷縦：
⑧がジグ藷ネヅ:ド型の自殺予告事案燕の鰯応等:蕊:;:;:;:;:::;:;:;:;：
I r 6 W b ､ 磁塞八ｍ更跨墾、奉冒蓑

鰐器蒜駕篭磯蒜駕秀一
７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

①救急医療施股における精神科医による診療体制等の充実

②家族等の身近な人の見守りに対する支援

8 週された人の苦痛を和らげる
| ①自殺者の遺族のための自助グループの運営支援
②学校、職場での事後対応の促進
③遺族のためのパンフレットの作成・配布の促進
④自殺遺児へのケアの充実

平成2 3 年度実施事業

[ デュオよこすか女性のための相麟室］
相談内容に精神疾患の可能性を感じた際は、精神医療
機関の受診や健康づくり蝶への相麟を勧める。

[ デュオよこすか女性のための相談室］
相麟内容に対し、よりふさわしい相麟窓口の紹介を行
う｡

[ 性的マイノリティ窓口の紹介］
市ホームページ「くらしの入梅相麟」に性的マイノリ
ティ・コミュニティスペース「かながわレインボーセ
ンターS H I P 」の紹介配事を掲戯．

[ デュオよこすか女性のための相験室］
相談の中に、多重債務に閲する問題がある際は、法律
的な解決を勧めるとともに、消費生活センターなどの
相談窓口を紹介する。

【デュオよこすか女性のための相麟室］
一般相談の中で、法的問題解決が必要な内容がある場
合は、月にＴ回行っている「女性のための法律相談」
を勧める。急を要する場合は、市民相麟室や法テラス
などを紹介する．

[ デュオよこすか女性のための相談室］
相駿の中に、自殺未遂の経験があるような喝合は、健
康づくり課への相談も勧める。

ｌ ‘．

平成2 4 年度実施事業

[ デュオよこすか女性のための相談室］
相麟内容に精神疾患の可能性を感じた際は、精神医療
機関の受診や健康づくり課への相談を勧める。

( テユオよこすか女性のための相霊室］
相談内容に対し、よりふさわしい相談窓口の紹介を行
う●

【性的マイノリティ窓口の紹介］
市ホームページ「くらしの人権相殿」に性的マイノリ
テイ・コミュニティスペース「S H I P にじいろキヤピ
ン」の紹介記事を掲職。

[ デュオよこすか女性のための相談室］
相鮫の中に、多重債務に関する問題がある際は、法律
的な解決を勧めるとともに、消費生活センターなどの
相麟窓口を紹介する．

[ デュオよこすか女性のための相識室］
－般相談の中で、法的問題解決が必要な内容がある場
合は、月に１回行っている「女性のための法律相談」
を勧める．急を要する場合は、市民相談室や法テラス
などを紹介する。

[ デュオよこすか女性のための相談室］
相麟の中に、自殺未遂の経験があるような場合は、健
庫づくり課への相鮫も勧める．

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

▲●
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自殺対策重点施策（人権・男女共同参画課）

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

９民間団体との連携を強化する
①民間団体の人材育成に対する支扱
②地域における連携体制の確立
i ③民間団体の電話相麟頚業に対する支援
| ④民間団体の先駆的・試行的取組に対する支援



自殺対策重点施策（こども青少年支援課）
重点施策項目

１自殺の実態を明らかにする

| 砿蕊､ i 扉耐壷5 燕－－－－－－一

霞鴬雲票窯雲垂至
③うつ病等の謡神疾患の病態解明及び診断・治療技術の開発_這蓋書窯琴駕壁幽幽空壁

２国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
' 1 〕目閲の定と蕊の実闘｛霊:霊悪霊墨三三三
！③うつ病についての普及啓発の推進
3 早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

|悪夢孟赫燕扉重雇嘉嘉
赫諏毒緬ｒ－－－
弓③地域保健輯③地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上
④介腫支援専門員等に対する研修の実施

⑤民生委員・児童委員等への研修の実施

⑥地域でのリーダー養成研修の充実
⑦社会的要因に関連する相麟員の資賀の向上
⑧遺族等に対応する公的機関の職員の資質
の向上．

⑨研修資材の開発等
⑩自殺対策従事者への心のケアの推進

②地域に龍

瓢Ｉ

F 1 〕睡蝿に歪

４心の健康づくりを進める

R i j i 鶴E 諦諏荊両蕨澗飛豚~ 一一一一‐
綴瀞裟: 器妻篭駕塞窯一三
①稲神科医留
去唖手

平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

●

D V に対する理解を高めるため、民生委員・児童委員に
対し、研修を行っている。



自殺対策重点施策（こども青少年支援課）

重点施策項目
②うつ病の受診率の向上．
③かかりつけ医等うつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向
上
④子どもの心の診療体制の整備の推進
⑤うつ病スクリーニングの実施
●●｡ ●●●●●●●●●●申●●●●◆●●●● 0 ●●●●●●●●●●●●■●●●●０●●●凸●卓＄由 ､ ●●●●

●■●⑤ ｡ 由 p ■■●□●■ ｡ ｡ ●■●●■■●●巳■●■●●● p p o ●●■□。Ｐ●●●■● ｡ ■●■● p p p ●■●

｡ ●●●●◆●●印●●●●●● ｡ ●●●由●●●●●●●●●●●●●●●● ｡ ●● e ●●●◆●●●● ･ ●●早●●●

●■● ｡ ●●●●●●●■ ｡ ■●● ｡ ﾛ ｡ ●■由●●●●●●■ p ､ ● ｡ ｡ ●■ ｡ ｡ ●●●■□●●●■■■ｐｐ●●●●
● _ ●●●●●●●●●●●●●● ｡ ●●ｃ●●●●●●●●●●●●● ｡ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■● Q

●●●●●●●●●ｐ●●●由■●● ~ 申●●●●●●●●●●●●●●●●■● ｡ ●●■●●●■■凸Ｂ● ｡ ●●■●● q

●●■● ｡ ｡ ■●■● p ●● ｡ ● ｡ ● 9 ｡ ●①●●●●●●③●●●■■■■●●■●●●●●●●●●●●●■●● p d

o o ● ､ ●●●●●●●●巳。ｅ ﾛ Ｐ■●●■■●Ｐ●●●●●●巳 ｡ ｡ ●●◆ , ●●●●●●●● ､ ●●●●①●申 ' 由● Q

■●●■ ｡ ●●● ｡ ●●●缶●■ＢＧ■●●●●● p ●●●●●●●■●●●●●●●● ｡ ●●●● e U ｡ ●●①⑧●● Q

●●●●■●■●●●●●■●●●●●● ｡ ●●● e 各●●ｅ● g ｅ●Ｃ●□●●⑧ ｡ ●●● ､ げゆ●Ｐ● e ｡ ●●申 p ●
｡ ●●●●●● p ●●●●● ｡ ■●●▽ ･ 甲●●●●●●●●●●●●①●●■●●●●●●●●Ｏ■●●●申●● G ●■ ｡

⑥ジガ病以外の精神疾患簿に謀るﾒ 1 6 邦創: ズダ者対策の推進: : : : : ：
□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●Ｐ●つ合●■●■●●●●●卓●●印●●●●■●

●●●● ! ｡ ●■□●●■●●■■●凸● C ●●●●■ C ■の■■●●●⑧●■□●●●●あ●●●●●●●◆●●守車●●

●●●●●●●● ｡ ●●●●● ｡ ●●●●車●●●● ｡ ●●●●●●● ｡ ｡ ●●申●●●●●●●● ｡ ｡ 申早 ｡ ■●■■●

●●●砂●●● , ●ｅ●●砂●●●●■●●●●●●●●●●● ｡ ●●●●●●■●●● ｡ ■●●● ｡ ⑤■●●■●●●●甲

●□●●●●●◆●●①●⑤●◆●●●■●●●●●●● ｡ ●●■ ｡ ●□□●●●●●●●●●●●●●●甲車■の● ｡ ●

● ､ ●●●● G ●●●●●●□■●●●■ ｡ ●●●●● ｡ ｡ ●●●●● ｡ ●中●●●●●●●●●●●●●守●与●●凸 U

●● ｡ ●●●① ｡ ●●●●●●●●●◆●●●●●●●●●●●●●●●③●●■■●●●●●●●●●●由●。●●● q

●●●●●●● _ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■印●●●●●●●●●●● ﾛ ●凸●■●●● 4

●●●●●■●●●●●●●●●●白●●● ｡ ●■●。 c ●●■●●● G ■ - ｡ ●◆●●●●●●●●Ｊ●●●申●●●● ･
●●●●●●●●●●●●由● ｡ ●■●●●●●●●●●●■卓●印●■ ､ ●●●●●●●●●●●●●●●申白●●● ･

由 ｡ ●●●●■●●● ｡ ■■■■今●■①●●●●●●●巴●●凸●凸 ｡ ■由●●●●●●●● ｡ ●●●●合●■●●●●

⑦慢性疾患患者等に対する支援

6 社会的な取組で自殺を防ぐ

鯛
●

碍菖
６A目

①地域における相談体制の充実

ｆ

②多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット融寅の充実

( 量) 矢菜者に”すつ砲頭諺口の元美琴

魁蹄E 富者に対すつ預函E 撃率の爽施毒

、法陶間題鮮沃のための耐報髭峡の元実

、危険な鰯所、楽鹸寺の規制毒
⑦難葬罫莞蕊濠ド塗陣…燕露爾耐詞
ワークー虹●垂●〆五●ー●▲■盲ｎ．一死■ーロー■一二壱曾毅誰告算窯葎め対応簿蕊篭蕊

濡譲鰐鴛…雨一一
! ⑪報道機関に対する世界保健機関の手引きの周知

７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

①救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実

､
⑪

②家族等の身近な人の見守りに対する支援
●

８適された人の舌痛を和らける．

①自殺者の遺族のための自助グループの運営支援

②学校、職場での事後対応の促進

平成2 3 年度実施事業

意を決して窓口を訪れた人を「たらい回し」にしては
ならない。人の悩みは多種多様である、悩みを抱えた
人やその周りの人が助けを求めた時、速やかにその声
を聞き届け、必要な支援を行うとともに他の悩みを抱
えていた時には、その関係機関に適切につなぐ．

①相談窓口で自殺未遂者を把握した場合、本人了解の
上で保健所や児童相駿所、保護センターにつなげる
②自殺未遂者及びその周辺の子ども達に、必要に応じ
てカウンセリングにつなげるなどの対応

教師に対する事後対応に関する知識の普及．生徒児
童・親に対する迅速で手厚い事後対応（早い段階から
心のケア）

平成2 4 年度実施事業

意を決して窓口を訪れた人を「たらい回し」にしては
ならない．人の悩みは多種多椴である、悩みを抱えだ
人やその周りの人が助けを求めた時、速やかにその声
を聞き届け、必要な支援を行うとともに他の悩みを抱
えていた時には、その関係機関に適切につなぐ。．

ク

①相験窓口で自殺未遂者を把握した場合、本人了解の
上で保健所や児童相談所、保腫センターにつなげる
②自殺未遂者及びその周辺の子ども達に、必要に応じ
てカウンセリングにつなげるなどの対応

◆ ■●

教師に対する事後対応に関する知識の普及。生徒児
童・親に対する迅速で手厚い事後対応（早い段階から
心のケア）

今後取り組む必要がある事業．
( 自殺対策加速化プランを含む）

●●

思春期・青年期において精神的問題を抱える者や自傷
行為を繰り返す者について、救急医療機関、精神保健
福祉センター、保健所、教育機関等を含めた連換体制
の構築により適切な医療機関や相鮫機関を支援する
等守精神疾患の早期発見、早期介入のための取組みを
促進する

関係機関の連携を強化し相談体制の充実を図る



｡

自殺対策重点施策（こども青少年支援課）

心
Ｐ寺

４

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

③遺族のためのパンフレットの作成・配布の促進

④自殺遺児へのケアの充実 自殺者の遺児に対するケアを含め、教育相談を担当す
る教職員の資質向上のための研修を行う

自殺者の遺児に対するケアを含め、教育相談を担当す
る教職員の資質向上のための研修を行う

9 民間団体との連撰を強化する

｡ ●
, ①民間団体の人材育成に対する支援
| ②地域における連携体制の確立
③民間団体の電話相駿事業に対する支援
’
１
－

| ④民間団体の先駆的・賦行的取組に対する支援 D V 被害者保霞のための、シェルターを運営しているN P O
法人に対し、運営の補助金による支擾を行っている

も

D V 被害者保獲のための、シェルターを運営しているN P O
法人に対し、運営の補助金による支援を行っている



自殺対策重点施策（こども健康課）

重点施策項目
１自殺の実態を明らかにする
１５黄燕萌源裁5 羅而重藷一一一~ 一

屋琴織竺慧癒…雨ﾐﾗ而耐
！④児童生徒の自殺予防についての調査の推進

|③うつ病等の精神震患の病態解鯛及び診断･治療績術の闘発
｜⑥既存資料の利活用の促進

2 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
ーローレーーーローロ－－－一ロー‐の－－－

｜①自殺予防週間の設定と啓発事業の実施
｜②児童生徒の自殺予防に資する教育の実施
Ｉ

１③うつ病についての普及啓発の推進
余…Ｉ

ざ早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

間J震霊室雲悪霊垂壷垂
雪｡地域縁…･壷叢爆…の…
凄雲華萎議拳二二二
'@社会的要因に関連する桐震員の賓質の向上
!⑧遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上

罵蕊票霧蒜亨云塞二二二
4 心の健康づくりを進める
．『ーー一一一一一ー ﾛ 一一一一一一一
。Ｉ．‐．‐

ｉ①職場におけるﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策の推進

、

平成2 3 年度実施事業
ロー‐ー－－－－－－‐‐‐ー‐ー ｰ ■ー‐ ｡ ーー ｡

■一一●一一一－－ーー一一一一一一ー一一‐一一一ー一口一一一一一一一つ

①プレママ、プレパパ教室の中での普及
②新生児訪問や乳児健診でのエジンバラ質間紙を使用
した普及啓発を実施

一一ー一一一－一‐ー‐

地域で活動する保健師や助産師に対し、心の健康問題
に関する相談機能を向上させるため、心の健康づくり
や自殺予防についての研修に参加する

相談者にメンタルヘルスについての正しい知織の普及
に努め、研修会等へ積極的に参加する

一■‐｡ ‐一一一ーー一一一‐●一一ウーーー■ロローー‐

業務の中で生まれるストレス等でのもえつき症候群等
の発生を防ぐため、専門職によるスタッフケアを実施

「

平成2 4 年度実施事業
一一－－

＝ー－－ー一一ー一ー一一一一ー一‐

①プレママ、プレパパ教室の中での普及
②新生児訪問や乳児健診でのエジンバラ質問紙を使用
した普及啓発を実施

地域で活動する保健師や助産師に対し、心の健康問題
に関する相談機能を向上させるため、心の健康づくり
や自殺予防についての研修に参加する．

相談者にメンタルヘルスについての正しい知識の普及
に努め、研修会等へ積極的に参加する

一一一一一一一ヰーー

業務の中で生まれるストレス等でのもえつき症候群等
の発生を防1 ぐため、専門職によるスタッフケアを実施

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）
‐一一 ｰ ‐ーー‐ー一色ロ一一○画＝凸一一一一一 - - _ －－ - ー一

‐ ｰ ー一一ー一‐一一一一一 ｰ ‐＝ー一一一ー‐ ｰ ーーー－－－ーー－－－一一ー■ , ーー一宇一一●

－－‐－－－－士一一一写一一一一一一一一一凸一一■－－画や

p ‐ー一一一一ー－－－ーー ｰ ーー一一一－一一－ー－－－－ ~ ｰ －ー‐ーロー－



自殺対策重点施策（こども健康課）
重点施策項目

|･うつ篇ｽｸﾘー ﾆﾝグの実施
繍撫蕊雲遡遜鍵謹選

6社会的な取組で自殺を防ぐ
．＝「一一一一一一一一ー－－ー

。『

! ①地域における相鱗体制の充実

|②多重侭務の相麟窓口の整備とｾｰﾌﾃｲﾈﾂﾄ融資の充実

露薫琴薫二三三三
| 豊綴鶏織織; 雨卿躍耐禰
⑧*．ご．堂笥s:Ijl:*津p属自

濡需鵠謡窒雲砺耐蒋一
| ⑪報道機関に対する世界保健機関の手引きの周知

７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ
画一一一一一一一一一一一一口ロ画＝

よる診療体制等の

②家族等の身近な人の見守りに対する支援

平成2 3 年度実施事業

妊娠中や子育て中の親に対し、心の健康に関する知職
の普及啓発

ｰ や口口ロロロー ｡ ー‐一一一一一一‐一一ー一一一‐‐ー‐‐

①こんにちは赤ちゃん訪問（覇生児訪問）、乳児健診時エジンバラ
質問級を使用し、スクリーニングし早期に支援していく
②母子訪問、各種相餓の際、うつ病の懇念がある人を把廻し、医師
相麟につなげる

①相麟窓口の広報
②意を決して窓口を訪れた人を「たらい回し」にして
はならない．人の悩みは多種多様である、悩みを抱え
た人やその周りの人が助けを求めた時、速やかにその
声を聞き届け、必要な支授を行うとともに他の悩みを
抱えていた時には、その関係機関に適切につなぐ。

、

平成2 4 年度実施事業

妊娠中や子育て中の親に対し、心の健康に関する知識
の普及啓発

一一一一一－－－－口ロつ■‐‐ ｡ ｰ ‐‐つ ｡ ‐－－ ｰ ローロロ

①こんにちは赤ちゃん訪問（新生児訪問）、乳児健診時エジンバラ
質問紙を使用し、スクリーニングし早期に支擬していく
②母子訪問、各種相麟の際．うつ綱の魁念がある人を把握し、医師
相麟につなげる

①相酸窓口の広報
②意を決して窓口を訪れた人を「たらい回し』にして
はならない．人の悩みは多種多様である、悩みを抱え
た人やその周りの人が助けを求めた時、速やかにその
声を聞き届け、必要な支授を行うとともに他の悩みを
抱えていた時には、その関係機関に適切につなぐ。

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

ロー画一ローーーーーローーーーご‐ロー‐ーー‐ー一一一 ｡ 一一■‐ー

関係機関の連挽を強化し相談体制の充実を図る

‐‐一一一一ーー‐ー ｡ ‐一－一一ー‐＝一つー‐ー⑤＝‐⑤ーローロ



心
電

、

一
一

自殺対策重点施策（こども健康課）
今後取り組む必要がある事業．
（自殺対策加速化プランを含む）

－

も

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業、 平成2 4 年度実施事業
８道された人の苦痛を和らげる．

、自殺者の遺族のための自助グループの運営支援
②学校、職場での寵後対応の促進
③遺塵のためのパンフレットの作成・配布の促進
④自殺遺児へのケアの充実

9 民間団体との連携を強化する
①民間団体の人材育成に対する支援

②地域における連携体制の確立

| ③民間団体の電鰭相麟碩業に対する支援．
| ④民間団体の先駆的・賦行的取組に対する支援

民生委員や教師等と連撰しながら、相談体制の整備と
して「サボートチーム会議」を必要時開催．

す●

民生委員や教師等と連携しながら、相該体制の整瞳と
して『サボートチーム会議」を必要時開催。



５通

自殺対策重点施策（消防・救急課）

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

１自殺の実態を明らかにする
①実態解明のための鯛査の実施
②情報提供体制の充実
③自殺未遂者、遺族等の実態及び支援方策についての鯛査の
推進
| ④児童生徒の自殺予防についての調査の推進

|⑤うつ病等の精神疾患の病態解明及び診断･治療技術の開発
| ⑥既存資料の利活用の促進

２国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
| ①自殺予防週間の設定と啓発事業の実施
| ②児童生徒の自殺予防に資する教育の実施
| ③うつ病についての普及啓発の推進。

３早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

ｐ
●

①かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技
術の向上
②教職員に対する普及啓発等の実施
③地域保健スタッフや産莱保健スタッフの資質の向上
, ④介謹支援専門員等に対する研修の実施

心Ｉ

⑤民生委員・児童委員等への研修の実施
⑥地域でのリーダー養成研修の充実
⑦社会的要因に関連する相麟員の資質の向上

,歩』

⑧遺族等に対応する公的椴関の職員の箕質の向上

⑨研修資材の開発等
⑩自殺対策従事者への心のケアの推進

1 1 9 番通報受償時及び救急現場での接遇健力の向上 1 1 9 番通報受侭時及び救急現場での接遇能力の向上 自殺未遂者や関係者に対する対応マニュアルの作成
● ｡
●

４心の健康づくりを進める
①職場におけるメンタルヘルス対策の推進
②地域における心の健康づくり推進体制の整備
| ③学校における心の健康づくり推進体制の整備

切な精神科医療を受けられるようにする
①精神科医をサポートする人材の養成など精神科医療体制の
充実． げ

②うつ病の受診率の向上
③かかりつけ医等うつ痛簿の糖神疾患の診断・治療技術の向
上
④子どもの心の診療体制の整備の推進
⑤うつ病スクリーニングの実施



自殺対策重点施策（消防・救急課）
重点施策項目

| 織謹蕊蕊蕊溌蕊謹蕊
捲瀧議鑑憲羨誌＝苧＝＝＝竺塞＝

色、、■

霧自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ 凸

" ニーーーー‐■ロ

①救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実

電○家族簿の身近な人…りに対する支援
８適された人の苦痛を和らげる
i ①自殺者の遺族のための自助グループの運営支援
‘②学校．職場での串後対応の促進
I ③遮族のためのパンフレットの作成・配布の促進
| ④自殺遺児へのケアの充実

9 民間団体との連携を強化する，

騨毒霧薫妻二三
．Ｉ④民間団体の先駆的・試行的取組に対する支援

１

平成2 3 年度実施事業

、

医療機関、警察等と連携し、･ 自殺未遂者本人及び家族
に対する再発防止対策の励行

平成2 4 年度実施事業

－－ー－ 口一一一一

医療機関、警察等と連携し、自殺未遂者本人及び家族
に対する再発防止対策の励行

今後取り組む必要がある事業
（自殺対策加速化プランを含む）

思春期・青年期において精神的問題を抱える者や自傷
行為を繰り返す者について、救急医療機関、糖神保健
福祉センター、保健所、教育機関等を含めた連携体制
の構築により適切な医療機関や相鱗機関を支援する
等、糖神疾患の早期発見、早期介入のための取組みを
促進する

一一一一‐一

ーーーーー－－－－－－－ ~ 一一一一ー－－ = ? ﾛ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ﾛ 一一－－



自殺対策重点施策（教育委員会）

ての普及啓発の推進

生徒の自殺予防に資する教育の実施

燕蕊の実施と啓

【２０児匝虚の目防に湿音の

２国民一人ひとりの気 と見守りを促す

卿驚鴛鴛駕篭;-嬢蕊蕊露蕊｜診鰯.治療鋪の向上 蕊燕毒露蕊１－－－－－割を充実させる

につい
巳

毒
一
蕊

●一一ー一一一一一一－一一

i ①自殺予防週間の

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

１自殺の実態を明らかにする
①実態解明のための調査の実施
②情報提供体制の充実．
③自殺未遂者、遺族等の実顛及び支援方策についての鯛査の
推 進．

④児重生徒の自殺予防についての調査の推進
，
Ｉ
１
－

⑤うつ病等の糖神疾患の病態解明及び診断・治療技術の開発

| ⑥既存資料の利活用の促進．

児童生徒の自殺があった場合に、教育委員会、学校に
よる調査を進め、必要に応じて第三者及び警察との連
挑による実態把握を進める

児童生徒の自殺があった場合に、教育委員会、学校に
よる調査を進め、必要に応じて第三者及び警察との連
摸による実態把握を進める

●p

①学校におけるすべての教育活動で、生命尊重の意職
を前提として、胆壷隼錘の自尊感慨や自己有用感を育
てる
②曾鱈活動や体験活動を重視し、地域の高齢者等との
世代間交流の活動を利用するなどして、児童生徒が命
の大切さを実感し、自尊心をはぐくむ教育を推進する
③メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教育
及び違法有害情報対策を推進する

問題を抱えた時に危険な状態に追い込まれないため
に、

( ア）自分自身がストレスに気づき
( イ）これに対応するための知識、方法を身につけ
( ウ〉実践することができるようにストレスに強い心
の健康づくりに日頃から努める
以上について、多くの学校で、道徳や総合の時間等に
取り組む

①学校におけるすべての教育活動で、生命尊重の意職
を前提として、児童生徒の自尊感情や自己有用感を育
てる
②言麗活動や体験活動を重視し、地域の高齢者等との
世代間交流の活動を利用するなどして、児憲牛銭が命
の大切さを実感し、自尊心をはぐくむ教育を推進する
③メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教育
及び違法有害情報対策を推進する

問題を抱えた時に危険な状態に追い込まれないため
に、

( ア）自分自身がストレスに気づき
( イ）これに対応するための知織、方法を身につけ
( ウ）実践することができるようにストレスに強い心
の健康づくりに日頃から努める
以上について‘多くの学校で、 道徳や総合的な学習の
時間等に取り組む

①児童生徒の自殺予防及び学校で自殺が発生した際の
対応等について、文部科学省が作成した教職員向けの
マニュアルを基に、教職員に対する研修を行う
②情報モラルの一部として「ネットワーク社会を生き
る力を育てる」手引きを作成する
③生命を尊重する心をはぐくむ観点から、優れた教育
の取組みを普及する



自殺対策重点施策（教育委員会）

重点施策項目

②教職員に対する普及啓発等の実施

③地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上

④介護支援専門員等に対する研修の実施
⑤民生委員・児童委員等への研修の実施
⑥地域でのリーダー養成研修の充実

⑦社会的要因に関連する相談員の資質の向上

⑧遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上

⑨研修資材の開発等
⑩自殺対策従事者への心のケアの推進．

４心の健康づくりを進める
q ) 職場におけるメンタルヘルス羽車の薙潅

( 9 ) 地X 嚢におけ念心の健顔つくり症鱈1 卒制の曇煽

こ用
i卜 凸

③学校における心の健康づくり推進体制の整備

５j 適切な精神科医線を堂けられるよつにする
ローー一一一一口－－

躍翰科騨ポーﾄする人材の養成など繍隷科医療偉創‘
②うつ病の受診率、

③かかりつけ医等うつ病等の請神疾患の診断・窒垂撞慰

鱗議灘蕊蕊灘蕊
腿:::::::::::::::::::::::::::::::::::::塗::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::：

平成2 3 年度実施事業

保健相談、子どものメンタルヘルス、心の健康などに
関するテーマを遼職し、教員研修の内容を充実させる

相談者にメンタルヘルスについての正しい知識の普及
に努め、研修会等へ積極的に参加する

● △

①学校における相麟体制の充実
②保健室やカウンセリングルームなどをより開かれた
場として活用
③養護教論の行なう保健相談活動を推進
④スクールカウンセラー、ふれあい相談員、訪問相麟．
員の配置により相談体制の充実を図る
⑤相談時間の確保と周知
を実施する

ｐ
Ｌ

思春期・青年期において精神的問題を抱える者や自傷
行為を繰り返す者について、救急医療機関、精神保健
福祉センター、保健所、教育機関等を含めた連携体制
の構築により適切な医療機関や相賎機関を支援する
等、精神疾患の早期発見、早期介入のための取組みを
促進する

●

平成2 4 年度実施事業

保健相酸、子どものメンタルヘルス、心の健康などに
関するテーマを意職し､ ･ 教員研修の内容を充実させる

相談者にメンタルヘルスについての正しい知織の普及
に努め、研修会等へ稜極的に参加する．

①学校における相談体制の充実

〃●

②保健室やカウンセリングルームなどをより開かれた
場として活用
③養膜教諭の行なう保健相談活動を推進

雛ﾗ 聯ど糞あき蕊瀧舗繍
制の充実を図る’
⑤相該時間の確保と周知
を実施する

思春期・青年期において精神的問題を抱える者や自傷
行為を繰り返す者について、救急医療機関、精神保健●

福祉センター、保健所、教育機関等を含めた連撚体制
の構築により適切な医療機関や相談機関を支援する
等、精神疾患の早期発見、早期介入のための取組みを
促進する

今後取り組む必要がある事業
（自殺対策加速化プランを含む）

ﾛ

段職員のメンタルヘルス研修の充実
●句

▲巳■

①教員が子どもと向き合う時間の確保、環境整備
②事業場として学校の労働安全衛生対策の推進．、
を実施する

●合



自殺対策重点施策（教育委員会）

､ 重点施策項目
⑦慢性疾患患者等に対する支援

6 社会的な取組で自殺を防ぐ

i鰯….…
②多重債務の相麟窓口の整備とセーフティネット融資の充実

蕊慧議毒毒
●■｡ ■ゆq ●●●■●●Ｂ■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● O ●● ､ ●●●● O ●■●●●●●Ｇ● ｡

⑧都灘鐸労ネ解:h:坐の自殺予告薄案揮の対応簿::::::::::::::::::::::::：
⑨介鰹者への支援の充実

| ⑩いじめを苦に自殺した子どもの自殺の予防

i ⑪報道機関に対する世界保健機関の手引きの周知

7 自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ
｡ “｡ ‐■ロー‐一一‐卓口や

①救急医療施設における糖神科医による診療体制等の充実

②家族等の身近な人の見守りに対する支援

平成2 3 年度実施事業

一一一一一一一一一

①相麟窓口の広報を行う
②どこでも相談ができる体制、環境整備、意を決して
窓口を訪れた人を「たらい回し」にしてはならない、
人の悩みは多種多様である、悩みを抱えた人やその周
りの人が助けを求めた時、できるだけ近くで、速やか
にその声を聞き届け、必要な支援を行うとともに他の
悩みを抱えていた時には、その関係機関に適切につな
ぐ

相鮫を受けた際、相談者の抱えている悩みの中に、多
重債務に関する問題が含まれていた場合、法律相麟に
つなげる

①教員、保護者への啓発
②校内研修会（教員）、保護者会、ＰＷＩ，学童クラブな
どの集会や機会を利用して、適切な傭報提供を行い、
問題窓職の共有化を図る

①学校、地域、家庭が連携して、いじめを早期に発見
し、適切に対応できる地域ぐるみに体制整備
②学級担当、養護教輸等の教師に、
（ア）自殺のサイン等の自殺の危険に気づく教育
（イ）気づいたときの対応方法の教育
を実施する

‐－－ ｰ －－ ｡ ‐‐－－－－－ー一‐

①相麟窓口で自殺未遂者を把握した場合、本人了解の
上で保健所や児函相麟所、保護センターにつなげる
②自殺未遂者及びその周辺の子ども達に、必要に応じ
てカウンセリングにつなげるなどの対応を行う

平成2 4 年度実施事業

－－－－－ーーーー‐‐ ｡

①相麟窓口の広報を行う
②どこでも相談ができる体制、環境を整備する。恵を
決して窓口を訪れた人を「たらい回し」にしない。人
の悩みは多種多槻であり、悩みを抱えた人やその周り
の人が助けを求めた時、できるだけ近くで、速やかに
その声を聞き届け、必要な支援を行う。また他の悩み
を抱えていた時には、その関係機関に適切につなぐ

相麟を受けた際、相談者の抱えている悩みの中に、多
重債務に関する問題が含まれていた場合、法律相談に
つなげる

①教員、保護者への啓発
②校内研修会（教員）、保護者会、P T A などの集会や機
会を利用して、適切な情報提供を行い、問題意織の共
有化を図る

①学校、地域、家庭が連摸して、いじめを早期に発見
し、適切に対応できる地域ぐるみに体制整備
②学級担当、養渡教輸等の教師に、
（ア）自殺のサイン等の自殺の危険に気づく教育
（イ）気づいたときの対応方法の教育
を実施する

一一一ーーー●ー口一一一一一一一一一一一一一一一ロローーーーー一一 ~ ‐－－－ー‐‐ー ｡

①相麟窓口で自殺未遂者を把握した場合、本人了解の
上で保健所や児童相麟所、保護センターにつなげる
②自殺未遂者及びその周辺の子ども達に、必要に応じ
てカウンセリングにつなげるなどの対応を行う

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

ーー一一ーロロローー⑤‐‐

福祉部門や関係機関との連撰を強化し、相験体制の充
実 を図る．

福祉部門や関係機関との連携を強化し、相駿体制の充
実を図る

①青少年が安全に安心してインターネットを利用でき
る環境の整傭等に関する法律に基づきインターネット
の適切な利用に関する教育の推進及び啓発活動等に必
要な施策を鱗じる
②情報モラルの一部として「ネットワーク社会を生き
る力を育てる」手引きを作成する

学校、地域、家庭が連携して、いじめを早期に発見
し、適切に対応できる地域ぐるみの体制整備を学校が
中心となって構築していく



画
“

自殺対策重点施策（教育委員会）

重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成24企昌度実施事業 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

8 遺された人の苦痛を和らげる
①目殺者の遁族のための目助グループの連宮支錘

②学校、職場での事後対応の促進

哩ﾉ 逗臓のためのパンフレットのγ F 卯Ｅ・匪術の涯廼

|④自殺遺児へのケアの充実．

①教師に対する事後対応に関する知職の普及、生徒児
童・親に対する迅速で手厚い事後対応（早い段階から
心のケア）を行う
②事後対応に関するマニュアルは、神奈川県教育委員
会にて作成したマニュアル「いきる」を使用している

ご

●

自殺者の遺児に対
る教職員の資質向霊ケアを含め、教育相談を担当す

ための研修を行う

①教師に対する事後対応に関する知職の普及、生徒児
童・親に対する迅速で手厚い事後対応（早い段階から
心のケア）を行う。．
②事後対応に関するマニュアルは、神奈川県教育委員
会にて作成したマニュアル「いきる」を使用している

自殺者の遺児に対するケアを含め、教育相駿を担当す
る教職員の資質向上のための研修を行う

9 民間団体との連携を強化する．

し
『
催

日
・
口

ｕﾉ 氏同国1 革のﾉ Ｗ７育駆I こ河百つ3 尾弼冨

②地域における連携体制の確立

、氏間図秤の電電福訟翠乗に X W 百つヱフ霞

Ｎｇ民間四1 卒の元駆”・臣刷丁飼取組に河口- つ文鍾

①細かなサインを見逃さないように、フリースクール
やフリースペースとの連換を図る
②自殺者の遺児に対するケアを含め、教育相談を相当
する教職員の資質向上のための研修を行う

①細かなサインを見逃さないように、フリースクール
やフリースペースとの連携を図る
②自殺者の遺児に対するケアを含め、教育相談を担当
する教職員の資質向上のための研修を行う

。●

N P O 、支援団体、フリースクールやフリースペースとの
連携の充実を図る



自殺対策麓点施策（高齢福祉課）
重点施策項目 平成2 3 年度実施事業 平成2 4 年度実施事業 ･ 今後取り組む必要がある事業

( 自殺対策加速化プランを含む）
１自殺の実態を明らかにする
' ①実態解明のための鯛査の実施
| ②情報提供体制の充実
③自殺未遂者、遺族等の実態及び
| 支援方策についての剛査の推進
| ④児童生徒の自殺予防についての鯛査の推進

⑤うつ病等の精神疾患の病態解明及び診断・治療技術の開発

i ⑥既存資料の利活用の促進

2 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
| ①自殺予防週間の股定と啓発事業の実施
②児童生徒の自殺予防に資する教育の実施
｜Ｕ

③うつ病についての普及啓発の推進 高齢者とその介護者に対するうつ病の麗職、受診の啓
発を促進する

高齢者とその介護者に対するうつ病の認識、受診の啓
発を促進する

3 早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する
Ｏ

ら

■ ｡

酬
い

薦蕊I = i耐祷耐繍
②教職員に対する普及啓発等の実施

稲神疾患の診断・治療技

③地域保健スタッフや産業保健スタッフの責質の向上

④介睡支援専門員等に対する研修の実施

⑤民生委員・児童委員等への研修の実施
⑥地域でのリーダー養成研修の充実
⑦社会的要因に関連する相談員の資質の向上

介睡碩業従率者に対し、心の健康づくりや自殺予防に
関する知職の普及・啓発を図るため、メンタルヘルス
に閲した情報を提供する

〆

介霞事業従事者に対し、心の健康づくりや自殺予防に
関する知職の普及・啓発を図るためもメンタルヘルス
に関した情報を提供する

４心の健康づくりを進める
| ①職場におけるメンタルヘルス対策の推進
| ②地域における心の健康づくり推進体制の整備
| ③学校における心の健康づくり推進体制の整備



自殺対策重点施策（高齢福祉課）
今後取り組む必要がある事業
自殺対策加速化プランを含む平成2 3 年度実施事業重点施策項目 平成2 4 年度実施事業

. 5 適切な精神科医療を受けられるようにする

霞窯二票廼雪雪壷i璽垂

壮年期・初老期において精神的問題を抱える者や自傷
行為を繰り返す者について、救急医療機関、精神保健
福祉センター、保健所、教育機関等を含めた連換体制
の構築により適切な医療機関や相駿機関につなぐ等精
神疾患の早期発見、早期介入を支援する。

③失業者に対する相麟窓口の充実等
④経営者に対する相談事業の実施等
⑤法的問題解決のための情報提供の充実
⑥危険な場所、薬品等の規制等

霧蕊鶏鶏鵜鶏蕊議慧蕊

③かかりつけ医等うつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向
上

騨茎辿幽璽幽幽哩
|･うつ病ｽｸﾘー ﾆﾝグの夷施

介護予防給付受給者、介護予防事業の参加者及び、要
介護認定者を除く高齢者に基本チェックリストを実施
し、この結果をうつ病の－次スクリーニングとして活
用し、うつ状態にある者を早期に発見し、適切な相談
支援につなぐ

介護予防給付受給者及び介護予防事業の参加者に対し
て実施している基本チェックリストの結果をうつ病の
－次スクリーニングとして活用し、うつ状態にある者
を早期に発見し、適切な相談支援につなぐ．

●●●G ●■●■●●●●●●●● O ●●●●●●●●●●巳■● ｡ ●●●●●●
｡ ■■■凸 a 凸▲白 ｡ ■■■白■■●●巳●凸●● ｡ ●■●■●●●白●● ｡ ●

②多璽債務の相談窓口の整備とセーフティネット融資の充実

０
１
０
１

ｍ
函

I 譲鴎琳織l ※凝議綴､ b 推進：

相談を受けた際、相談者の抱えている悩みの中に、多
重債務に関する問題が含まれていた渇合、法律相談に
つなげる

●●●●●甲●●●● p ●●●●●●●●●●●ゆ●●●●●●■

巳ＰＣ●●巳●●● ｡ ｡ ●◆●■●●●●●●申●●●●●●の●● 0 , ■●●●●■●●●の申 ｡ ■●●● 0 ｍ●●●●

⑦慢性疾患患者等に対する支援

帳徽f塑蝋望幽 ①相談員の心の健康に関する知識の向上
②意を決して窓口を訪れた人を「たらい回し」にして
はならない．人の悩みは多種多様であり、悩みを抱え
た人やその周りの人が助けを求めた時、速やかにその
声を聞き届け、必要な支援を行うとともに、他の悩み
を抱えていた時は、その相談機関に適切につなぐ
③相談窓口の広報一
④関係機関の連撰を強化し相談体制の充実を図る

①相談員の心の健康に関する知職の向上
②意を決して窓口を訪れた人を「たらい回し」にして
はならない。人の悩みは多種多様であり、悩みを抱え
た人やその周りの人が助けを求めた時、速やかにその
声を聞き届け、必要な支援を行うとともに、他の悩み
を抱えていた時は、その相駿機関に適切につなぐ
③相談窓口の広報
④関係機関の連携を強化し相鮫体制の充実を図る

, 相談を受けた際、相談者の抱えている悩みの中に、多
' 重債務に関する問題が含まれていた場合、法律相談に
| つなげる

①地域における相談体制の充実

Ｌ・
8..



自殺対策重点施策（高齢福祉課）

重点施策項目

Ｉ

|…
Ｉ
⑩いじめを苦にした子どもの自殺の予防
⑪報道機関に対する世界保健機関の手引きの周知

７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

願意愚癒扇葱燕雇1 ﾐ罵雨墓i墓; 5悪！
②家族等の身近な人の見守りに対する支援
､Ｉ

8 遺された人の苦痛を和らげる
①自殺者の遺族のための自助グループの運営支援

9 民間団体との連撚を強化する
両民間団体の人材育成に対する支援

②地域における連撰体制の砿立

③民間団体の電鱈相談事業に対する支援
④民間団体の先駆的・試行的取組に対する支援

平成2 3 年度実施事業
①高齢者を介獲する者の負担を軽減するため、ケアマ
ネジャー及び、地域包括支援センター、その他関係機
関（医療機関等）との連携協力の整備・推進
②介護者に対する相餓等が円滑に実施されるよう、相
麟業務に従事する職員に対し研修等で資質の向上を図
る
③応齢者の自殺者の中には、家族と同居している人も
多く、生前、介獲や介護の負担をかけていることに遠
慮して、家族による看護や介麓に対し精神的負担を感
じている言動が聞かれることから、次の偏見をなくす．
取組み
（ア）歳をとったら問題を抱えて気分が落ち込んでも
当然だ
（イ）老い先短いお年寄りが死を選ぶのも仕方がない
④家族などの周りの人が不眠等のうつ病のサインに気
づいたときの対応及び支援

相餓窓口で自殺未遂者を把握した場合、本人了解の上
で、･ 保健所につなげる

自殺対策連絡協醗会を通じて、公的機関、民間機関等
の連携を図る

平成2 4 年度実施事業

相談窓口で自殺未遂者を把握した場合、本人了解の上
で、保健所につなげる

自殺対策連絡協醗会を通じて、公的機関、民間槻関等
の連携を図る

今後取り組む必要がある碩業
自殺対策加速化プランを含む，

ーー‐ー一一一一



2 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す

●

〃

‐や L の泌上挺畢死唖型哩邸侭Ｌ醒聖鰹冥一、ツ財 S ノ

重点施策項目 平成2 3 年度 平成2 4 年度 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

1 自殺の実態を明らかにする

●合
■

E〃
■
Ｉ

● ■

D 実態解明のための調査の実施

副腎報提供体制の充実

● ■■

③自殺未遂者、遺族等の実態及び支援方策についての調査の
推進

４５８

④児霞生徒の自殺予防についての調査の推進

⑤うつ病等の精神疾患の病態解明及び診断・治療技術の開発
●

, ⑥既存資料の利活用の促進
Ｐ

・自殺予防総合対策センター（東京・小平市）にて
実施する「自殺予防と遺族支援のための基礎鯛査』
に協力する．
･ 鯛査研究結果が公表された鳩合、その内容を確鹿
した上で横須賀市の自殺傾向を分析

・自殺予防総合対策センター（東京・小平市）にて
実施する「自殺予防と遺族支援のための基礎鯛査」
に協力する
･ 調査研究結果が公表された場合、その内容を確認
した上で横須貿市の自殺傾向を分析

．「自殺実態白書」等自殺に関する統計をもとに、
横須賀市の自殺の傾向・実態把握を行う

■

・自殺予防総合対策センター（東京・小平市）にて
実施する「自殺予防と遺族支援のための基礎鯛査」
に協力する
･ 調査研究結果が公表された場合、その内容を確認
した上で横須賀市の自殺傾向を分析．

・自殺予防総合対策センター（東京・小平市）にて
実施する「自殺予防と遺族支援のための基礎調香」
に協力する．
･ 調査研究結果が公表された場合、その内容を確認
した上で横須賀市の自殺傾向を分析

．「自殺実態白密」等自殺に関する統計をもとに、
横須賀市の自殺の傾向・実態把握を行う

r 自殺予防総合対策センター」（東京・小平市）が今
年度から実施する聞き取りによる実態調査結果を見極
めたうえで、検討する

「自殺予防総合対策センター」（東京・小平市）が今
年度から実施する聞き取りによる実態調査結果を見極
めたうえで、横須賀市における実態調査の必要性及び
有効な支援方策について検討していく。

①神奈川県警察が保有する自殺統計寅料について、横
須賀市内分の抽出が可能かどうか調査する
②関係機関が保有する自殺資料の有無について調査す
る

①自殺予防週間の設定と啓発事業の実施

･ １０月に市民を対象とした自殺対策シンポジウムを
淵催する
･ 京浜急行横須賀市内6 駅に自殺予防週間のボス
夕一を掲示する
･ 広報にて、自殺予防週間に関する記事を掲戯
･ タウン麓に自殺予防週間の広告を掲戦する
･ 自殺予防週間及び自殺対策強化月間において、自
殺対策シンボルマークのキャップ、Ｔシャツ及びた
すきを籍用し、街頭キャンペーンを実施する
ひ自殺予防週間において、自死遺族こころの相麟を
実施
･ 自殺予防週間及び自殺対策強化月間に京急横須賀
中央駅構内階段上腰壁広告を褐蔵する
・自殺予防を目的とした購演会の開催 ●巴

・自殺やうつ病、自死遺族に対する理解を深めるた
めの購演会の開催
・ウェルシティまつりにおいて、うつ病チェックや
自殺予防の十か条等自殺対策に関する知識の普及啓
発・
･ 自殺予防週間および自殺対策強化月間において、
京急バス停６箇所にポスターを掲示する

･ 京浜急行横須賀市内３駅に自殺予防週間のボス
ターを掲示する
･ 広報にて、自殺予防週間に関する記事を掲戦
･ タウン誌に自殺予防週間の広告を掲載する
・自殺予防週間及び自殺対策強化月間において、目
殺対策シンボルマークのキャップ、Ｔシャツ及びた
すきを着用し、街頭キャンペーンを実施する
・自殺予防週間において‘自死遺族こころの相談を
実施
・自殺予防週間及び自殺対策強化月間に京急横須賀
中央駅構内階段上睡壁広告を掲餓する
･ 自殺予防を目的とした講演会の開催
・自殺やうつ病、自死遺族に対する理解を深めるた
めの講演会の開催
・ウェルシテイまつりにおいて、うつ病チェックや
自殺予防の十か条等自殺対策に関する知職の普及啓
発
･ 自殺予防週間および自殺対策強化月間において、
京急バス停６箇所にポスターを掲示する

①自殺の実態を広く伝え（自殺者数の公表他），様々 な
無理解による偏見をなくす（ｒ自殺を語ることができ
る死｣ となる環境に変えていく）
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重点施策項目 平成2 3 年度
②児窟生徒の自殺予防に資する教育の実施

。「よこすか心のホットライン」の作成
･ 自殺対策シンポジウムの開催

③うつ病についての普及啓発の推進 ･ うつ病等に対する理解を深めるための講演会の開
催
･ 広報にて、うつ病に関する知職の普及

平成2 4 年度

．「よこすか心のホットライン』の作成
･ うつ病等に対する理解を深めるための講演会の開
催
･ 広報にて、うつ病に関する知職の普及

･ 地域保健スタッフや産業保健スタッフに対し、う
つ病等の理解を深め、自殺に対する知識の向上を図
り、自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応が
できる相麟員として、自殺の危険のサインに気づ
き、適切な対応を図ることができるゲートキーパー
を担うための知職の普及啓発を行う
･ 企業内等において、気軽に相麟できる相手として
の機能の充実を図る

介獲支援専門員を対象に、心の健康問題に関する相
麟機能の向上を図るため、介睡事業従事者の研修等
の機会を稜極的に活用し、心の健康づくりや自殺予
防についての研修を行い、うつ病や自殺を考えてい
る人のサインに気づき、適切な対応をとることがで
きる人材を育つよう、担当課と協力体制をとる

･ 民生委員・児迩委員に対象に、自殺に対する知職
の向上を図るため、心の健康づくりや自殺予防につ
いての研修を行う
･ 身近に相談できる相手としての機能の充実を図る

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

〆

①保健師等の地域保健スタッフを対象に、心の健康間
題に関する相談機能の向上を図るため
りや自殺予防についての研修を行い、

、心の健康づく
うつ病や自殺を

考えている人のサインに気づき、適切な対応をとるこ
とができる人材を育てる
②自殺対策の企画立案等に携われる行政職員の養成
③自殺対策で相麟者からの深い悩みや心の傷について
触れ、強いストレスにさらされる行政職の従事者の心
のケアに配慮する

民生委員・児童委員を対象に心の健康問題に関する相
麟機能を向上を図るため、心の健康づくりや自殺予防
についての研修を行い、うつ病や自殺を考えている人
のサインに気づき、適切な対等をとることができる人
材を育てる
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重点施策項目 平成2 3 年度 平成2 4 年度 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

⑥地域でのリーグー養成研修の充実

⑦社会的要因に関連する相鱗員の寅質の向上

③遺族等に対応する公的機関の職員の資質
の向上

▽
も

⑨研修資材の開発等

⑩自殺対策従事者への
●

h

心のケアの推進

消費生活相該員、経営相鮫員に対し、うつ病等の理
解を深め、自殺に対する知職の向上を図り、自殺の
危険性の高い人の早期発見、早期対応ができる相麟
典として、自殺の危険のサインに気づき､ 適切な対
応を図ることができるゲートキーパーを担うための
知職の普及啓発を行う

．「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討
会報告書（平成2 0 年３月）」及び実態鯛査を参考
に、遺族対応のガイドラインの作成方法を検討
･ 警察職員・消防職員・救急病院職員に対し、うつ
病等の理解を深め、自殺に対する知職の向上を図る
ための研修の開催

自殺対策従事者のストレスケアや心の健康保持・増
進のための体制整備を検討

消費生活相麟員、経営相談員に対し、うつ病等の理
解を深め、自殺に対する知職の向上を図り、自殺の
危険性の高い人の早期発見、早期対応ができる相麟
員として、自殺の危険のサインに気づき、適切な対
応を図ることができるゲートキーパーを担うための
知織の普及啓発を行う

。「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討．
会報告書（平成2 0 年３月）」及び実態調査を参考
に、遺族対応のガイドラインの作成方法を検討
･ 警察職員・消防職員・救急病院職員に対し、うつ
病等の理解を深め、自殺に対する知職の向上を図る
ための研修の開催

自殺対策従事者のストレスケアや心の健康保持・増
進のための体制整備を検討

消費生活相麟員、商工会議所の経営相餓員、ハロー
ワークの相麟員等を対象にメンタルヘルスについての
正しい知職の普及を行う．

画

警察官、消防局職員、救急病院膳員を対象に、適切な
遺族対応に関する知織の普及の促進に協力する

自殺対策従事者への心の健康を維持するための知職の
普及啓発（相談機関関係者対象の健康づくりに関する
研修の開催）

４心の健康づくりを進める

■ｑ■
ｐ牛

邸
》

①職場におけるメンタルヘルス対策の推進

ゲ
ザ

、弛域における心の健康づくり推進体制の整備
□◆

一
一

| ③学校における心の健康づくり推進体制の整煽

産業保健スタッフや地域保健スタッフに対し、研修
会や勉強会を持つ中で、情報交換を通じながら、お
互いの連撚を図る

産業保健スタッフや地域保健スタッフに対し、研修
会や勉強会を持つ中で、情報交換を通じながら、お
互いの連携を図る

産業保健スタッフや地域保健スタッフに対し、研修
会や勉強会を持つ中で、情報交換を通じながら、お
互いの連換を図る．

産業保健スタッフや地域保健スタッフに対し、研修
会や勉強会を持つ中で、情報交換を通じながら、お
互いの連携を図る

小規模事業場に対する支援として、産業保健（三浦半
島地域産業保健センター）と連携して事業場に対する
支援を実施

心の健康づくりにおける地域保健と産業保健（三浦半
島地域産業保健センター）と運撲

5 適切な精神科医療を受けられるようにする
①精神科医をサポートする人材の養成など精神科医振体制の
充実

②うつ病の受診率の向上

③かかりつけ医等うつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向
i上

| ④子どもの心の診療体制の整備の推進

。「よこすか心のホットライン」や自殺対策街頭
キャンペーンにて、うつ病に関する正しい知識の普■

及啓発を行う
･ 自殺対策ホームページ及び広報にて、うつ病に関
する正しい知織の普及啓発を行う

。「よこすか心のホットライン」や自殺対策街頭
キャンペーンにて、うつ病に関する正しい知織の普
及啓発を行う
･ 自殺対策ホームページ及び広報にて、うつ病に関
する正しい知織の普及啓発を行う



重点施策項目 平成2 3 年度 平成2 4 年度
ﾉー、

今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

⑤うつ病スクリーニングの実施
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⑦慢性疾患

｡

？

患者等
●

に対する支扱

･ 相麟を受けた際、うつ病の懸念がある人を把握し
た場合、当事者の困り感に寄り添いながら､ ､ 可能で
あれば精神科医療機関受診勧奨につなげる
･ 市民健診、健康教室、健康相麟の機会を活用する
ことにより、地域でうつ病の懸念がある人を、専門
の相麟窓口や医師相談につなげる

難病やエイズの相駿を受けた際に、うつ病の懸念が
ある人を把握した場合、当事者の困り感に寄り添い
ながら、可能であれば精神科医療樋関受鯵勧奨や、
保健所健康づくり課精神保健担当への相麟につなが
るような助言を行う

･ 相談を受けた際、うつ病の懸念がある人を把渥し
た場合、当事者の困り感に寄り添いながら、可能で
あれば精神科医療機関受診勧奨につなげる
･ 市民健診、健康教室、健康相駿の機会を活用する
ことにより、地域でうつ病の懸念がある人を、専門
の相談窓口や医師相麟につなげる

難病やエイズの相麟を受けた際に、うつ病の懸念が
ある人を把握した場合、当事者の困り感に寄り添い
ながら、可能であれば精神科医療機関受診勧奨や、
保健所健康づくり腺精神保健担当への相談につなが
るような助言を行う

①うつ病以外の自殺の危険因子である統合失鯛症、ア
ルコール依存症、薬物依存症等について、継続的に治
療ｂ援助を行うための体制の整備、自助活動に対する
支援を行う
②思春期・青年期において精神的問題を抱える者や自
傷行為を繰り返す者について、救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた連換体
制の構築により適切な医療機関や相談機関を支援する
等、精神疾患の早期発見、早期介入のための取組みを
促進する

壬．－□．
‘や

6 社会的な取組で自殺を防ぐ

、
。

①地域における相談体制の充実

②多重債務の相麟窓口の整鯛とセーフテイネツト融資の充実

｜ ・

| ③失業者に対する相談窓口の充実等
| ④経営者に対する相験事業の実施等

･ 窓を決して窓口を訪れた人をｒたらい回し」にし
てはならない．人の悩みは多種多梯であり、悩みを
抱えた人やその周りの人が助けを求めてきた時、速
やかにその声を聞き届け必要な支援を行うととも
に、他の悩みを抱えていた時には、その関係機関に
適切につなぐ
･ 自殺予防週間において、専門家による心の健康相
酸や多重債務相談、労働相麟を保鯉所内にて実施を
検肘する
｡ ．「横須賀こころのホットライン」に性的マイノリ
ティ・コミュニティースペース「かながわしイン
ボーセンターS H l P 」を掲餓

相麟を受けた際に、相談者の抱えている悩みの中に
多璽債務に関する問題が含まれていた場合、法律相
鱗につなげる

･ 意を決して窓口を訪れた人をｒたらい回し」にし
てはならない．人の悩みは多極多橡であり、悩みを
抱えた人やその周りの人が助けを求めてきた時、速
やかにその声を聞き届け必要な支援を行うととも
に、他の悩みを抱えていた時には、その関係機関に
適切につなぐ
・自殺予防週間において、専門家による心の健康相
談や多重債務相鮫、労働相談を保健所内にて実施を
検討する
。「横須賀こころのホットライン」に性的マイノリ
ティ・コミュニティスペース『S H I P にじいろキヤピ
ン｣ を掲職
･ 性的マイノリティの支援を行う

相談を受けた際に、相麟者の抱えている悩みの中に
多重債務に関する問題が含まれていた場合、法律相
陵につなげる

①恵を決して窓口を訪れた人を「たらい回し」にして
はならない。人の悩みは多種多様であり、悩みを抱え
た人やその周りの人が助けを求めてきた時、速やかに
その声を聞き届け必要な支援を行うとともに、他の悩
みを抱えていた時には、その関係機関に適切につなぐ
②糖神保健福祉センター等と関係機関の連携を強化し
相鮫体制の充実を図る



〆

窟点施策項目 平成2 3 年度 平成2 4 年度 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

⑤法的問題解決のための情報提供の充実．

⑥危険な場所、薬品等の規制等
裟慕虫:携錘り自殺関連精報謝篭WQ推進;::::§::::::::::：

③誰: 淋i 織溌: 器; 蜘瀬栽粥翰薬蕊溺珊祷: 豪霧蕊：
⑨介霞者への支援の充実
⑩いじめを苦にした子どもの自殺の予防
⑪報道捜関に対する世界保健機関の手引きの周知

･ 相麟機関連蝶用及び市民向け相駿擬関一覧冊子の
拡充（内容の改訂、相麟槻関の補充）
・自殺対策ホームページの作成
･ 広報への掲戯

･ 相麟機関連蝶用及び市民向け相験機関一覧冊子の
拡充（内容の改訂、相麟機関の補充）
q 自殺対策ホームページの作成
･ 広報への掲戦

力 ４

７自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

猷

①救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実

②家族等の身近な人の見守りに対する支援
自殺未遂を起こした人が退院した際、地域で関係機
関で支えるための医療保健福祉のネットワークの構
築を図り、継続的なケアができる体制の整備を相談
膳関連絡会にて検討

自殺未遂を起こした人が退院した際、地域で関係機
関で支えるための医療保健福祉のネットワークの構
築を図りく継続的なケアができる体制の整備を相談
機関連絡会にて検討

①自殺未遂者の再度の自殺を防ぐため入院中及び退院
後の心理的ケアを中心に、医師、署穫師、保健師を中
心に自殺未遂者ケア対策研修を実施することとする
②「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討
会」の報告書を踏まえ、自殺未遂者ケアに関するガイ
ドラインを作成する

自殺未遂を起こした人が退院した際、地域で関係機関
で支えるための医療保健福祉のネットワークの構築を
図り、継続的なケアができる体制の整備

。

ー

8 適された人の苦痛を和らげる

①自殺者の遺族のための自助グループの運営支援

②学校、職場での事後対応の促進

③遺族のためのパンフレットの作成・配布の促進

| ④自殺遺児へのケアの充実

．「自死遺族支え合いの会」の実施
．「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討
会報告書（平成2 0 年３月）」及び実態鯛査を参考
に、遺族対応のガイドラインの作成を検討

，「自死遺族支えあいの会」のご案内を市内３警察
に配置
. 「よこすか心のホットライン」を関係機関窓口に
設置
. ｒよこすか心のホットライン」を市内金融機関及
び郵便局窓口に設置
・自殺対策街頭キャンペーンの実施
・自殺対策ホームページにて、情報提供

．「自死遺族分かち合いの会」の実施
。「自殺未遂者･ 自殺者親族等のケアに関する検討
会報告書（平成2 0 年３月）」及び実態調査を参考．
に、遺族対応のガイドラインの作成を検討
く ．

．「自死遺族分かちあいの会」のご案内を市内３警
察に配置
･ 「よこすか心のホットライン」を関係機関窓口に
設置
．「よこすか心のホッ
び郵便局窓口に設置

トライン」を市内金融機関及

･ 自殺対策街頭キャンペーンの実施
･ 自殺対策ホームページにて、情報提供

「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検肘会報
告書（平成2 0 年３月）』を参考に、遺族対応のガイドラ
インを作成

地方公共団体による各種相麟窓口の一覧表、
の連絡先を掲載したパンフレットを作成し、
する機会の多い関係機関等で配布

民間団体
遺族と接



－‐凸一一一◇ムーローーー今●ｂ、『全＝二日－、、信二樟、一、一●ＦＤ℃ '

め
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重点施策項目 平成2 3 年度 平成2 4 年度 今後取り組む必要がある事業
( 自殺対策加速化プランを含む）

9 民間団体との連挑を強化する
①民間団体の人材育成に対する支援

②地域における迎換体制の砿立

③民間団体の電騒相談事業に対する支援

｜|④民間団体の先駆的・賦行的取組に対する支援

･ 相談機関連撰用及び市民向け相鱗機関一覧冊子の
拡充（内容の改訂、相談機関の補充）
・自殺対策連絡協蟻会の開俊
・自殺対策連絡協鰻会分科会の開催を検肘
･ 相談機関の連撰を深めるため相麟機関連絡会の開
催を検肘

『横須賀こころの電話」を委託
該当する民間団体がある場合は、積極的に協力体
制・支援する

･ 相麟機関連携用及び市民向け相鮫機関一覧冊子の
拡充（内容の改町、相談機関の補充）
・自殺対策連絡協醗会の開悩
･ 自殺対策連絡協餓会分科会の開催を検肘
･ 相鮫機関の連換を深めるため相麟機関連絡会の開
催

｢ 横須賀こころの姻話」を委託
該当する民間団体がある場合は、積極的に協力体
制・支扱する

①先駆的な自殺防止等に関する活動を行う民間団体に
対する支援を充実する
②地方公共団体、自殺対策等に取り組んでいる民間団
体との連換により、地域におけるネットワークを構築
するための自殺対策従事者による取組みを促進する

地域における取組みを推進するため、民間団体の実施
する先駆的・試行的な自殺対策を支援する



この扉を開けて解決の糸口をつかんでください
ご家族の方にもできることがあります
事業者や上司・同僚の方、産業医などの

働く方を支援する方にも役立つ情報があります

鵬怖サイトでも
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･ 事業者のための相談機関のご案内
･ メンタルヘルスＱ＆Ａ
･ 施策･ 法令などのご案内
･ 職場復帰ガイダンス

働く方へ ご家族の
方へ

･ 専門相談機関のご案内
･ ストレス軽減ノウハウ
･ こころの病気･ 克服体験記
．ご存知ですか？うつ病
･ 救済制度（セーフティネット）

．ご家族にできること
･ 専門相談機関のご案内
･ 遣されたご家族へ

･ チェックリスト等のツール
･ 研修会等のイベント
･ 統計情報・調査結果
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過量服薬への取組

一薬物治療のみに頼らない診療体制の構築に向けてー

平成22年9月9日

厚生労働省

自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム

S5 



1 .基本的な考え方

O 厚生労働省では、本年1月に「自殺・うつ病等対策プロジェクトチームJ(以

下 rPTjという。)を組織し、 5月に省としての取組指針としてとりまとめ

を行い、精力的に自殺対策を推進しているところである。

O 最近の実態調査結果や報道においては、うつ病等により精神科や心療内科

等を受診している患者について、医師から処方された向精神薬(抗うつ薬、

抗不安薬、睡眠薬、抗精神病薬)を、指示された服薬量よりも過量に摂取す

る(以下 f過量服薬Jという。)例が指摘されている。

厚生労働省としては、毎年3万人を超える自殺者を一人でも減らしていく

ため、この課題について取り組んでいく必要があると認識しており、 6月に、

いわゆる向精神薬の投与日数や投与量に一層の配慮をすべきとの注意を喚起

する通知を、地方自治体や医療関係団体に発出したところである。

O しかしながら、過量服薬の問題は、もとより単純に解決する課題ではない。

患者側の立場から見ると、過量服薬の背景には、症状が改善せずやむなく

投与される薬剤の量や種類が多くなってしまう、長期の投与により依存的な

状況になってしまう、薬剤の効果等について十分に理解できる説明を受けら

れない場合がある、薬物への依存という認識が不足しており医師に処方を求

めてしまう、といった様々なケースが存在している。
ヘ.

一方、診療側から見ても、患者の症状にあわせて投薬をした結果投薬量が

増えてしまう、薬剤の処方を強く望む患者に対して説得が困難な状況がある、

他の医療機関から重複して処方を受けていてもわからない場合がある、日常

診療の中で、ひとりひとりに十分な診療時間を確保することができず、その

.結果、過量服薬のリスクのある患者に対しても、薬剤の種類はできるだけ少

ないことが基本であると考えられるが、多種類の薬剤を投与せざるをえない

ような状況がある、説得なく処方を拒否すると医療から遠のいてしまう恐れ

があるなど、様々なケースが存在している。

こうした患者側及び診療側の要素が、それぞれのケースで絡み合い、結果

として過量服薬の課題を生じさせているのが現状であり、いずれかの要素を

取り除けば解決する性格のものではないことには留意が必要である。

66 



O この間題は、単に薬剤の処方というだけでなく、患者との良好な治療関係

を保つことができるような充分な診療体制が不足していることや、患者に対

する知識、薬物の入手方法など、根本的な解決に向けては、精神科医療のみ

ならず、多くの領域が関与する根の深い問題である。

O 過量服薬は、単に処方を制限したからといって解決する問題ではなく、不

用意な規制は、患者を医療から遠ざけることになりかねないことに注意すべ

きであり、患者が適切な医療にアクセスでき、息者の精神症状に応じて、適

切な処方ができるよう体制を整備することが肝要である。医療から遠ざかっ

てしまうことは、逆にうつ病の増加、自殺者の増加につながる危険性もある

ことは、十分に留意すべきである。

O 一方で、我が国の精神科医療については、諸外国に比して多種類の薬剤が

投与されている(いわゆる多剤投与)の実態があると指摘されており、この

ことが過量服薬の課題の背景にもある。多剤投与の課題については、厚生労

働省としても問題意識を持っている。

(※) r今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会J(座長樋口輝

彦国立精神・神経センター総長)第22回資料(平成21年8月)では、

統合失調症患者に対する抗精神病薬併用投与の国際比較の研究報告に

よると、多くの国では単剤投与が 50%以上であるのに対し、日本は単

剤投与が20%未満であることや、抗うつ薬多剤併用の実態調査仁よる

と、他国では多剤併用率が3.4 %--2 5 %程度であるが、日本では1

9. 0 %--3 5. 9 %との状況について報告がなされた。

O こうした認識の下、厚生労働省では、この課題に取り組む第一歩として、

有識者からヒアリングを行い実態把握を行うとともに、今後、取り組むべき

対策についてとりまとめた。

ひとつひとつの施策が特効薬になるわけではないが、今後、様々な観点か

らの過量服薬の問題に対する対策を推進していく。
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2.種々の実態調査やヒアリングでの指摘

( 1 )心理学的剖検データペースを活用した自殺の原因分析に関する研究

O 平成21年度の厚生労働科学研究班(研究代表者:加我牧子 国立精神・

神経医療研究センター精神保健研究所長)が行った、研究協力を得られた自

殺既遂者 (76名)の遺族に対する実態調査によると、

① 亡くなる前1年聞に精神科又は心療内科の受診歴があった者(精神科受

診群)が 50%である、

②精神科受診群のうち、 39歳以下の者が 7割弱である、

③ 自殺時に向精神薬(睡眠薬、抗うつ薬、抗不安薬もしくは抗精神病薬)

の過量服薬を行っていた例が、精神科受診群の約6割(直接の死因が、絵首、

飛び降りなど、薬物以外の場合を含む。)

との報告がなされた。

(2)精神疾患に合併する睡眠障害の診断・治療の実態把握と睡眠医療の適正

化に関する研究

O 平成21年度の厚生労働科学研究班(研究代表者:三島和夫 国立精神・

神経医療研究センター精神保健研究所部長)の診療報酬明細書に関する調査

によると、 2005年から 2007年の各年4月 1日.......6月30日の 3ヶ月

聞に医療機関を受診し向精神薬を処方された20-.，74歳の患者について、

① 2005年-.，2007年の3か月処方率 (4-"6月の聞に 1度でも向精

神薬が処方された患者の割合)の変化は、睡眠薬3..6 6%.......4. 58%、

抗うつ薬2..02%.......2. 5 3%、抗不安薬4. 4 2 %....... 5. 0 7 %、抗

精神病薬O. 6 7 %....... O. 8 11 %で、すべて増加していた。

② 1日あたり平均処方カ価(薬剤の効果を表す濃度として換算した一日あ

たり平均の処方量)については、すべての向精神薬で、平均カ価は適正基

準値の範囲内であった。

③ 睡眠薬・抗不安薬については、精神科・心療内科からの処方割合は4割

以下、抗うつ薬・抗精神病薬は約7割が精神科・心療内科から処方されて

いた。

との報告がなされた。

(3)【PTヒアリング】松本俊彦氏(国立精神・-神経医療研究センター精神保

健研究所室長)

O 平成21年度の厚生労働科学研究班(研究代表者:伊藤弘人 国立精神・
ノノ
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神経医療研究センター精神保健研究所部長)の行った薬物乱用・依存者の実

態調査によると、薬物乱用・依存患者402名のうち、薬物依存症の原因薬

物は、覚せい剤 191名 (46. 6 %)に次いで、向精神薬63名 (15. 

1 %)が多かった。これは、向精神薬等を処方されている通院中の患者に対

して、適切かつ慎重に対応することへの重要性が示唆される結果である。

O これへの対応.としては、薬物依存症に対する診療の質の向上、薬剤師を

活用した声かけの推進、レセプト等を活用した重複処方の防止、過量服薬の

リスクが高い患者に対する丁寧な診療の推進が必要である。

(4)【PTヒアリング】三宅康史氏(昭和大学医学部救命救急センター救急医

学講座准教授)

O 自殺米遂者は救命救急センターに搬送されてくるため、自殺未遂の再発

を防止するためには、救命救急センターのスタッフが、自殺未遂者に対して

精神面を鹿慮した適切なケアを行うことが重要であることから、厚生労働省

と日本臨床救急医学会が協力して、平成2.1年に救命救急セνタースタッフ

向けの対応マニュアノレを作成した。さらに、このマニュアノレを利用した研修

会を行っており、こうした活動を一層推進していきたい。

O 救急医療の現場では、自殺未遂者に対して精神科医療を受けさせたくと

も、精神科医等の精神科スタッフが常勤で毘置されている救命救急センター

は少なく、また、配置されているところでも、夜間・休日には診療を受ける

ことができない場合が多い状況にある。このため、一般医療と精神科医療と

の24時間体制での連携強化や、救命救急センターのスタ yフの自殺未遂者

への対応能力の向上などが必要である。

(5)【PTヒアリング}恵智彦氏(埼玉精神神経科診療所協会会長)

O 埼玉精神神経科診療所協会で行った自殺既遂者を対象にした実態調査に

よれば、自殺既遂者 14~名についてみると、自殺の手段とは別に自殺の

際に、向精神薬等を過量に服薬していた者は約 1割、比較的長期(1-..5 

年)にわたり定期的に通院している者が最多、同居者がいる者の方が多い

などの状況がわかった。

O さいたま市では、自殺未遂者等への対応を強化するため、救急医療機関

に搬送された自殺未遂者に対する入院治療を行う精神科病院の確保、一般

医療機関や行政機関を訪問したうつ病等で自殺念慮のある相談者を精神科

の外来診療へ紹介する体制を確保、一般医療機関と精神科医療機関等の関

係医療機関の協議会の実施を含む事業 (GPE連携事業)を行う予定として

いる。
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(6)【PTヒアリング】林直樹氏(東京都立松沢病院精神科部長)

O 松沢病院に自殺関連行動で入院した 155人の患者について、分析した

ととろ、境界性パーソナリティー障害 (BPD)が56%.であった。内容は、

自己切傷41%、次いで過量服薬が 32%であった。 BPDのうち過量服薬

の経験率は76%と高かった。また、入院患者107人を4年間観察した

ところ、他の精神疾患にくらべて、自殺企図の再発率が優位に高かった。

BPDの重症患者は、過量服薬や自殺のリスクが高いことが示唆される。

o BPDは、うつ病等の患者よりも治療が困難で、診療に時聞がかかるが、

チーム医療や十分な診療時間を確保することが困難である。過量服薬を含

む自殺リスクの高い患者への対応のひとつとして、 BPDに着目し、ガイド

ラインの普及や診療体制の充実が望まれる。

以上のように、過量服薬をめぐる実態には、さまざま要素が関与していると

考えられるが、精神医療の質の向上や診療体制の充実、一般医療と精神科医療

との連携強化など、根本的な解決には様々な観点からの対策が必要となると考

えられた。

3.解決に向けて実施する取組と、今後検討していく対策

o PTにおける議論や意見を踏まえ、過量服薬への対応として、【別紙1) 

に挙げる取組を実施していく。

O さらに、過量服薬の課題に本格的に取り組むため、{別紙2]に挙げる事

項について今後検討を進めていく。このため、 PTに過量服薬対策について

集中的に検討するワーキングチームを設置する。

4.おわりに

O 我が園の自殺予防対策に関連し、過量服薬への対応という観点から、専

門家からの意見を交え、今後、厚生労働省として、当面推進すべき取組につ

いてまとめた。
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O.しかしながら、 rl 基本的考え方jで述べたとおり、この課題は様々な

要素が複雑に絡み合った根深い課題であり、患者側の立場も含め今回行っ

たヒアリングと異なる観点でのヒアリングを実施するなど、今後も継続し

て対応策についての検討を深めて行く必要がある。

O 厚生労働省では、ここでとりあげた対策を早急に取り組めるものから順

次進めるとともに、薬物治療が精神科医療において欠くことができないも

のであることに留意しつつ、薬物治療のみに頼らない診療環境の整備に向

けさらに検討を進め、今後も継続して、過量服薬や多剤投与に陥りやすい

とされる精神科医療全体の課題に対応していく必要があると考えている。
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【見11紙 1】

解決に向けて実施する取組

患者の多くは、処方薬を受け取る場合に薬剤師と面会することとなるため、

薬剤師は、過量服薬のリスクの高い患者を早期に見つけ出し、適切な医療に結

び付けるためのキーパーソンとして重要な役割と担うと考えられる。

例えば、薬局を訪問する患者の中で、向精神薬等を長期に処方されている患

者については、薬剤師から、患者に対して「よく眠れているかJ、*青神科を受診

していない患者に「精神科を受診しているかJなどの声かけをすることや、必

要に応じて処方医に疑義照会を行うなど、，患者が適切な精神科医療を受けられ

るよう医療従事者間の連携を深めるといった役割が期待される。

このため、薬剤服用歴やお薬手11援などから向精神薬乱用が疑われる患者に対

する声かけや処方医への疑義照会などを積梅的に行えるようにし、過量服薬の

リスクの高い方を早期に発見できるよう、薬剤師に対する向精神薬、睡眠薬、

市販薬の誤用等と自殺行動に対する知識や研修機会の提供について検討する。

①最新の診療ガイドラインの普及啓発を推進する

診療の現場では、患者の症状等から適切な診断と、それに基づき適切な治療

法を選択することが重要である。厚生労働省では、これまでも各種ガイドライ

ンの作成を行ってきており、今後も、向精神薬の処方に関する実態把握を踏ま

えた適切な処方のあり方に関するガイドラインの策定が予定されている。こう

したガイドラインについて、学会や団体等を通じて医療機関へ普及を図るとと

もに、 [取組3Jの研修事業の中で取り入れていく。
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=<参考> 厚生労働科学研究におけるガイドラインの策定状況について

:0既に策定されているガイドライン j 

j・平成20年度境界性パーツナリティー障害ガイドライン

(H14・16)r境界性人格障害 (BPD)の新しい治療システムの開発に関する j

研究」

(H17・19)r境界性人格障害 (BPD)の治療ガイドラインの検証に関する研:

究J(牛島定信;東京女子大学文理学部(前・東京慈恵会医科大学精神医学講;

座))

;・平成20年度 救急自殺未遂患者への対応ー外来 (ER)・救急科・救命救急;

センターのスタ yフのための手引きー

(H18・20)(こころの健康科学研究事業)r自殺未遂者および自殺者遺族等へ;

のケアに関する研究J(伊藤弘人:国立精神・神経医療研究センター精神保健;

研究所)

:・平成21年度 うつ病の認知療法・認知行動療法マニュアノレ ; 

(H19・21)r精神療法の実施方法と有効性に関する研究J(大里子裕:慶慮義塾:

大学保健管理センター)

:0今後策定される予定のガイドライン

;・精神疾患に合併する睡眠障害の診断・治療ガイドライン(仮)

(H19・21)r精神疾患に合併する睡眠障害の診断・治療の実態把握と睡眠医 i

療の適正化に関する研究j

(8;22・24)r睡眠障害患者の QOLを改善するための科学的根拠に基づいた:

診断治療技術の開発J(三島和夫:国立精神・神経医療研究センター精神保健:

研究所)

;・統合失調症に対する抗精神病薬多剤処方の是正に関するガイドライン(仮) : 

(H22・24)r抗精神病薬の多剤大量投与の安全で効果的な是正に関する臨床 j

研究J(岩田仲生:藤田保健衛生大学医学部)

:・薬物依存症への認知行動療法マエュアノレ(仮)

(H22・24)r薬物依存症に対する認知行動療法プログラムの開発と効果に関 j

する研究J(松本俊彦:国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所)

:<参考>

英国立医療技術評価機構 (NICE:National Institute for Health and: 
; Clinical Excellence)、米国精神医学会 (APA:Ameri伺且 Psychia位ic:

: Association)が作成している診療ガイドラインでは、

73 



-軽症の場合には認知行動療法などの精神療法を薬物治療に優先して実施す:

る方が有効であること、

-依存性の高し、薬物(睡眠薬、抗不安薬等)については長期に使用しなb、こ

と、

・プライマリーケアでは抗うつ薬の併用療法は行わないこと

:などとされている。

くガイドライン>

. Depression / 'I'reatment and management of depr巴ssionin adults， 

including adults with a chronic physical health problem (2009 NICE) 

. Borderline personality disorder /τ'reatment and management (2009・

NICE) 

. Practice Guideline for the 'I'reatment of Patients With Major Depressive 

Disorder / Second Edition (2005 APA) 

ー.Practice Guideline for the τ'reatment of Patients With Borderline: 

Personality Disorder (2005 APA) ー

②境界性パーソナリティー障害に関する診療ガイドラインの普及啓発

境界性パーソナリティー障害については、他の精神疾患に比べて過量服薬を

含め自殺のリスクが高いことが知られている一方、治療が難しいため、正確な

診断 ・治療が可能な専門医との連携が重要である。このため、厚生労働科学研

究班等において作成された診断 ・治療に関するガイドラインについて、パーソ

ナリティー障害に関する専門研修等を通じて、一層の普及啓発や専門医に関す

る情報提供を進める。

①厚生労働省の研修事業を活用

過量服薬の実態と対策を知ることは、医療従事者が積極的に対策に関与する

体制を構築するために重要である。このため、厚生労働省で行っている研修事

業において、 過量服薬に関する留意事項を、 研修内容に盛り込む。

過量服薬に関する留意事項については、過量服薬の現状、リスクの高い患者

への処方の際の留意点、複数医療機関からの処方の有無の確認、チーム医療の

重要性、最新の治療ガイドラインなど、研修対象に合わせた内容を検討する。
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く参考> 厚生労働省の研修事業(平成22年度)

-かかりつけ医心の健康対応力向上研修事業

-自殺未遂者ケア研修

-認知行動療法研修

・心理職等精神保健研修

・パーソナリティ障害専門研修

.精神保健指定医研修会

②関係団体による研修事業を活用

厚生労働省による研修事業のみならず、より多くの研修機会を活用すること

が、普及啓発を推進するために重要である。このため、日本医師会、日本薬剤

師会、日本精神科看護技術協会等の関連団体が行う従事者向けの研修事業にお

いて、過盆服薬の実態と対策に関する内容を盛り込むよう、関係団体に積筏的

に働きかける。

①救命救急センターにおける精神科ケアの対応能力の向上を推進する

自殺未遂者については、処方薬の過量服薬のケースが少なくなく、自殺未遂

により救命救急センターに搬送された患者に対するケアに当たっては、過量服

薬などのリスクを理解し、再発予防につなげることが重要である。

このため、自殺未遂者の診療を行う救命救急センターのスタッフ向けのマニ

ュアルを作成し、自殺未遂者ケア研修事業を通じてその普及を図っているとこ

ろであるが、この研修の中で、過量服薬に対する対応についても盛り込むこと

を検討する。

また、一般医療から精神科医療への連携を一層強化するため、精神科救急医

療体制整備事業等を通じて、救命救急センタ一等における精神科医や精神保健

福祉士等の精神科ケアを行うスタッフの配置を一層推進する。

② 一般医療と精神科医療との連携を強化する取組等を周知する

一般診療科にかかっている患者で、不眠等により睡眠薬や抗不安薬を処方し

ているが改善しない場合には、うつ病や薬物依存症等Iの可能性があり、過量服

薬のリスクが高いと考えられるため、精神科専門医等に紹介してより適切な治

療が行われるよう診療連携を構築することが重要である。このため、一部の自
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治体で行われているかかりつけ医と精神科医との地域における連携に関する先

進的な取組について、他の自治体に周知すること等により、 一般医療と精神科

医療との連携を強化する。

ーー一一一 一ーーー一一一一一一一 ー一ーー-ー ーー---一ーーーーーーーー・ー・_...ーーーー・ーーーーーー・ーーーーー・ーーー---_.ーーーーーーーー---

、<参考>

，静岡県富士市 (GP連携): 

連絡会議等により地域の一般診療医と精神科医の連携を密にすることで、

一般診療医から精神科医への円滑な紹介を可能とする取組(紹介システム)

を実施。

‘兵庫県神戸市 (GP連携)

精神医療の情報センターを設置し、一般診療科等からの相談に応じて、専‘

門医を紹介する取組を実施。

埼玉県さいたま市 (GPE連携): 

自殺未遂者等への対応を想定して救命救急センタ一等がらの依頼に応じ

て精神科医を紹介する取組を 10月から実施予定。

過量服薬のリスクの高い患者に対しては、単に薬剤lを処方するだけではなく、

診療を通して患者と良好な治療関係を築くことが重要である。このため、精神

科医だけでなく、様々な観点から患者とのかかわりを深められるよう、薬剤師、

看護師、精神保健福祉士、臨床心理技術者等のチーム医療を担う人材に対して

精神科の専門知識や研修機会(心理職等精神保健研修)を提供し、チーム医療

を担える人材育成を推進する。
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【別紙2]

今後検討していく対策

向精神薬の処方に関しては、 2 (2) に示した研究においである程度示さ

れているが、処方した診療科名、処方盆 ・種類、疾患名等についての実態把

握は十分ではない。このため、有効な対策を検討する観点から、向精神薬に

関する処方p実態把握と分析の方法について検討する。

医師の診療経験に関する情報など、どのような情報が患者にとって、適切

な医療機関の選択に役立つかについて慎重に検討した上で、情報公開の仕組

みについて検討する。

医療機関の中には、著しく多種類の向精神薬を処方している、といった事

例や、患者の中には、複数の医療機関から重複して向精神薬をもらっている

といった事例など、特別な理由なく行われているのであれば、明らかに不適

切と思われる事例の存在が指摘されている。今後、こうした事例について把

握 ・確認する方策を検討する。加えて、そのような医療機関や患者があった

場合の改善に向けた助言や指導の方法について検討する。また、複数の医療

機関から重複して向精神薬を処方されている場合や、明らかに多種類の向精

神薬の処方や、定められた用量を超えた処方がされている場合の薬剤師から

主治医への確認の徹底等の対策について検討する。
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過量服薬のリスクの高い態者に対しては、患者家族への説明、患者や家族

に定期的に訪問支援や電話相談を行うなど、医師だけでなくチームによる細

やかな支援体制の構築が重要である。しかし、実際には、これらの支援は評

価が十分ではないことやそれを行う人材が不足しているこ占などの課題があ

る。，このため、モデ/レ事業などにより、細やかな支援体制の構築に対する支

援や人材育成の方策を検討する。

また、医療機関や薬局における、患者への薬剤に関する効果的な情報提供

の方法について検討する。

f様討SI憲宅皇室!の治療関係を築きやすか議事事蹟壊の確保

薬物治療のみに頼らない診療を実現するためには、精神科医や心療内科医

等が日常診療において、患者と良好な治療関係を築きやすい環境を整えるこ

とが重要で、ある。このため、診療時間を十分に確保するために必要な支援を

検討する。

以上については、精神保健医療の枠組みを超え、医療制度一般に広く関わる

ものである。とのため、関連制度との連携も視野に入れ、今後、引き続き検討

を進めていく。
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(参考)

<厚生労働省 自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム メンバー>

主査障害保健福祉部長

副主査安全衛生部長

幹事精神・障害保健課長労働衛生課長

メンパー健康局

職業安定局

社会・援護局

政策統括官

独立行政法人国立精神・神経センタ一

清水康之内閣府参与

<ヒアリング> 平成22年 7月27日第6回プロジェクトチーム

松本俊彦氏 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所

薬物依存研究部診断治療開発研究室長

三宅康史氏 昭和大学医学部救命救急センター救急医学講座准教授

恵智彦氏埼玉精神神経科診療所協会会長

林直樹氏東京都立松沢病院精神科部長
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各都道府県知事殿-

医政発o4.3 0第 1号

平成 22年4月30日

厚生労働省医政局長

医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について

近年、質が高く、安心で安全な医療を求める患者・家族の声が高まる一方で、医療の高

度化や複雑化に伴う業務の増大により医療現場の疲弊が指摘されるなど、医療の在り方が

根本的に関われているところである。こうした現在の医療の在り方を大きく変え得る取組

として、多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提とし、目的と情報を共有し、

業務を分担するとともに互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提

.供する「チーム医療Jに注目が集まっており、現に、様々な医療現場で「チーム医療』の

実践が広まりつつある。

このため、厚生労働省では、「チーム医療j を推進する観点から、「医師及び医療関係職

と事務職員等との間等での役割分担の推進についてJ(平成 19年12月28日付け医政発第

1228001号厚生労働省医政局長通知。以下「局長通知Jという。)を発出し、各医療機関の

実情に応じた適切な役割分担を推進するよう周知するとともに、平成21年8月から「チー

ム医療の推進に関する検討会J (座長:永井良三東京大学大学院医学研究科教授)を開催

し、日本の実情に即した医療スタッフの協働・連携の在り方等について検討を重ね、平成

22年3月19日に報告書「チーム医療の推進についてJを取りまとめた。

今級、当該報告書の内容を踏まえ、関係法令に照らしィ医師以外の医療スタッフが実施

することができる業務の肉容について下記のとおり整理したので、貴職におかれては、そ

の内容について御了知の上、各医療機関において効率的な業務運営がなされるよう、貴管

内の保健所設置市、特別区‘医療機関、関係団体等に周知方願いたい。

なお‘厚生労働省としては、医療技術の進展や教育環境の変化等に伴い、医療スタッフ

の能力や専門性の程度、患者・家族・医療関係者のニーズ等も変化することを念頭に置き、

今後も、医療現場の動向の把握Iご努めるとともに、各医療スタッフが実施することができ

る業務の肉容等について、適時検討を行う予定であることを申し添える。

記
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" 1 0 基本的な考え方

各医療スタッフの専門性を十分に活用して、患者・家族とともに質の高い医療を実現

するためには、各医療スタッフがチームとして目的と情報を共有した上で、医師等によ

る包括的指示を活用し、各医療スタッフの専門性に積極的に委ねるとともに、医療スタ

ッフ聞の連携・補完を一層進めることが重要である。

実際に各医療機関においてチーム医療の検討を進めるに当たっては、局長通知におい

て示したとおり、まずは当該医療機関における実情(医療スタッフの役割分担の現状や

業務量、知識・技能等)を十分に把握し、各業務における管理者及び担当者聞において

の責任の所在を明確化した上で、安心・安全な医療を提供するために必要な具体的な連

携・協力方法を決定し、医療スタッフの協働・連携によるチーム医療を進めることとし、

質の高い医療の実現はもとより、快適な職場環境の形成や効率的な業務運営の実施に努

められたい。

なお、医療機関のみならず、各医療スタッフの養成機関、職能団体、各種学会等にお

いても、チーム医療の実現の前提となる各医療スタッフの知識・技術の向上、複数の職

種の連携に関する教育・啓発の推進等の取組が積極約に進められることが望まれる。

2"0各-医療スタッフが実施することができる業務の具体例

( 1 )薬剤師

近年、医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しているため、医療の質の向上及

ぴ医療安全の確保の観点から、チーム医療において薬剤の専門家である薬剤師が主体

的に薬物療法に参加することが非常に有益である。

また、後発医薬品の種類が増加するなど、薬剤に関する幅広い知識が必要とされて

いるにもかかわらず、病棟や在宅医療の場面において薬剤師が十分に活用されておら

ず、注射剤の調製〈ミキシング)や副作用のチェック等の薬剤の管理業務について、

医師や看護師が行っている場面も少なくない。

1 )薬剤師を積極的に活用することが可能な業務

以下に掲げる業務については、現行制度の下において薬剤師が実施することがで

きることから、薬剤師を積極的に活用することが望まれる。

①薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、

医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプ口トコールに基づき、専門的知

見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること。

②薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処

方を提案すること。

③薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む。)に対し、薬学的管理(患者の

副作用の状況の把握、服薬指導等)を行うこと。

④薬物の血中濃度や副作用の宅Jニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効
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性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提案するこ

と。

⑤薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同ーの内容-

の処方を提案すること。

⑥ 外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコン

セ、ントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと。

⑦入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するな

ど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと。

③ 定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調

剤すること。

⑨抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。

2)薬剤に関する相談体制の整備

薬剤師以外の医療スタッフが、それぞれの専門性を活かして薬剤に関する業務を

行う場合においても、医療安全の確保に万全を期す観点から、薬剤師の助言を必要

とする場面が想定されることから、薬剤の専門家として各医療スタッフからの相談

に応じることカてできる体制を整えることが望まれる。

(2) リハビリテーション関係職種

近年、患者の高齢化が進む中、患者の運動機能を維持し、 QOLの向上等を推進す

る観点から、病棟における急性期の患者に対するリハビリテーションや在宅医療にお

ける訪問リハビリテーションの必要性が高くなるなど、リハピリテーションの専門家

として医療現場において果たし得る役割は大きなものとなっている。

1 )瑠疾等の吸引

①-理学療法士が体位排療法を実施する際、作業療法士が食事訓練を実施する際、

言語聴覚主が畷下訓練等を実施する際など、暗疲等の吸引が必要となる場合があ

る。この曜疾等の吸引については、-それぞれの訓練等を安全かつ適切に実施する

上で当然に必要となる行為であることを踏まえ、理学療法士及び作業療法士法(昭

和40年法律第 137号〉第2条第1項の『理学療法」、同条第2項の『作業療法J

及び言語聴覚士法(平成9年法律第 132号)第2条の「言語訓練その他の訓練j

に含まれるものと解し、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療

法士等Jという。)が実施することができる行為として取り扱う。

②理学療法士等による瑠療等の吸引の実施に当たっては、養成機関や医療機関等

において必要な教育・研修等を受けた理学療法士等が実施することとするととも

によ医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、理学療法士等が当該行

為を安全に実施できるよう留意しなければならない。今後は、理学療法士等の養

成機関や職能団体等においても、教育内容の見直しゃ研修の実施等の取組を進め
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ることが望まれる。

2)作業療法の範囲

理学療法士及び作業療法士法第2条第2項の「作業療法Jについては、同項の「手

芸、工作jという文言から、「医療現場において手工芸を行わせること』といった認

識が広がっている。

以下に掲げる業務については、理学療法士及び作業療法士法第2条第 1項の「作

業療法Jに含まれるものであることから、作業療法士を積極的に活用することが望

まれる。

移動、食事、排法、入浴等の日常生活活動に関するADL訓練

家事、外出等の IADL訓練

作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の職業関連活動の訓

練

福祉用具の使用等に関する訓練

退院後の住環境への適応訓練

発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション

(3)管理栄養士

近年、患者の高齢化や生活習慣病の有病者の増加に伴.い、患者の栄養状態を改善・

維持し、免疫力低下の防止や治療効果及びQOLの向上等を推進する観点から、傷病

者に対する栄養管理・栄養指導や栄養状態の評価・判定等の専門家として医療現場に

おいて果たし得る役割は大きなものとなっている。

以下に掲げる業務については、現行制度の下において管理栄養士が実施することが

できることから、管理栄養士を積極的に活用することが望まれる。

① 一般食(常食)について、医師の包括的な指導を受けて、その食事内容や形態

を決定し、又は変更すること。

②特別治療食について、医師に対し、その食事内容や形態を提案すること(食事

内容等の変更を提案することを含む。)。

③ 患者に対する栄養指導について、医師の包括的な指導(クリテイカルパスによ

る明示等)を受けて、適切な実施時期を判断し、実施すること。

④経腸栄養療法を行う際に、医師に対し、使用する経腸栄養剤の種類の選択や変

更等を提案すること。

(4)臨床工学技士

近年、医療技術の進展による医療機器の多様化・高度化に伴い、その操作や管理等

の業務に必要とされる知識・技術の専門性が高まる中、当該業務の専門家として医療

現場において果たし得る役割は大きなものとなっている。
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1 )鴫疲等の吸引

①人工呼吸器を装着した患者については、気道の粘液分泌量が多くなるなど、適

正な換気状態を維持するために瑠疾等の吸引が必要となる場合がある。この日客疲

等の吸引についてはら人工呼吸器の操作を安全かつ適切に実施する上で当然に必

要となる行為であることを踏まえ、臨床工学技士法(昭和 62年法律第 60号)第

2条第 2項の「生命維持管理装置の操作j に含まれるものと解し、臨床工学技士

が実施することができる行為として取り扱う。

②臨床工学技士による瑠疾等の吸引の実施に当たっては、養成機関や医療機関等

において必要な教育・研修等を受けた臨床工学技士が実施することとするととも

に、医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、臨床工学技士が当該行

為を安全に実施できるよう留意しなければならない。今後は、臨床工学技士の養

成機関や職能団体等においても、教育肉容の見直しゃ研修の実施等の取組を進め

ることが望まれる。

2)動脈留置カテーテルからの採血

①人工呼吸器を操作して呼吸療法を行う場合、血液中のガス濃度のモニターを行

うため、動脈の留置カテーテルから採血を行う必要がある。この勤脈留置カテー

テルからの採血(以下「カテーテル採血jという。)については、人工呼吸器の操

作を安全かつ適切に実施する上で当然に必要となる行為であることを踏まえ、臨

床工学技士法第2条第2項の『生命維持管理装置の操作JIこ含まれるものと解し、

臨床工学技士が実施することができる行為として取り扱う。

②臨床工学技士によるカテーテル採血の実施に当たっては、養成機関や医療機関

等において必要な教育・研修等を受けた臨床工学技士が実施することとするとと

もに、医師の指示の下、他職種との適切な連畿を図るなど、臨床工学技士が当該

行為を安全に実施できるよう留意しなければならない。今後は、臨床工学技士の

養成機関や職能団体等においても、教育内容の見直Lや研修の実施等の取組を進

めることが望まれる。

(5)診療放射線技師

近年、医療技術の進展により、悪性腫痛の放射線治療や画像検査等がー駿的なもの

になるなど、放射線治療・検査・管理や画像検査等に関する業務が増大する中、当該

業務の専門家として医療現場において果たし得る役割は大きなものとなっている。

以下に掲げる業務については、現行制度の下において診療放射線技師が実施するこ

とができることから、診療放射線技師を積極的に活用することが望まれる。

①画像診断における読影の補助を行うこと。

②放射線検査等に関する説明・相談を行うこと。

¥ 

(6)その他
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ル12A長(思までの医療スタ三波般の，勝島南海医師、可看護職員、歯科衛生

時峨縮技、斉織議職蹴員員爵.辱め辱
をを:背妻鷲正&νtζ仁~件完洛子薬』誘務め導阿蒙蒙‘￡εeじt医療現場において果たし?得等る.復役割は大きなもの

となっているごとから、各職穫を積極的に活用することが望まれる。

また、医療スタッフ閣の連携・補完を推進する観点から、他施設と連携を図りなが

ら患者の退院支援等を実施する医療ソーシャルワーカー (MSW)や、医療スタッフ

聞におけるカルテ等の診療情報の活用を推進する診療情報管理士等について、医療ス

タッフの一員として積極的に活用することが望まれる。

さらに、医師等の負担軽減を図る観点から、局長通知において示した事務職員の積

極的な活用に関する具体例を参考として、書類作成(診断書や主治医意見書等の作成)

等の医療関係事務を処理する事務職員(医療タラーク)、看護業務等を補助する看護

補助者、検体や書類・伝票等の運搬業務を行う事務職員(ポーターやメッセンジャー

等)等、様々な事務職員についても、医療スタッフの一員として効果的に活用するこ

とが望まれる。
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資料g二両
多重債務問題への取り組みについて

消費生活センター

本市では､ 平成１９年に政府の多重債務者対策本部において多重債務問題改善プログラム
が決定され､ 国や地方自治体及び関係団体が一体となって多重債務に関して取り組んでいく
こととされたことを踏まえ、消費生活相談での多重債務者への助言と並行して、地元の弁護
士会の協力を得て、多重債務特別相談会を実施しています。
平成２１年度からは地方消費者行政活性化交付金を活用して実施回数を大幅に増やし､ 現

在は原則月２回の実施としています。

地方消費者行政活性化交付金を活用した事業は今年度までとなっており、平成２４年５月
現在、国から地方公共団体への財政的支援については明確に示されておらず､ 平成２５年度
以後の継続については未定です。

1 ．消費生活相談における多重債務相談件数 緬9飛‘い(､7,,z全く色､Ｍw凄い
幾蓋麹､1 ,族,癒怖踏破城1$し陣(邸。

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

２６５件 １５３件 １２３件 １４６件 ９９件

2 ．多重債務特別相談会開催回数及び相談者数の実績茎1貝3分:↑守万I ｣ / i ､ '二1両天云言l刑↑臣：l旦1重Ｘがこ( _ ﾉ w l ､仁I員天み白苦a〈ｕノラミホ貝 函縦亀噴(ここ)只踊、，、
７駒卜葺Ｗﾄｬ逼。

( 多重債務相談会の概要）
事前に消費生活相談員が、収入・支出及び債務の額、契約内容等を聞き取り、整理
した上で、弁護士による相談へ引き継ぐ。
原則として月２回、第２．４火曜日に開催（無料相談１回あたり６コマ）

年度
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(資料4]

自殺総合対策大綱の見直しに向けての提言

平成24年 6月 11日

国立精神・神経医療研究センター

自殺総合対策大綱改正の提言に向けてのワーキンググループ

.~.， . 
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はじめに

自殺対策基本法の制定後、平成 19年6月に自殺総合対策大網(以下、大綱)が閣議決定

され、各地に自殺対策が普及していきました。大綱には「大綱に基づく施策の推進状況や

目標達成状況等を踏まえ、おおむね 5年を目途に見直しを行うj と記述されており、昨年

の3月には、政府の自殺総合対策会識において、平成23年から見直しに向けた検討に着手

すること、平成24年春を目途に、新しい大綱案の作成を行うことが決定されました。

さて、わが国は第二次世界大戦後に 3回の自殺の急増期を経ていますが、自殺予防の取組

は「日本いのちの電話連盟J等の自殺対策に熱意をもった民間団体に依存してきたのが実

状でした。しかし、自殺対策基本法(平成 18年法律第85号)に基づき、平成 19年6月に

大綱が閣議決定された前後からは、各地で様々な対策が行われるようになり、活動の経験

を通じて、また調査・研究を通じて、自殺対策の発展に役立つ多くの知見が蓄積されてき

ました。これらの知見の活用は、より効果的で安全な自殺対策の普及に役立ちます。

そこで、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策センター

では、自殺総合対策大綱改正の提言に向けてのワーキンググループを立ち上げ、自殺対策

に関連する学会から、これまでの活動の経験、調査・研究を通じて集積してきた知見に基

づく提案を収集し、自殺予防総合対策センターの研究成果とあわせて、大綱見直しに向け

ての提言を行うこととしました。

この提言は、要旨、大綱のあり方、自殺対策の各領域と望まれる取組等から構成され、

このうち自殺対策の各領域と望まれる取組は、自殺対策に関連する学会の提案をもとにま

とめたものです。

ここに述べたことは、自殺対策全体の広がりから見ると部分的かもしれません。また、自

殺対策に関する科学的根拠も、妥当性の高いものからそれほど高くないものまでの様々な

レベルのものがあります。残念ながら、自殺を高い信頼性で予防できる知見は、いまだに

世界にもわが国にも存在しません。じかしながら、自殺の危険因子、保護因子についての

知見は既に報告されており、これらの要因に働きかける活動の中には高い信頼性で根拠が

示されているものがあります。このように科学的知見にも限界はありますが、効果があり、

副作用が少なく、実施可能性の高い自殺対策活動を計画・実施するために、この提言は役

立っと考えます。

この提言が、自殺対策の発展のために役立てられることを祈念しております。

勝Itj
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要約

自殺総合対策大綱(以下、大綱)は、自殺の問題の深刻さを社会に訴え、社会の関心を

高めることに大きく貢献してきました。そして大綱に示された当面の重点施策等を参考に、

各地で様々な自殺対策が取り組まれるようになりました。このように大綱は、自殺対策に

取り組むことの必要性を広く社会に知らせるという大きな役割を果たしてきました。この

成呆をもとに、わが国の自殺対策をさらに発展させていくため、自殺対策の関連学会と国

立精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策センターでは、これま

での活動の経験と調査・研究を通じて得た知見をもとに大綱見直しの提言をまとめました。

その概要は次の 7項目にまとめることができます。

1. 大綱に述べられていることのうち、国の取り組むこと、地方公共団体の取り組むこと

等、その適用範囲を明確にする。特に地方公共団体が自殺対策に取り組む場合は、地

域の優先課題に重点を置くことを推奨することを明記する。

2. 自殺対策の効果をあげるためには、全体的予防介入(リスクの度合いを関わず万人を

対象にする一般的な自殺予防啓発)、選択的予防介入(自殺行動のリスクが高い人々を

対象)、個別的予防介入(過去に自殺未遂をした人等、自殺行動のリスクが高い個人を

対象)の 3つの対策を効果的に組み合わせて、自殺の危険因子を減少させ、自殺の保

護因子を増加させ、その結果として自殺を減少させていくことが必要との考え方を述

べる。特に今後は、その中でも、選択的予防介入、個別的予防介入を強化する必要が

あることを明記する。

3. 現場の取組がよりよく進められるよう、自殺対策の関連学会、自殺予防総合対策セン

ター等における活動の経験と調査・研究を通じて得た知見の活用を支援する考え方を

示す。くわえて、現場の取組を支援できる科学的知見の収集がさらに進むよう、また、

モデル的な取組や国際交流が進むよう、研究基盤の強化を明記する。

4. 大綱の重視している「社会的要因Jについては、自殺の危険の高い人たちは、孤立し、

かつメンタルヘルスの問題を抱えて、様々な社会サーピスをうまく利用できない状態

にある場合が多いことを踏まえて、具体的かつ焦点を当てた対策を重視する考え方を

示す。

5. ほとんどの自殺の背景にはメンタルヘルスの問題があり、国際的にも、その解決には、

国レベルでの保健と社会セクターの包括的な調整が必要であるという認識が示されて

いる。メンタルヘルスの問題への取組は、共生社会を実現するための国家的課題であ

るという認識を示す。

6. 地方公共団体に活動計画と活動のモニタリング計画を立てることを推奨する。また、

自殺対策のモニタリング指標として、現在の自殺既遂に加えて、自殺未遂者のサポー

トや、自殺の危険因子を多くかかえた人たちを見守るサービスの利用の強化を指標に

加えることによって、地域における自殺対策の浸透を図る。
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7. 自殺対策の取組を、(ア)自殺防止に直接関わる(自殺の直前・直後に関わる)専門領

域、(イ)自殺の直接的な背景にある問題(精神保健上の問題)に関わる専門領域、(ウ)

精神保健上の問題を介して、もしくは間接的に自殺の背景にある問題に関わる専門領

域、(エ)広く社会の協カを得る領域、(オ)自殺総合対策のモニタリングと評価、(カ)

調査研究の推進、(キ)体制構築、の7つに区分して検討することは、地方公共団体等

における自殺対策の推進に役立つ可能性がある。

わが国の自殺対策の発展において、メンタノレヘルスの問題への取組と連携した社会的支

援は必須であるとの認識のもと、この提言と、そのもとになった自殺対策の関連学会の提

案が積極的に活用されることを祈念します。
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大綱のあり方

1 大綱見直しの必要性

平成 19年6月に閣議決定された自殺総合対策大綱(以下、大綱)には「大綱に基づく施策

の推進状況や目標達成状況等を踏まえ、おおむね5年を目途に見直しを行うJと記述され、

大綱見直しの作業が行われています。

はじめに、この提言において、大綱の見直しを必要とする根拠と提案を述べます。

(ア)大綱における地方公共団体等の役割を明記する

大綱は「自殺対策基本法に基づき政府が推進すべき自殺対策の指針Jに位置づけられてい

ます。その一方で国民全体へのメッセージが含まれており、活用する人の立場によっては

大綱の位置づけがわかりづらくなっていますo 例えば、基本的な考え方の中に f国民一人

ひとりが自殺予防の主役となるよう取り組む』と謡われていますが、国民がどのような役

割を担うかという具体的な記述はありません。また地方公共団体については、当面の重点

施策の中に「本大綱を踏まえつつ、地域の実情に応じた施策を設定する必要があるJと述

べられていますが、 9本の柱、 50の取組のうちのどれに重点を置くかは、それぞれの地方

公共団体に委ねられています。大綱見直しにおいては、地方公共団体が自殺対策に取り組

む場合は、各地域のニーズを十分に検討した上で、限られた予算や人的資源を有効に活用

するよう、優先して実施すべき対策に重点を置くことを推奨することを明記すべきです。

またメンタノレヘルスの問題と様々な社会的要因の両方を抱えた者が自殺のハイ.リスク者で

あることを踏まえ、メンタノレヘルスにおける取組と社会的支援の連携が進むよう、関係省

庁聞の調整を行うことも明記されてよいと考えます。

(イ〉自殺対策の研究成果の活用を促す

現在の大綱は、『自殺総合対策のあり方検討会J(以下、 fあり方検討会J)における議論を

もとにまとめられた f総合的な自殺対策の促進に関する提言Jをもとにしています。 fあり

方検討会Jにおいては様々な議論が行われているものの、提言の根拠についての記載は含

まれておりません。さらにこの提言をもとに大綱が作成されていますが、その過程におい

て修正された理由は示されておりません。より多くの国民の納得を得て自殺対策を進める

ためには、その背景となる科学的根拠を示し、現場の取組がよりよく進められるよう支援

することが望まれます。このため、自殺対策の関連学会、自殺予防総合対策センター等に

おける活動の経験と調査・研究を通じて得た知見の活用を支援することが望まれます。ま

た、現場の取組を支援できる科学的知見の収集がさらに進むよう、また、モデル的な取組

が進むよう、研究基盤の強化が望まれます。

(ウ)総合的・包括的視点の必要性を踏まえ、重要な取組に焦点を当てる
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大綱の基本的な考え方において「社会的要因も踏まえ総合的に取り組むj と述べられてい

るように、大綱は総合的・包括的な思念を謡うことにより、自殺対策を社会全体で総合的

に推進する道を切り聞きました。しかし、自殺対策をより実効性のあるものとするために

は、効果的で安全な対策に焦点を当てるための「戦略Jが必要です。特に重要な取組に焦

点を当て、そこに十分な財源と人的資源を配分する考え方を示す必要があります。現在の

大綱で重視されている「社会的要因Jについては、自殺の危険の高い人たちは、孤立し、

メンタノレヘルスの問題を抱えて、様々な社会サービスをうまく利用できない状態にある場

合が多いことを踏まえてよ具体的かっ焦点を当てた対策を重視する考え方を示すことが必

要です。

(エ)メンタノレヘルスの問題が国民的課題であるという認識を示す

様々な要因が自殺と関連することが明らかにされていますが、その中でも自殺との関連が

強く、しかも対策が可能な領域としては、精神疾忠等のメンタルヘルスの問題が挙げられ

ます。メンタルヘルスの問題を抱えた者への支援については、国際的にも圏内においても、

多くの実施可能な活動が展開されています。まだ、国際連合と世界保健機関は、メンタノレ

ヘルスの問題が国際的な課題であり、その解決には、国レベルでの保健と社会セクターの

包括的な調整が必要であると述べています。自殺の背景にあるメンタノレヘルスの問題は、

共生社会を実現するための国民的課題であるという認識を持ち、社会全体で取り組む課題

にしていくことが望まれます。

(オ)対策のモエタPングを自殺既遂以外の指標で実施可能とする

わが国の自殺の実態を把握するための指標として、人口動態統計と警察庁の自殺の概要資

料が用いられています。しかしこれらの自殺死亡の統計は、地域において自殺対策のモニ

タリングや評価を行うには適さない場合があります。わが国の自殺死亡率(人口 10万人あ

たりの年間の自殺者数)は 20--25程度です。人口 10万人で年間の自殺者数が 25人の地域

を想定するならば、自殺死亡率20覧の減少は、年間の自殺者において 5人の減少に当たりま

す。しかし、自殺死亡数は偶然変動により毎年増減を繰り返しており、人口 10万人に数人

程度の変化は、この偶然変動の中に埋もれてしまうのです。このように自殺対策の効果の

指標として自殺死亡率、自殺死亡数を使用することがいつも適切というわけではありませ

ん。この 5年間にわたって、地方公共団体において様々な自殺対策が実施され始めたこと

を考慮すると、今後は自殺予防活動のモニタリング指標として、自殺未遂または自殺の危

険性の高い人たちへの支援の把握も重要です。

(カ)国際交流について言及する

日本が抱える自殺の問題とその背景には、他の多くの国々、特に経済成長と社会構造の変

化が急速に進む東アジア諸国と共通の課題が多くあります。わが国の自殺対策の経験とそ
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こから得られた知見を、他の国々と共有して検討することは、わが国の自殺対策の発展に

役立つとともに、諸外国における自殺対策の発展にも貢献することになります。

2 より効果的なものにするための大綱の戦略

自殺対策の効果をあげるためには、全体的予防介入(リスク.の度合いを関わず万人を対象

にする一般的な自殺予防啓発)、選択的予防介入(自殺行動のリスクが高い人々を対象)、

個別的予防介入(過去に自殺未遂をした人等、自殺行動のリスクが高い個人を対象)の 3

つの対策を効果的に組み合わせて、自殺の危険因子を減少させ、自殺の保護因子を増加さ

せ、その結果として自殺を減少させていくことが必要になります。

また、自殺対策の効果をあげるためには、有効性、実施可能性、実施にかかる資源、現在

の準備状況を踏まえ、優先度を決定する必要があります。すなわち、活動の対象を絞り、

必要な活動に焦点を当て、そこに適切にかつ十分に財源および人的資源を配分することを

促す必要があります。

大綱見直しの必要性に述べたことと重ね合わせると、その戦略は次の4点になります。

(ア)大綱の適用範囲を明確にする

国が主導で事業を実施すべき項目と、地方公共団体が地域の実情を考慮して実施すべき項

目をわかりやすくするとともに、連携の必要な領域を明確にすることによって、地方公共

団体がそれぞれの地域のニーズを十分に検討した上で、重要な取組に焦点を当て、そこに

資源(予算・人材)を集中することができるようになります。

(イ)取組の背景となる科学的根拠を示した資料を活用する

国民と社会が事業実施の理由を理解しやすくなり、自殺対策への支援が高まることが期待

されます。また、効果の乏しい事業や、自殺のハイリスク者に安全ではない事業を実施す

る危険が少なくなります。例えば、今回、学術団体の協力を得て収集した知見は、地方公

共団体が事業の優先度を判断するときに役立つものです。特に、学術団体から収集された

知見と照合できない事業を実施する場合には、事業の計画段階において、モニタリングと

評価の仕組みを組み込むことが促されます。

(ウ)全体的予防介入、選択的予防介入、個別的予防介入の記載を設ける

大綱の中に、全体的予防介入(リスクの度合いを関わず万人を対象にする一般的な自殺予

防啓発)、選択的予防介入(自殺行動のリスクが高い人々を対象)、個別的予防介入(過去

に自殺未遂をした人等、自殺行動のリスクが高い個人を対象)の分類を示すことによって、

優先して実施すべき活動がわかりやすくなります。例えば、現在の大綱に示されている f社

会的要因Jについては、社会的要因を抱えた者の中でもメンタルヘルスの問題を抱えた者
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の自殺のリスクが特に高いことを踏まえて対策を組み立てることが必要ですが、その対策

が、具体的かっ焦点を当てた、より効果的なものになるよう促すことができます。

(エ)活動計画を立て、モニタリングを行うことを推奨する

活動計画を立てることで、それを実施するために必要となる期間・事業費・人材を明ら

かにすることができます。また、事業プロセスをモニタリングすることができるようにな

ります。そのためには、自殺死亡以外に、自殺未遂や、孤立した人たちを見守るサ}ピス

の利用実態についても指標として活用できるよう、国レベルで取り組むことが期待されま

す。

自殺対策のモエタリング指標として、現在の自殺既遂に加えて、自殺未遂者のサポートや、

自殺の危険因子を多くかかえた人たちを見守るサービスの利用の強化を指標とすることに

よって、地域における自殺対策の安定的な取組を図ることができます。

94 



自殺対策の各領域と望まれる取組

大綱見直しにおいて、個別の取組が、どの職種、どの活動領域の取組であるかを明確にす

ることは、その実施可能性を高めることに役立ちます。この提言では、自殺対策の関連学

会からの提案をもとに、(ア)自殺防止に直接関わる(自殺の直前・直後に関わる)専門領

域、(イ)自殺の直接的な背景にある問題(精神保健上の問題)に関わる専門領域、(ウ)

精神保健上の問題を介して、もしくは間接的に自殺の背景にある問題に関わる専門領域、

(エ)広く社会の協カを得る領域、(オ)自殺総合対策のモニタリングと評価、(カ)調査

研究の推進、(キ)体制構築、の 7つの区分を設けました。

なお、「自殺予防Jと f自殺防止Jの定義や意味の違いは、最終的な結論の得られた定義で

はないことをあらかじめご了承ください。

自殺防止に直接関わる(自殺の直前・直後に関わる)領域の専門職とは、様々な問題や精

神疾患のために追い詰められて既に希死念慮を持つ人達が実際に自殺を企図せずにすむよ

うに関わる専門職を、ここでは意味しています。

自殺の背景にある問題に関わる専門領域とは、自殺の直接的な背景にある精神保健上の問

題に関わる領域、および、自殺の直接的な背景にあるメンタルヘルスの問題と関連する問

題(母子保健、介護の問題、身体的健康上の問題、地域保健、法律上の問題、家族の問題、

住居の問題、就業上の問題、収入の問題、教育上の問題等を含む、精神保健上の問題を抱

えた人々が直面する問題を意味する)と関わる領域を意味します。

広く社会の協カを得る領域は、地域住民や家族、個々人を意味します。

個別の提案やその背景となる科学的根拠、現在の政策との関連については、各学会からの

提案をご参照ください。

以下は、各学会から提出された提案を列記し、重複するもの、類似の内容のものをワーキ

ンググループでまとめたものです。

(ア)自殺防止に直接関わる(自殺の直前・直後に関わる)専門領域

i) 自殺防止を目的のーっとした相談支援の充実

研究や検証の難しい領域ではあるが、電話やインターネット等のメディアを利用した自殺

への危機介入は世界的にも広がりを見せる自殺防止(予防)法である。電話による自殺防

止(予防)を目的とした相談支援の充実に加え、インターネットを活用した自殺防止(予

防)を実施するためのモデルを確立し、有効性の検証を行う。

電話相談員に対する研修を充実させる等、これら事業を実施している団体に対する支援を

図る。

ii) 自殺未遂者に対する支援の充実

精神科救急、一般救急:
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自殺未遂および企図者に標準的な治療を実施した場合の診療報酬の改訂や算定基準を検討

し、より自殺企図者の受け入れ及び治療を促進する。三次救急医療機関だけでなく、一次・

二次救急医療機関、精神保健指定医のいない医療機関であっても自殺企図の初期評価と精

神科への紹介等の適切な対応がとられれば、診療報酬を割り当てるか、増額する。

自殺の複雑な背景や合併する精神疾患、多様な身体的障害への対応には繊細かっ幅広い医

療資源を要するため、十分なケアが不可能として受け入れを拒否せざるを得ない医療機関

もある。これを改善するため、自殺企図愚者を一定数受け入れている総合病院、救命救急

センターにおいて精神科医または精神保健福祉士、心理士等の配置へ予算を講じる。

救急部門に勤務するスタッフへの自殺未遂者ケア研修の実施と受講にインセンティプを付

加する。

精神科医療従事者に救命救急センターでの研修を義務付けるとともに、精神保健福祉士、

心理士への自殺未遂者ケア研修を確立し、受講を義務付ける。

自殺企図のために救急搬送された息者のその後のケアを充実させるため、精神疾患に関す

るかかりつけの精神科開業医が実施する標準的な対応法を確立し、研修及び勉強会を実施

するとともに、その対応法の評価を行う。

消防法により「傷病者の搬送・受け入れ実施基準の策定、公表Jが都道府県に義務付けら

れているが、精神疾患に関する内容を掲載したのは26都道府県のみであったo また、厚生

労働省による「精神科救急医療体制整備事業Jにおいて心身複合ケースへの対応体制とし

て「身体合併症救急医療確保事業Jが設けられているが、本事業を実施しているのはわず

か2都道府県 (2施設)のみであった。これらの制度や事業を積極的に活用し、または新た

な制度を制定し、自殺未遂者の円滑な救急受け入れに対する効果を検証する。

自殺未遂者の円滑な救急受け入れのために、精神科救急情報センターを整備し、その機能

を強化し、その評価体制を確立する。精神疾息患者や自殺未遂者がスム}スに精神医療に

つながるネットワ}クを構築するため、精神科以外の科からの患者を受け入れる地域での

精神科「拠点病院j を設置する。

精神科救急領域における身体医学的サポート体制の充実、及びー般救急領域における精神

医学的及び心理・社会的介入体制の充実を図る。

「自殺未遂者および自殺者遺族等へのケアに関する研究Jによる一般救急医療領域におけ

る自殺未遂者への対応の手引き等を元にしたガイドラインの活用を図るため、研修等を実

施するための体制を確立するとともにガイドライン等の更新を行うための調査研究を実施

する。

現在進行中の大規模研究の結果に基づき、十分な人材、予算を臨置し、一般救急場面にお

ける自殺未遂者に対する適切で継続的な支援の提供を可能とする。

精神科救急医療施設におけるチーム医療の充実と、同医療圏域における地域包括的ケアサ

ーピスの充実を図ることを目的として、精神科救急医療施設における自殺未遂者のケース

マネジメント効果を検証するとともに、圏域における包括的ケアサービス体制や資源の整
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備を行う。精神科救急、一般救急医療、精神科医療、その他の支援機関との連携を積極的

に評価する診療報酬体系を整備する。

自殺企図、未遂の実態の把握と医療の質の管理を目的として、救急医療場面における縦断

的な患者動向、アウトカム調査・研究を実施し、医療政策に反映させる。

iii)自殺多発地域や頻用される自殺手段に対する規制の検討

自殺手段(例えば、農薬、薬物、いわゆる自殺の多発場所、銃器等)へのアクセスを制限

するために地域と十分な協議の上で具体的な措置を講じる。

自殺手段へのアクセスを制限することにより、その手法による自殺死亡率を低減させるこ

とが示されている。インターネット上の自殺関連情報の危険性については、より確かな根

拠を得るための調査研究を推進し、アクセスを制限するための技術の開発と法的な検討を

進める。

(イ)自殺の直接的な背景にある問題(精神保健上の問題)に関わる専門領域

i) 精神科医療

自殺にまで追い込まれた人に対する支援は、精神医学領域だけにとどまらず、心理・社会

的に様々な複合的な問題に対して集約的な支援を必要とする。かかりつけ精神科医療サー

ピスの提供を主としている場面では対応が困難であり、適切な支援を提供することが困難

なことも予想される。精神科救急や一般救急とは別に、自殺関連行動を呈する患者の治療

を集約的に実施する施設(集約的自殺予防医療センター)を新たに設立する。このセンタ

ーでは、精神科的な診断や自殺の危険性の評価法の開発を進めると共に、精神科医療従事

者に対する自殺予防研修を実施する体制を整える。

精神科医療全般:

質の高い精神科医療を実施可能とするために十分な予算措置を講じる。充実した精神科医

療が実施できるよう診療報酬制度を改定する。精神科医療は医療法と精神保健福祉法を背

景とした施策が進められてきたが、医療機関は地域的にも偏在しており、社会参加を促進

するためのリハビリテーション施設も量的に不足しており 必要な人が必要なだけ利用で

きる状況にない。適切な精神医療が受療されやすい体制づくりが必要であり、長期的視点

からも地域ケアを含めた精神医療の質、量の充実を図るとともに、診療報酬制度を充実さ

せる。この問題を解消するためにも、 DALY(Disability-adjusted Life"Year; 障害調整

生命年) を指標として精神保健医療福祉に適切な予算・資源を配置する。

地域医療計画において、誰もが経済的にも心理的にも偏見を超えて精神科を受診できる切

れ目のない医療供給体制を確立し、自殺予防及び自死遺族へのケアを含めた精神保健福祉

を充実させるための医療ができる抜本的な予算措置を講じる。
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内閣府及び各地方公共団体では、自殺のサインを様々な場面で発見し、適切な相談窓口に

つなげることを目指す、いわゆるゲートキーパー研修が数多く行われてきた。しかし、養

成されたゲートキーパーが自殺ハイリスク者を把握し、適切な相談機関につなぐことがで

きたかどうかは検証されていない。また、本来、ゲートキーパーの役割は、身近な自殺ハ

イリスク者の発見と専門家の支援を受けながらの継続的な見守りであるはずであるが、各

地域ではこの『最終的なつなぎ先j と「専門家による後方支援j が充実しているとは言い

がたい。今後の自殺対策では、地域において自殺ハイリスク者の緊急時の受け皿となり、

さらには地域で自殺ハイリスク者に日常的に関わる援助者を後方支援する機能を持つ精神

科医療機関を充実させる必要がある。

一般救急医療、精神科救急、身体疾患の診療科、かかりつけ医、心療内科および精神科等

の連携を強化するために、診療報酬の改訂等を実施する。

各医療場面における多職種の連携を促進するために、心理士の国家資格化に関して早急に

検討する。

自殺関連行動への対応は、その背景に心理社会的な複雑な問題を抱え、さらに精神症状が

重症の場合が多く、治療機関の負担が大きい。自殺関連行動に対して適切な対応を可能と

するために、上述の集約的自殺予防医療センターの設立や精神科医療全般の充実に加えて、

自殺関連行動への対応に関して診療報酬を加算する。心理社会的に複雑な問題に対応する

ために、総合病院や精神科病院だけでなく、精神科診療所においても、精神保健福祉士、

社会福祉士、心理士等との積極的な協働支援を実施可能とする体制を整備する。

自殺者の多くが擢患している気分障害(うつ病、双極性障害)、統合失調症、アルコール依

存・乱用、パーソナリティ障害に関する生物学的な病因・病態解明を一層推し進め、これ

ら精神疾患ならびに自殺の危険の高い症例を早期に発見するための生物学的指標を同定し、

臨床応用への実現化を図る。具体的には、精神疾風の診断法・予防法・根本的治療法開発

のための臨床研究を推進する(大規模ゲノム研究に向けたゲノムサンプル収集、大規模コ

ホート研究及び臨床研究、高度な臨床試験の知識と経験を持つ治験責任医師及び Clinical

Research Coordinator (CRC)の育成、精神疾患プレインパンク構想)。精神疾患の病態解

明、新規治療法の開発、開発された治療法の大規模研究による検証、治療法の均てん化に

関する研究に対する調査研究費を大幅に嬬額する。精神疾忠研究に携わっている研究者の

数の圧倒的な不足や、競争的資金の精神医学領域への研究費毘分の少なさ(たとえば文部

科学省科学研究費データベースによると、がんは 124.8億円に比してうつ、双極性障害は

3.3億円)等の問題を是正し、日本における生物学的精神医学研究の質的・量的な層の薄さ

を改善する。特に、1)臨床研究を実施している大学医学部の精神医学講座、国立精神・神

経医療研究センター、国立病院機構および大学付属病院精神科における研究活動支援、 2)

向精神薬の臨床治験を行っている医療機関への人的支援、 3)精神疾患の病因・病態解明に

関連する諸学会において研究を推進するための基盤づくり(たとえばプレインパンクを構

築する等)に対する活動支援、 4)倫理的配慮を持ちつつ臨床研究を実施し、多様な臨床精
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神医学的なエピデンスを発信することのできる人材を育成するための大学院教育の充実と

大学院生への経済的支援を具体的に実施する。また、自殺行動と関連する神経生物学的背

景の理解を推進し、より適切な自殺予防対策を可能とするため、自殺された方の脳を保管

し研究することについて、国民的議論を進めていく。

一般住民や医療従事者に対する精神疾患に関する啓発は以前と比較して進展してきでおり、

患者が薬物療法を受ける機会が増えたと思われる。しかし、適切な薬物療法が過不足無く

行われているとは言いがたく、逆に不適切な治療が有害な場合もあるため、未だに十分な

自殺予防効果が現れていないかもしれない。これらの問題をさらに克服するために、精神

科医療従事者、精神保健相談窓口担当者が薬物療法を適切に説明できるモデルを開努し、

知識の普及、啓発を図る。

精神科医療従事者に対して精神科薬物療法に関する知識を安定的に供給する。

精神科医療従事者に対して、自殺予防技術の研修を実施する。

医療施設等において自殺企図が生じた場合、ポストペンションの観点からも、再度の自殺

を予防するという観点からも、家族、関係者、施設内の医療安全委員会、さらには外部委

員による事故防止委員会等の開催が必要となる場合があるが、これらにおける個人情報の

取扱の取り決め等についての検討が必要である。

アルコール・薬物の乱用・依存:

アルコール・薬物の依存・乱用に関連した自殺を予防するためには、まず医療機関による

適切な治療が必要であるが、対応可能な医療機関が不足した状態にある。これは、依存症

者が様々な不適応行動や問題行動を示すために治療機関の負担が大きく、それに比して診

療報酬が低いためであろう。アルコール・薬物の乱用・依存の治療法を開発し、開発され

た治療法を多くの医療施設で実施可能とするために、アルコール・薬物の乱用・依存に対

して質の高い治療を行う医療機関を増やすとともに、診療報酬の改訂や医療技術者を対象

とした研修等を実施する。

アルコール・薬物の乱用・依存の治療と連携して、家族に対する相談支援体制の整備、強

化や、司法機関と連携した継続的な治療プログラムの提供、民間回復施設と連携した継続

的な治療プログラムの提供体制を構築する。また、単身であったり、社会的に孤立してい

るといった、依存・乱用の背景にある問題に対応するため、通所・入所施設等の社会的サ

ポート体制を含む回復環境を整備し、利用可能とする。

アルコール・薬物の乱用・依存と他の精神障害の併存は非常に高率であるため、これら障

害に対する適切な治療・支援を精神科医療機関が可館とする体制を構築する。

アノレ主ーノレ・薬物の乱用・依存に関する実態調査を全国規模で実施する。

アルコール・薬物の乱用・依存やこれら障害との重複精神疾患等に対する治療法を開発す

る。
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精神科医療や、地域精神保健の充実等の二次予防施策だけでなく、一次予防としてアルコ

ールや薬物等を入手しにくくする等の対策が必要である。教育、啓発を実施するとともに

アルコール関連公告の規制や、酒造企業や国・地方公共団体と協調した活動が必要である。

アルコールや薬物だけでなく、ギャンプノレ等の依存も自殺の危険性との関連が示唆されて

いる。ギャンプノレ等による依存に関連した自殺に関する知見を収集し、介入法を開発する

とともに、依存症全般への社会的な関心を高める方策についての検討をすすめる。

パーYナリティ障害:

パーソナリティ障害の自殺関連行動を減少させるエピデンスが確認された治療法を、積極

的に導入していくために、海外で検証された治療法をもとに、わが国で効果的かっ現実的

に実施できるよう修正し、モデル事業を実施し評価を行う。その際、単にパーソナリティ

障害治療の専門医療機関を設置し、治療法の開発・評価を行うだけでなく、豪州の例にも

見られるように、その専問機闘が地域の困難事例の支援においてパックアyプ機能を果た

せと5ような支援の枠組みを構築し、専門医療機関外での地域支援を組み合わせる方法を検

討する。

摂食障害:

摂食障害は、自殺を含めその後の致死率が高いことが知られている。摂食障害の治療は難

渋するケースが多く、外来でも入院でも人と時聞がかかるため、平成22年度の医療費改訂

で、摂食障害入院医療管理加算が新設され、初めて保険点数からの支援が始まった。しか

し、摂食障害に対する、予防、相談窓口、専門医療機関、アフターケア、さらに、治療の

専門家養成と新しい治療技術開発のためのセンター病院の体制づくり等、疾忠への対策は

遅れている。摂食障害の原因の一つである、行き過ぎたダイエットブームに対して警鐘を

鳴らす機関や予防体制を構築するために、摂食障害の入院治療、外来診療への医療保険制

度を改善し、摂食障害センター病院を創設するとともに、精神保健福祉センター等による

地域支援機能の明確化と財政的支援を実施する。

気分障害(うつ病、双極性障害等)

これまでの大綱に掲げられたうつ病に対する対策を更に拡充させる。

一定の効果が実証された科学的根拠に基づく気分障害に対する治療法は薬物療法のみでな

く、認知行動療法、問題解決療法、対人解決療法等が開発されており、これらを集約的に

実施できる環境の整備が急務である。これら治療を十分に受療可能とする精神科医療サー

ピスの量を増やし、質を向上させる努力が必要となる。

うつ病等により、新たに受診する患者を遅滞なく診療する体制の整備が必須である。

気分障害としてはうつ病だけでなく、その他の障害に対する適切な対応のための体制整備

が必須である。双極性障害はその自殺リスクが極めて高いことが知られており、双極性障
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害の予後を改善し自殺を防止するためには、その啓発、診断への援助、診断後の支援の系

統的な確立を進める。

適応障害:

適応障害という診断基準は、専門家の聞でもその定義について議論の余地が残るが、救急

医療場面に搬送された自殺に関する研究から、適応障害の診断の付く自殺未遂者が多いこ

とが示されている。自殺の直接の原因となる精神障害の背景には、金銭問題、健康の問題、

孤独の問題、職場の問題等様々な問題があり、そのために適応障害をきたし、自殺にまで

追い込まれる例がある。一次予防としてこれらの問題への対応および学校教育等の場面に

おける問題解決技法等の習得も重要であると共に、精神科医療場面において適応障害の背

景にある問題に対して適切に対応できるよう、診療報酬等の体制を整え、精神保健福祉士、

社会福祉士、心理士等を臨置・活用することが必要である。

統合失調症

気分障害と同様に、統合失調症も自殺のリスクの高い疾息であるため、これまでに大綱に.

掲げられ実施されてきた施策を更に拡充させる。

自殺を含む予後の改善には、統合失調症の早期発見の方策として啓発や診断法の開発が必

須となる。

わが国の高齢化している入院統合失調症愚者の脱施設化を地域の受け皿のないまま進める

と、自殺の危険が極めて高い群となり得ることに十分留意し、統合失調症等の精神障害、

特に高齢者の場合に対応できる人材を育成すると共に、緊急避難的に支援を提供する施設

を地域支援の中に組み込む。これらを可能とする予算を割り振り、支援技術を習得した人

材を配置する。

総合病院精神科:

うつ病の初期症状は、ほとんどが身体症状を合併していることが多く、身体科を受診する

患者の割合が多い。自殺の危険性の高い人を早期に治療に導入させるために、総合病院精

神科の充実強化を図る。

救命救急センターを有する総合病院における精神科医の確保および精神科医がいない施設

では他科医師・コメデイカルが確実に自殺未遂者を精神医療につなぐための技術習得に向

けた取組を行うとともに、救急医療の場で精神医療へのアクセスを確保する。救命救急セ

ンター専属精神科医、看護師、社会福祉士等を記置、増員できるように診療報酬で配慮す

る。

がんに加え、他の身体疾患に対するコンサルテーション・リエゾン医療に対する診療報酬

を設ける。がん患者や身体疾患を抱える精神疾患患者のケアについては、総合病院精神科

が担っていることが多いため、総合病院精神科の診療体制を強化する。精神疾患を抱える
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息者の身体疾患治療や緩和ケアにおいても総合病院精神科がその役割を担っているo また、

救急医療施設に搬送された自殺未遂者のケアも総合病院精神科が担うことが多い。この観

点からも総合病院精神科の診療の強化・充実が重要である。

総合病院において、精神科医の配置だけでなく、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、

薬剤師、心理士等の自殺予防に関する支援技術を習得した人材を養成し、その配置・活用

の維持・充実を図る。

向精神楽の過量服薬

精神科救急、一般救急、精神科医療において対応すべき事項にも該当するが、精神科等に

より処方された向精神薬を過量に服薬することによる自殺が救急場面において問題となっ

ている。精神科による薬物療法の適正化のための研修や薬物療法以外の、精神保健福祉士、

社会福祉士、心理士等による心理社会的支援の提供体制を充実させ、適切な薬物療法の実

施と薬物管理を可能とする体制の構築が必要である。

処方された向精神薬の多くが院外の調剤薬局で受け取られていることを考慮すると、調剤

薬局に勤務する薬剤師が一定の役割を担える可能性が示唆される。薬剤師による向精神薬

の過量服薬による自殺予防の効果を今後、検証する。

ii) 地域精神保健

精神障害を抱えた生活困窮者に対する効果的な支援方法を開発するために、わが国の無職

者の自殺の背景要因をさらに明確にしつつ、実践的な支援方法を開発、モニタリング、評

価していく仕組みを構築する。

保健、福祉、司法、医療のネットワークを整備するとともに、精神疾患の自助グループや

家族会、断酒会等との連携を図る。また、このような団体が自殺予防の重要な一翼を担っ

ているという認識をネットワーク内で共有する。

地域精神保健・福祉体制を充実させ、アウトリーチを可能とする人材に対する予算措置、

診療報酬の改訂を実施する。また、地域の保健師、地域精神保健を担う保健所保健師を増

員し、地域精神保健の充実を図る。

精神疾患をもちながらも精神医療等のメンタルヘルスサポートを受けていない場合、精神

疾患とまで診断はできないがメンタルヘルスが損なわれている場合、あるいはメンタルヘ

ルスサポートを受けているが危機的な状況においてはサポートが受けにくい場合を対象と

して、住民が気軽に相談でき、危機的な状況においてすぐにサポートが受けられ、必要に

応じてアウトリーチサービスを受けられる地域精神保健ネットワークを、行政・住民・専

門家が共同で構築する。

精神保健上の問題を抱えているが支援を受けにくい状況にある場合にはアウトリーチによ

る支援の提供が必要となるが、人権の問題や個人情報保護の問題から、これらの対象者に

支援を提供しにくい場合や、そもそもそのような支援を必要とする人が発見されにくいと
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いう問題がある。これらの問題を改善するためにも、関係諸法の整備等についての議論や

整理が必要である。

精神保健上の問題に対して早期の受診や介入が困難な海外在留邦人への支援の枠組みにつ

いて検討していく必要がある。

iii)心理士

心理士の国家資格に関する議論を解決し、自殺予防に資する質の高い人材を養成する。

iv) 様々な組織内における精神保健

刑務所に収容されている者は自傷行為や自殺企図の経験者が多く、刑務所収容により社会

的な信頼や関係性を失っていることが少なくないことから、自殺のリスクが高い一群であ

る。したがって、法に則って定められた社会的責任を果たしてもらうためにも、またその

後の人生において社会に貴重な貢献のできる人材を失わないためにも、自殺予防に取組む

ことが重要である。

(ウ)精神保健上の問題を介して、もしくは間接的に自殺の背景にある問題に関わる専門

領域

i) 身体的健康上の問題、かかりつけ医療機関での対応

医学部教育、研修医教育に対する自殺リスクや精神疾患の評価と対策についての教育を充

実させる。一般身体疾患患者における自殺ハイリスク群の背景の理解(うつ病等の気分障

害やアルコール問題、パ-yナリティ障害、摂食障害との関連等)や、コンサルテーショ

ン・リエゾン活動の中での精神科との連携を経験する等のより実践的な教育を実施する必

要性を明確化する。

身体疾患診療科:

慢性的な身体疾愚や致死的ながん等は自殺のリスクや精神疾患の合併リスクを高める。身

体疾患と関連する自殺を予防するために、身体疾患の診療科における自殺と関連する危険

因子を明らかとするための調査研究を実施し、身体疾患の診療場面(身体科診療科、かか

りつけ医療場面等)におけるうつ病等の気分障害、アルコール・薬物の依存・乱用等の効

果的なスクリーニングと対応法を開発する。これらを実施可能とするための予算を措置し、

診療報酬を改訂し、研修・講習を実施する。

がんに加え、他の身体疾患に対するコンサルテーション・リエゾン医療に対する診療報酬

を制定する。

身体科診療科、かかりつけ医療従事者が適切に精神疾患・精神科治療を説明できるモデル・

資材を開発する。
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医療従事者と患者との良好な治療関係の構築、自殺予防に向けたコミュニケーションスキ

ルの習得のための研修会を実施する。

がん専門医、緩和ケア医、その他の身体疾患専門医、看護師の精神症状評価能力を向上さ

せるための研修・教育を実施する。

看護師等が使用可能な自殺リスク評価法を開発し、その効果的な利用を促進させる。

がん患者と患者の遺族の抑うつ状態を早期に発見し専門医による適切な医療を提供するた

めに、地域のがん診療拠点病院にがん患者の抑うつや遺族の心のケアに精通した精神腫痕

医を記置し、予算措置を講じる。また、医師のみでなく心理士、保健師、社会福祉士等の

育成と毘置に予算措置を講じる。がん以外の身体疾患についても同様の体制を構築する。

そのために、現在不足しているがん医療や身体疾忠治療に精通した精神保健の専門医(精

神腫窮医、精神科医、心療内科医)の育成のために、大学医学部に精神腫溺学講座や必要

な講座を設置する。

うつ病を合併したがん患者における自殺の危険因子を明らかにし、自殺の予防、適切なケ

アの提供に関する研究を行う。また、がん等により家族を亡くした遺族のケアの在り方に

関する研究を行う。

(※がんに焦点を当てた記述が多くを占めるが、循環器疾患や糖尿病等のその他の疾患に

ついても同様と考える。)

かかりつけ医療:

かかりつけ医療場面において、うつ病等の気分障害、アルコール・薬物の依存・乱用等の

精神疾患や自殺リスクの評価を行い、必要に応じて適切な対処を行う。そのための研修方

法開発と効果検証、整備と実施に必要な予算措置を講じる。その上で、研修等を通じて技

術を習得した医師の診察に対して診察点数の割増制度等を新設する。

かかりつけ医療場面において精神疾患に対する薬物療法を適切に説明できるモデルを開発

する。

医療者の養成課程においてうつ病等の気分障害、アルコール・薬物の依存・乱用等の精神

疾患や自殺に関する教育を実施するよう、カリキュラムの改定を検討し、実施のための人

的支援と予算措置を講じる。

地域ネットワークのーっとして、かかりつけ医療と精神科医療の連携を強化するとともに、

うつ病等の気分障害、アルコール・薬物の依存・乱用等の精神疾患や自殺のリスクのある

，患者に適切に介入できる医療者、心理士、保健師、ソーシャルワーカーを育成し、配置す

る。

地域のネットワークとして、専門医に対してかかりつけ医等から精神疾忠忠者や自殺のハ

イリスク者を紹介する制度を設けて、診療報酬にも反映する。

心療内科領域の疾患における自殺Pスクに関する臨床的検討や研究を推進するために予算

を講じる。
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自殺の背景要因になりうる運動器の障害や慢性疹痛が、身体的な問題以外にどのよヲな社

会的問題、心理的影響を引き起こすかに関する調査を行い、心理療法や学際的治療に対す

る診療加算等、保険診療上の改善策を講じるとともに、慢性疹痛診療のためのセンターを

全国各地に設置し、社会的支援システムの構築・整備を目指す。

慢性疹痛等の治療にも使用される麻薬系鎮痛薬(オピオイド)や向精神薬の乱用を防止す

るためのガイドライン作成等の対策を講じる。

ii) 地域保健

アルコール・薬物の乱用・依存の病態は多様であり、医療機関の対応だけでは不十分であ

る。アルコール・薬物の乱用・依存症の自殺者の場合、社会的、家庭的な関係が破錠し、

孤立を深め、経済的にも様々な障害のため困難な状況に陥っている。そのため、アルコー

ル・薬物の乱用・依存症の観点からも保健・福祉・司法・医療に加えて断酒会、 AA、NA等

の自助グループを含めた地域ネットワークの強化が必要である。

後期高齢者の増加とともに、単身、要介護、慢性疾患、精神障害、認知症、生活困窮等の

複合リスクを抱え、社会的に排除され、孤立する傾向を持つ高齢者が増加することが予測

される。特に、今後急速に高齢者人口が湘大する大都市及びその周辺地域において、複合

リスクを抱える高齢者の暮らしを支援する住民活動や NPO等の民間団体の活動を行政や学

術団体で支援する枠組みが必要となるため、これら活動を普及させるための取組が重要と

なる。

社会的包摂の理念のもとに、社会的に排除されがちな人々を包摂していくような総合的な

政策の構築が求められる。具体的には、社会的に排除されがちな人々(例えば、非正規雇

用労働者や母子家庭等)が、医療保険制度、雇用保険制度、生活保護制度等の社会保障制

度を十分に活用できない現状を改善するため、制度面での見直しを図る必要がある。

ソーシヤノレ・キャピタノレ、ソーシヤノレ・サポート等の概念で研究されてきた地域の人々の

つながり(ソーシヤノレ・コネクテッドネス)の強化と自殺のリスクや精神疾患の早期発見、

早期治療との関連が指摘されている。そこで、傾聴ボランティアの養成と活動体制の整備、

傾聴ボランティア等の支援者のスーパーピジョンを行う人材の育成と体制の整備、自治体

活動の強化、民生委員や保健推進員、各種民間団体、企業等のボランティアに対する教育

と活用をすすめる。これまでのわが国の自殺対策は、自殺予防は社会全体の課題であると

して、国民全体の気づきを高めるための取組を重視してきたが、自殺予防の効果を上げる

ためには、自殺の危険因子を多く抱えたハイリスクグループ(例えば、生活保護受給者、

虐待事例の背景にある複雑な問題を多く抱えた家族の支援等)に向けた対策を強化してい

くことが望まれる。生活困窮や就労困難の背後にある問題に対して効果的な支援方法を開

発すること、及び、精神障害等を抱えた生活困窮者に対する効果的な支援方法を開発する

ことを目的として、生活保護受給者、虐待事例の背景にある複雑な問題を多く抱えた家族

の実像を把握する。また、無職者の自殺の背景要因をさらに明確にする。
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自殺電話相談窓口(仮称) (コールセンター)を設置する。心理士の雇用先として、 fいの

ちの電話J等の活動を支援・強化する。

iii)就業、職域の問題

社会経済的に不利な立場にある者の自殺予防のために、社会的、経済的に支えるためのセ

ーフテイネットを強化する。特に失業者の自殺対策のために実施されているハローワーク

におけるヲンストップサーピスの利用状況等の実態を把握し、自殺対策を推進する上でよ

り効果的な政策となるよう見直す。

職場環境の改善を推進するために、行政がメンタノレヘノレス対策の中核のーっとして職場環

境改善を位置づける。

事業者の安全毘慮義務の重要性に関する理解を促進させ、事業者が積極的にメンタノレヘル

ス対策を実施するよう、行政主導で対策をすすめる。

これまで、職場のメンタノレヘルス対策として、教育研修がその中核に位置づけられてきた。

特に、管理監督者教育が職場のメンタノレヘルスにもたらす有効性については知見が蓄積し、

既に教育研修資材も開発されている。これらを活用した職場において管理監督者に対する

教育研修の一層の推進を図る。特に従業員が 50人未満の小規模事業場を含め、メンタノレヘ

ルス対策を重点的.に推進させるための予算を講じ、事業を実施する。また、教育研修の方

法論や活用される資材の適切さ、有用性をさらに評価し、業種、形態、規模、教育研修の

時間枠等によっていくつかのモデルを考案し普及を図るとともに、 eラーニング等の自主的

な向上のためのインフラを整備する。

正規労働者だけでなく非正規労働者、失業者等の精神医療へのアクセスが困難な人に対し

ても、産業精神衛生に精通した産業医等と連携して精神科医が自殺予防対策を講じること

ができるような体制を検討し、実施する。精神科専門医が事業場内の産業医等の産業保健

スタッフと適切に連携協力できるように精神科医に対して産業精神保健についての研修や、

産業保健スタッフと精神科医の相互理解を図る交流会等を実施すると共に、労働者のメン

タルヘルスをめぐる関連の学術学会の交流を促進する。

産業医等の産業保健スタッフに対して自殺予防や精神保健に関する知識や技術等を高める

教育・研修の充実を図る。

各都道府県に設けられたメンタノレヘルス対策支援センターを窓口として民間のメンタルヘ

ルス相談機関の登録相談機関制度が実施されているが、登録機関数が頭打ちの状態にある。

また、障害者職業センターによる精神疾患による休業者を対象としたリワーク事業や民間

の医療機関による類似のプログラムが実施されているが、これらの利用可飽な資源、の有効

活用を推進するために、資源を見直すとともに充実させ、事業所等に対してこれら資源を

周知する。

職域において自らの、更には上司や同僚が互いの精神保健上の問題を早期に気付き、適切

な支援を提供するための教育研修を導入する。
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うつ病等の精神障害による休職期間等の制度を、自殺対策の観点から再度検討し直す。

労働者の自殺あるいは希死念慮の背景要因、メンタノレヘノレス不調と関連の深い職場のスト

レス要因及びそれらの緩衝要因に関する大規模調査研究を実施する。職域において、精神

障害の発症そのものを抑制する一次予防策を実施可能とするための発症要因やハイリスク

者の同定法、予防法開発と効果の検証といった研究が必要である。

職場における自殺発生後の対策(ポストペンション)のあり方についての研究を立ち上げ

る。

iv) 教育および教育上の問題

現在の大綱では青少年 (30歳未満)についての記載において『児童生徒j という文言で表

現されており、主に小学校、中学校、高等学校における対策として書かれている。大学等

の高等教育場面での総合対策について明確に言及することが必要である。学生の心理社会

的な発達状況と大学における危機的状況の発現状況についての実証的な研究を進め、個人

・対応ならびに大学コミュニティとしての総合的な支援策についてのモデル開発を促すよう

予算を講じる。

大学等の高等教育機関において自殺対策を含めた心理的発達的な支援の環境を改善するた

めに、当事者や関係者にさらなる負担をかけない配慮を十分に講じた上で、各大学におけ

る自殺関連問題やその対応についての情報公開を促す。また、各大学が危機介入・学生支

援体制の充実化をはかるよう提言を行うとともに必要な予算措置を講じる。

うつ病、自殺予防に関する教育を義務教育に取り入れる。

アルコール・薬物の乱用・依存に関する教育を学校で実施する。しかし単にそれを戒める

だけでなく、依存に陥る過程や、依存による精神・身体的変化、依存に陥った者の回復を

含めた教育内容が求められる。

文部科学省による「教師が知っておきたい子どもの自殺予防Jマエュアルが作成されてい

るが、自殺リスクが高い子どもにのみ焦点をあてたもので、世界保健機関の自殺予防の手

引きが「教師と学校関係者の心の健康の強化Jや「生徒の自己評価の強化Jにまで言及し

ているのとは対照的に、一次予防に関して対応法が乏しい。青少年の自尊感情およびスト

レス対処カを高めることを目的として、様々なこころの健康授業を軸に教科の学習と連携

して、他者や自分の感情を言語的に理解し表現するカの獲得、論理的な問題分析と解決の

カの獲得、地域の社会資源や制度の理解等を深める。そのために、教員研修と保護者への

研修・啓発活動を推進する。また、これに必要な情報収集や、調査・研究を推進する仕組

みを充実させる。

現状では、メンタルヘルスおよびストレスマネジメント等に関する心の健康授業は保健体

育に位置づけられ、学習指導要領上、僅かな時間しか組まれておらず、実施が困難との意

見がある。学習指導要領の改訂について議論を進めるとともに、心理士等の資格を取得し
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た教員やスクーノレカウンセラーが共同して心の健康授業を実施する体制について検討を行

フ。

高等教育機関(大学、専門学校)において学生相談の拡充、学生相談につなげる学肉体制

の整備(協働・連携)、担任制度の導入と教職員に対する研修の実施、精神的健康や自殺予

防に関わる学外機関との連携、授業や講演会を通じた啓発活動(自殺予防や飲酒・薬物乱

用防止等)を実施するために、カウンセラー設置のための予算措置を講じるとともに、学

生の危機介入や自殺予防に関する学外機関との連携モデル事業を実施し効呆を検証する。

これに必要な情報収集や、調査・研究を推進する仕組みを充実させる。

大学等の教育機関において、自殺予防ガイドラインを作成し、自殺予防への取り組みを強

化する。

教師、保護者向けの自殺予防教育を実施する。生徒向けの自殺予防のための教材を開発し、

モデル校において効果検証等を実施するための予算を講じる。

複雑な問題を抱えた児童・生徒の大人に対する援助希求能力を高めることを目的として、

海外で開発され、すでに効果が検証されている自殺予防教育プログラムを系統的にレビュ

ーした上で、わが国で実施可能な自殺予防教育プログラムを開発する。その後、幾つかの

学校をモデルとして施行し、その効果を検証した上で全国の学校に均てん化を図る。現状

の学習指導要領では、こうした教育プログラムを学校のカリキュラム内で実施することが

難しいため、学校での教育プログラムを地域の社会資源と連携した形で実施することが容

易となるよう、学習指導要領の一部改訂も考慮する。

小・中・高等学校において自殺予防教育の導入が進みつつあるが、教育を担う担当者の人

材が十分に確保されたとは言いがたい。心理士等の人材の活用が望まれる。そのためにも、

学校における個々の健康づくりの取組事例を調査し、比較検討・評価する必要がある。

小・中・高等学校において児童・生徒に心的外傷を生じかねないような事件、事故が発生

した場合の危機介入チームをすべての都道府県に設置し、学校での緊急事態を支援する体

制を構築する。 a

v) 社会的少数者(マイノ Pティー)の直面する問題

性同一性障害や性別違和感を抱える人、性的指向を理由に社会的偏見にさらされる人(性

的マイノリティー)では、うつや神経症等の精神科合併症の率が高く、自殺念慮を抱える

ことも多い。自殺念慮の発生時期の第 lのピークは、第 2次性徴による身体の変化による

焦燥感、中学での制服の問題、恋愛の問題等が重なる時期の思春期のため、学校での対応

として、性的マイノリティーの子どもへの支援、在校生全体の多様な性への理解を深める

ための教育、それぞれの家庭での理解を促進するために、保護者への性同一性障害や性的

指向に関する情報提供を実施するとともに、学校や専門医療施設が協働する体制を構築す

る。また、自殺念慮の発生時期の第 2のピークは、就業、結婚等の問題で困難を感じる社
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会へ出る前後のため、企業や地域社会において、正しい知識を啓発し偏見や誤解を解消す

るためのジェンダーやセクシュアリティの視点に立った人権研修等の取組を実施する。

医師や看護師等の医療従事者、学校や企業のカウンセラー教育等の教育カリキュラムの中

でジェンダーやセクシュアリティに関する問題に対応できる人材を育成する。

既存の公的サ}ピス利用に関する情報を提供すると共に、性同一性障害や性的指向に関す

る市民相談サービスを設置する等、公的な相談機関において適切に対応できる体制を整備

する。同時に、公的サーピに従事する職員への研修を実施する。

vi}自死遺族支援

自死遺族の支援のあり方について、検討を重ね、よりニーズにあった支援が提供できる仕

組みを整える。

自死遺族に対するケアシステムの構築と支援者の養成に対して予算を講じる。自死遺族や

それを支える人々に対する研修会を開催する。

様々な専門職が自死遺族に対する対応やケアを学ぶための研修や教材を開発し、提供する。

自殺が生じた会社、施設、病院内で、事後対応のための研修会を開催する。

vii)母子保健

母子保健の領域においても様々な心理社会的問題を抱えやすく、精神保健上のケアの提供

が自殺予防に資する。産前・産後とも、うつ病等の精神疾患に擢患しやすい時期であり、

適切なケアの提供が必要である。

周産期には、気分障害や精神病性障害等が発症、再燃・再発しやすく、医療による対応が

必要な場合が多い。これらに適切に対応するために総合周産期母子医療センターに精神科

医を配置する。産後にうつ病の発症リスクの高い妊婦に対する対人関係療法の効果が報告

されており、効果の検証を行うと共に実施の体制を整備する。

viii)介護

認知症の家族を介護する人に抑うつ・うつ病が多いことが知られている。また、認知症だ

けでなく、がん等の身体疾患の介護を担う家族の負担も非常に大きいことが知られている。

介護に伴う負担を軽減させる施策を実施するとともに、介護者の精神保健上の問題につい

て早期に発見し適切なケアを直接提供する仕組みづくりが必要である。

ix) 法律上のトラブル等の問題

多重債務等の背景に精神保健の問題のあるケースの支援では、法的支援と精神保健の支援

の連携が必要であり、そのような連携を可能にする研修や交流の場を普及する。

一部の自治体では、多重債務問題への取組として、消費生活相談の担当者をキーパーソン

として、市役所の様々な部署の職員が借金をかかえた市民の生活再建の相談に乗る等、市
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民重視のヲンストップサーピスを行っている。そのような相談支援の普及を図るとともに

効果の検証を行う。

。から説。の領域においても、自殺のハイリスク者と産接対応する場面が必然的に生じるた

め、自殺防止に直接関わる(自殺の直前・直後に関わる)専門領域で必要とされる技術や

知識を習得、もしくはこれらの領域の専門家と密接な連携体制を予め作っておくことが必

要であろう。

x) 家族の問題

様々な自殺のリスク要因を抱えた家族への支援を充実させる必要がある。特に、思春期の

自殺関連行動には、自殺行動の家族歴、親の精神障害、家庭内の葛藤状況といった様々な

家庭内の要因が関連していることが明らかになっている。また、多くの先行研究において、

幼少期の被虐待経験は将来の自殺リスクを高めることが報告されている。虐待の世代関連

鎖といった問題を考慮すれば、こうした家族の問題に対して早期に適切な介入を行ってい

くことが、将来的な自殺の予防に寄与する。

xi) 住居の問題

ホームレス状態を含む生活困窮者は、精神保健の問題をかかえている場合が多く、-自殺の

ハイリスク者も多く含まれている可能性がある。「精神的健康状態の不良Jr住まいの欠如j

f相談によるサポートの不足Jは、生活困窮者の自殺関連行動の重大な関連要因とされて

おり、そのような生活困窮者を対象に、「住まいの支援j と「日常生活支援Jを総合的に提

供できる支援団体を育成・支援する。

支援付き住宅等による支援を福祉政策と住宅政策の連携により促進させる。

xii) 独居・孤立の問題

独居、孤立が、特に高齢者において問題となっているo 衣食住等の基本的な生活を保証す

るとともに、身体的、心理社会的な支援が十分に得られる体制を構築する。

(エ)広く社会の協カを得る領域

i} 精神保健上の問題に関する啓発

一般住民に精神疾患、精神科治療(薬物療法やその有効性等)に対する正しい知識を普及

させる。学校、職場、地域での精神障害や自殺予防についての啓発を行う。アルコール・

薬物の乱用・依存も、自殺の原因疾息として、うつ病と同様に認知される必要がある。例

えば、アルコール・薬物依存の予防教育の場合、アルコール・薬物の使用を戒める内容だ

と、当事者の社会復帰を臨書する危険性もあるため、その過程や精神・身体的変化、回復

過程等を含める等、効果的な啓発法を開発し実施する。

110 



保健所、精神保健相談窓口等において適切に精神疾患、精神科治療を説明できるモデル・

資材を開発し、適切なアクセスを高める。

国民一人あたりの飲酒量を減らす、多量飲酒者を減らす、未成年者の飲酒を防止するため

の活動を実施する。

マスメディアにおける精神疾患、精神科治療の正しい報道を可能とするマスメディア関係

者に対する研修等を実施する。

インターネットを含めたメディア上の自殺に関連する有害な情報(自殺の具体的方法等)

を規制する、情報へのアクセスを制限する。そのために必要な自殺方法等の自殺に関連す

る情報を検出するための技術の開発、フィルタリングの普及促進、およびこれらのための

法的な整備を進める。

アルコール・薬物の依存・乱用、摂食障害、児童虐待等の問題と自殺の関連について、精

神科および精神科以外の医療従事者にも教育・広報活動を行う。依存・乱用を合併した他

の精神疾息では自殺Pスクが相加的に高くなるため医療従事者や依存症に関わる関係者を

中心に知識を普及させる。

中高生向けに、アルコール・薬物の依存・乱用、摂食障害等の問題と自殺の関連について、

パンフレyトを作成する等、教育・広報活動を行う。

国民一人あたりの飲酒量を減らす、多量飲酒者を減らす、未成年の飲酒を防止する、憂う

つや不眠への不適切な対応や不適切なストレス対処としての飲酒を減らすことを目的とし

た教育、啓発を実施するとともに、アルコール関連広告を規制する。酒造企業や国・地方

公共団体と協調した適正飲酒を提案するキャンペーンを展開する。

自殺の手段へのアクセスを制限するための具体的な措置を講じる。

ii) 間接的に自殺の背景に関わる問題に関する啓発

マスメディアによる自主的な自殺の報道ガイドラインに関する検討を促進させるとともに、

メディア領域の中で社内研修等の自殺対策研修を実施する。

高齢者の自殺の一次予防活動として、複合的なリスクを抱える高齢者の暮らしを支援して

いる住民活動やNPO等の民間団体の活動を行政や学術団体で支援する枠組みを作る。

保健所、保健福祉センター、地域包括支援センター、医療機関等の聞で連携体制を構築し、

うつ病スクリーニング等により地域の高齢者の精神障害を早期に発見し、保健師や看護師

のアウトリーチを含めた心理社会的ケアを提供し、適切な医療機関への受診勧奨を含む地

域介入を自治体として実施する。同時に、保健福祉センターや地域包括支援センター等の

相談窓口を開設し、これら関連機関によるケースカンファレンスを開催する。また、これ

ら機関における人材養成として研修・教育等を実施する。

様々な場面を利用して、ストレスマネジメントとして適切なストレス対処と不適切なスト

レス対処(例えば過量餅酉を含む)に関しての教育を実施する。
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地方自治体では、傾聴・共感等の基本的技術の研修を実施しているところもあるが、数回

の講演や講義ではボランティア養成にまで達しておらず、全国的な規模での展開にも至っ

ていない。傾聴ボランティア団体の立ち上げを支援し、活動が継続できる環境を整備する

必要がある。そのための予算措置等の環境整備に取り組むとともに、自治会長、民生委員、

保健推進員等の地域のキーパージンへの研修の実施や地域住民への啓発を介した地域づく

り、心理士等による傾聴ボランティアのスーパーピジョン等を組み込んだモデル事業を実

施し、効果を検証するための研究を実施する。地域自殺予防活動に関する大規模調査研究

の結果を活用できるよう予算措置を講じ、これら結果に基づく対策の均てん化を図る。

(オ)自殺総合対策のモエタリングと評価

ワンストップサ}ピスのような「失業によって生活に困窮し、自殺のリスクが高まるJと

いう無職者理解を前提とした就労支援や経済的支援等、現在既に取り組まれている支援の

枠組みをモニタリング・評価する仕組みを構築し、自殺予防に資するものであるかどうか

科学的に実証するo

自殺未遂者数の把握等、自殺と関連する既存のデータを利用可能とするための法整備や基

準を整える。厚生労働省、警察、保健所等の統計情報を適切に自殺予防に活用する。

(カ)調査研究の推進

総合病院、精神科病院等における自殺未遂・既遂の実態を調査する。その中で、適切な予

防的対処がなされなかった要因を明確化する研究を推進する。

適切な遺族ケアのあり方を明らかにするための研究を実施する。

電話やインターネット等のメディアを利用した自殺への危機介入については研究方法の難

しさもあり、科学的根拠に乏しいが、-自殺多発地点にこうした危機介入サーピスの案内を

置くことによる自殺の減少を示唆する研究は多く存在する。そこで、地域社会におけるコ

ミュニティーネットワークの強化と活用に加えて、インターネット等の新たなコミュニケ

ーションモダリティを介した危機介入モデルを確立し、その有効の検証、実施ボランティ

アへの教育効果等の検証を行う。

現在も自殺予防に関する科学的な根拠を得るための研究が世界中で、また日本においても

実施されている。新たに、より確かさの強い科学的根拠が得られた場合にはその活動をす

みやかに実施に移すことを可能とするために、科学的根拠の収集、提言を行う機関の充実

を図るとともに、提言を受けた機闘が実施に移す過程をモニタ Pングする上位機関を設け

る。

自殺予防に特化した大規模研究費を創設する。

失業率と自殺の関係は都道府県単位で計算すると小さいが、政令指定都市に限るとその相

関係数が高く、逆に小規模集落においては失業率単独で説明できる自殺は 1%未満であり、

地域により大きく差がある。地域の社会経済基盤の安定を介した自殺予防を目的とした情
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報収集、分析のために、市区町村単位あるいは二次医療圏を単位とした自殺死亡率の時系

列・横断的データ分析研究の促進支援として、分野横断的に研究機関・大学が地域情報デ

ータベースを共有・連携できる体制を確立する。

各地域の大学、研究機関において、社会経済基盤指標と.自殺死亡率の関連・変化を観察し、

地域の自殺と関連する要因の診断を行いながら、効率的な政策資源配分がなされるよう政

策目標に対して提言し、それらを公開するための体制を構築する。

出生コホートごとに特徴的な自殺死亡率の変化パターンが示されていることから、出生コ

ホート、年齢、性別、職業等、社会・人口学的属性に基づく自殺予防活動の対象者集団を

設定し、重点的に対策を施行する必要がある。知見の整理を行う体制を確立し、マクロ計

量分析、シミュレーション等を利用した学際的な連携プログラムを展開するための予算措

置を行い、具体的な対象集団を設定するために、自治体、研究機関が集中的に検討を行い、

定められた対象集団の自殺死亡率を軽減させるためのプログラムを策定する法的根拠を持

つ自治体内の協議会を設置する。実施されるプログラムの評価を外部機闘が実施する仕組

みを構成し、評価結呆を公表することを義務付ける。

レセプトの電子化を進め、それを自殺予防対策に活用できるようにする等、自殺と関連の

ある既存情報の電子化を進め、より効率的な対策が進めやすい環境を整備する。

生活保護受給者数の増加が社会問題となっているが、その自立支援と自殺予防を並行して

進めて行くために、生活保護受給者の心身の健康調査を行う必要がある。

(キ)体制構築

中長期的視点に立って寅任ある機関が国のレベノレの自殺対策を練る体制を構築する。

地域において自殺のハイ・リスク者に関する情報が得られず、支援に活用できていない。自

殺のハイリスク者に対する地域での見守り活動を充実するために、個人情報保護と支援の

連携のためのガイドラインを作成する。病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション

等が把握可能な自殺ハイリスク者、未遂者等に関連する情報を、個人情報保護に配慮して

支援に役立てる方法を検討する。

自殺死亡率の時系列・横断的データの収集、分析の結果、社会経済基盤の安定が最重要課

題として識別された自治体においては、経済、生活、保健、警察等各部門による「社会経

済基盤の改善による自殺の低減Jに関わる横断的連携のための協議会を設立し、マクロ政

策に資源配分するという決定がなされた場合には、社会経済基盤指標の改善目標値を具体

的に設定する。協議会設立や事業実施の法的根拠を明確にし、必要な場合には法的整備を

行う。

地域自殺対策センター・自殺対策情報センター等を自治体に設置する法令と予算措置を行

い、人材育成機能をもたせるとともに、地域ネットワークの形成を促進させる。また、自

殺対策に取り組む民間団体の認証と支援を拡充させるとともに、関係機関が協議会を作り
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連携を図る。また、地域において民間団体との連携が円滑に進むためのネットワークづく

りを推進する。

大綱の発表以降、自治体や各機関により、地域住民や職場の健康づくりや生きがいづくり

に資する施策が各地で進められてきたが、これら取組の中で先駆的な取組や成果を上げた

取組をほかの自治体、機関においても普及可能とするための紹介システムを整備する。ま

た、これらの地域や職場の健康づくりや生きがいづくりに資する施策に自殺対策という視

点を加味できる人材を養成するための研究プログラムを作成し実施する。

インターネット、新聞、.TV等のメディアとの連携体制を構築する。

自殺予防対策の展開には、自殺予防または遺族支援を標傍していなくても、実質的に自殺

の危険因子を多く抱えた人たちの支援をしている既存の民間団体のこれまでの取組を大切

にして、それを充実発展させていくことが望まれる。例えば、アルコール・薬物問題、児

童虐待、 ドメスティックバイオレンス、精神障害、ホームレス状態等の支援を行なってい

る団体等がこれであるが、これら団体がその活動を高め、結果として自殺予防に貢献して

いけるよう支援を強化する。
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注釈、あとがき

前提としての作成理念と作業手臓の確認

本提言の作成過程として、まず、学会からの提案を収集し第一次案、第二次案を作成し

た。この提言案について広く意見を収集し、最終案を作成した。その後、提言最終案につ

いてのシンポジウムを開催し、関連する学会、民間団体、一般の人々に参加を募り、最終

案についての意見、今後の進め方についての意見を得た。

提言の範囲と制約

本提言は、科学的根拠を基盤として作成された。しかし、自殺対策として重要でありな

がら、学会からの提案に含まれなかった領域があることに注意が必要である。シンポジウ

ムの議論の中でも、最終案には含まれていなかった項目として、ギャンブ、ル依存と自殺と

の関係性およびその領域に対する対策の必要性が言及された。この背景として、諸外国で

はその重要性が認識され対策活動についての知見が集約されている領域であっても、わが

国では学会としてその知見や背景となる科学的根拠の蓄積が充分でない領域があることが

関係しているかもしれない。今後はさらに広い学術領域の参集を促し、より学際的な視点

から、自殺対策に関する科学的根拠を構築していく必要があろう。また、自死遺族支援に

関する記述が少ないとの指摘を受けた。これについても、この領域についての学会からの

提案が少なかったためであるが、その背景には、科学的根拠に基づく安全で効果的な自死

遺族支援活動に関する知見が少ないことに理由を求めることができるかもしれない。それ

に加えて、自殺予防と自死遺族支援とではそもそもその目的や領域、活動が異なるため、

最終的な目的を共有すべき大綱の中に同時に盛り込みにくいという問題があるのかもしれ

ない。提言最終案に関するシンポジウムの中でも、自殺予防と自死遺族支援の統一性や相

互の関連性についての議論があったが、大綱において、遺族支援が初めて言及されたこと

を踏まえて、自殺予防と遺族支援の両目的を達成していく具体的な方策の検討が進むこと

が期待される。

さて、この提言は科学的根拠を踏まえた学会からの提案を元に作成されたが、その強さ

には様々な水準があることにも注意する必要がある。多くの研究で一貫して示された強い

科学的根拠を元にした活動が提案に含まれる一方で、調査研究の困難な領域では特にそう

だが、少ない知見から推測した活動も提案に含まれている。調査研究が困難な領域では、

さらにその科学的根拠を強化する努力を続ける必要があるだろ-う。

シンポジウムで生じた論点の相違

より安全で効果的な自殺予防活動を策定・実施する際には自死遺族の持つ知見を活用する

ことは重要である。そのひとつの手法として、心理学的剖検等によって自殺の原因を、よ

り網羅的に、偏りなく収集するための仕組みを作る必要があるだろう。特殊な自殺の背景
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を集積する必要性があるのと同時に、全例もしくは無作為に抽出した事例を集積し、より

一般的な自殺の背景を理解し、対策を立てることが今後の自殺予防につながる。シンポジ

ウムでも、自殺の背景にある問題に関して、一部の自死遺族の把握する、もしくは代弁者

により報告された事例だけに基づくことなく、真に声なき声を偏ることなく収集・解析、

活用するために、自殺事例の情報を科学的手法にしたがって収集する仕組みの必要性も提

案された。

提言二次案についての意見やシンポジウムでの議論の中で、 f自殺j と「自死Jという用

語の問題が取り上げられた。これらは、科学的根拠に基づいて大綱の見直しをするという

今回の取組の趣旨とは合致するものではないかもしれないが、用語の統一は、今後の自殺

対策を進める上で解決すべき問題であろう。「自殺Jや「自死Jという言葉の成り立ちを研

究し、国民の聞で十分な議論が可能となる基盤の整備が必要であろう。

まとめに代えて・今後の自殺対策のあり方についての考察

.最終提言は、科学的根拠と実施可能性に関する知見が多く集約されていることに基づき、

メンタルヘルスの問題への取組と連携した社会的支援は必須であるとの認識のもと、今後

重点的に検討すべき対策とする枠組みを示した。しかし、この枠組みに対して、すべての

自殺がメンタルヘルスの問題を背景にした自殺ではないとする意見、シンポジウムに登壇

したシンポジストの論点に該当しない自殺があるという意見、そしてメンタノレヘルスの問

題を抱えてしまうまでに追い詰められない社会を作ることが重要である、とする意見があ

った。言うまでもないことであるが、自殺とされる死は、多種多様な死で構成されており、

ひとつの対策ですべてを述べることはできない。しかしながら、自殺の直接的な背景とな

り、かっ、その社会的寄与の大きな要因への対策を優先することは、自殺対策の方向性と

しては妥当性が高いと考えられる。この際、大切なことは、何を取り上げることができ、

何を取り上げることができなかったかを明確化することであろう。提言最終案についての

シンポジウムにおいては、今回の提案作成の過程・経験を踏まえて、今後の自殺対策推進

のための学術団体と組織団体の連携づくりを進めることが合意された。この合意はきわめ

て尊いものであり、これを誠実かっ着実に実行していくことがら自殺対策基本法の目的に

ある f自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対す

る支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実

現に寄与することJにつながる。
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作成手順

参加学会

平成 24年 2月 17日までに、依頼した 88の学会のうち、 29学会から提案の提出がありま

した (50音順。一部は共同提案)。

日本アディクション看護学会

日本アルコール・薬物医学会、日本アルコール精神医学会、日本アルコール関連問題学会

日本うつ病学会

日本学生相談学会

日本救急医学会、日本臨床救急医学会

日本公衆衛生学会

日本サイコオンコロジー学会

日本産業衛生学会

日本自殺予防学会

日本社会学会

日本社会精神医学会

日本心身医学会

日本心理学会

日本心理臨床学会

日本睡眠学会

日本整形外科学会

日本精神衛生学会

日本精神科救急学会

日本精神神経学会

日本生物学的精神医学会

日本摂食障害学会

日本総合病院精神医学会

日本プライマリ・ケア連合学会

日本臨床精神神経薬理学会

日本老年精神医学会

GID (性同一性障害)学会

科学的知見の取りまとめ手順

自殺予防総合対策センターは、平成23年 3月に自殺対策に関連する学会、団体に参加いた

だき、「自殺対策推進のための関連学会等の意見交換会Jを実施しました。その総合討論の
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中で、当センターが「大綱J改正の提言もしくは試案を共同でまとめることに、参加者の

皆様から賛同をいただきました。その意見交換会に参加を依頼した学会に、以下に記述す

る方法で「現在または今後、わが国で必要な科学的根拠に基づく自殺予防活動j について

科学的根拠に基づく提案を提出していただくこととしました。そこで、自殺予防総合対策

センターでは、自殺総合対策大綱の改訂に向けた提言をまとめるためのワーキンググルー

プを設置しました。ワーキンググループの構成員を以下に列記します。

河西千秋(横浜市立大学学術院医学群(社会医学系)教授)

驚藤利和(札幌医科大学神経精神医学講座教授)

鷲藤友紀雄(日本自殺予防学会理事長/日本いのちの電話連盟理事)

高橋祥友(筑波大学医学医療系教授)

本橋豊(秋田大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座教授)

矢永 由里子(慶慮義塾大学医学部感染制御センター講師)

竹島 lE(自殺予防総合対策センターセンター長)

松本俊彦(自殺予防総合対策センター副センター長)

川野健治(自殺予防総合対策センター室長)

稲垣正俊(自殺予防総合対策センター室長)

勝又陽太郎(自殺予防総合対策センター研究員)

各学会が、これまでに蓄積してきた自殺に関する知見に基づき、下記の「科学的知見の取

りまとめ方法jに記載する要項でご提案をいただき、自殺予防総合対策センターと関連学

会の協働によって取りまとめる「大綱改正への提言(仮称)Jの参考とさせていただくとと

もに、各学会に内容確認を行った上で、資料として掲載する予定です。

科学的知見の取りまとめ方法

各学会に「平成24年に見込まれる自殺総合対策大綱の改定において要望する内容j を自由

記載でいただきました。また、「現在または今後、わが国で必要な科学的被拠に基づく自殺

予防活動Jについて、以下の形式で提案をいただきました。

目標

論理的根拠

現在の政策的背景

鍵となる活動領域

今後必要な政策

文献リストおよび可能であれば文献
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上記の形式は、科学的知見に基づき目標と活動を記述し、その活動を通して目標を達成す

るために、今後必要な政策を現在の政策的背景のもとに記述する乙ととしています。また、

その科学的知見の程度について検討するために、その知見が参照できるよう、科学的知見

のもととなった研究報告、論文等の文献リストを明記することとしました。これにより、

記述された論理的根拠がどの程度、確からしいかについての情報も提示でき、国民が今後

の自殺総合対策を検討する際に必要な情報を提供することができると考えています。

本活動の論理的根拠等

自殺は関連する要因が複雑であり、自殺予防は、多くの領域が関連した複雑な活動になり

ます。複雑な活動は、実施することも効果を上げることも困難なだけでなく、予想しなか

った副作用があらわれるかもしれません。自殺を高い信頼性で予防する知見は、わが国だ

けでなく、世界的に見ても未だにありません。しかし、自殺を予防する可能性が示唆され

た活動はいくつか報告されており、これらの活動を実施することは、効果をあげる可能性

があります。自殺と関連する危険因子を減らし、保護因子を強化する活動は、自殺予防に

つながると考えられます。

自殺の危険因子に関しては、これまでに世界的にも我が国においても既に知見が集積され

ています。保護因子に関しでも同様です。

危険因子を減らす活動については、高いレベルで信頼性のある研究成果が多く報告されて

います。

自殺と関連することが既にわかっており、かっ、その危険因子を減らすことが高い信頼性

をもって示されている活動も、自殺を予防する活動としての科学的根拠は高いと考えられ

ます。

科学的知見に基づく提案の活用範囲

科学的知見は「有りJもしくは「無いJに二分できるものではなく、有る、おそらく有る、

どちらとも言えない、おそらく無い、無い、の聞の連続的なものです。先に述べたように、

自殺を高い信頼性で予防するとされる知見は、未だに、世界にもわが国にもありませんが、

予防できるかもしれないと示唆される活動があります。また、先に述べたように自殺の危

険因子、保護因子についての知見は既にあり、これらの要因に対する活動の中には高いレ

ベルの信頼性を持って効果があると示されたものがあります。

上述のように、効果があり、副作用が少なく、実施可能性の高い自殺対策活動を計画・実

施するためには、科学的知見を考慮する必要があります。また、科学的知見だけでなく、

それにかかる費用や、地域の実情も含めて、総合的に判断する必要があります。さらに、
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国民・社会の理解、合意が必要です。それを得るためには、これまでに集積された科学的

知見を集積し、整理して、わかりやすく提供する必要があります。

各学会から提出いただいた提案の利用範囲

各学会から提出いただいた提案を基にワーキンググループが作成する提言第1次案、草案、

最終提言については自殺予防総合対策センターのホームページ「いきるJで公表する予定

としています。また、必要に応じて内閣府、厚生労働省、その他の団体に提出します。こ

の公表にあたっては、各学会から提出いただいた提案を別添として添付する予定です。そ

の際には各学会に事前に提出いただいた提案を公表する旨について承諾を得ます。各学会

から提出いただいた提案は現時点では「草案J扱いのものもあることから、各学会から依

頼のあった場合には新たな提案に置き換えることがあります。
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l資料5]

平成 23年度

我が国における自殺の概要及び

自殺対策の実施状況

[概要]

内閣府
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この報告は、自殺対策基本法（平成1 8 年法律第8 5 号）第１０条の規定に基づき、我が国におけ
る自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施の状況について、毎年、国会に提出するもので
ある。
その内容としては､ 「自殺の現状｣ について説明している。また、自殺対策の実施状況として、

平成2 3 年度に講じた自殺対策について、「自殺総合対策大綱」（平成1 9 年６月８日閣議決定、平
成2 0 年1 0 月3 1 日一部改正）における「自殺を予防するための当面の重点施策」の項目に従い整
理し、説明している。
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第１章③自殺の現状

２自殺死亡率の推移
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増し、２３年は2 4 . 0 と高い状態が継続している。
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資料：警察庁「自殺統計」より内閣府作成

○長期的推移を見ると、昭和3 3 年、６１年の二つの山を形成した後、平成１０年に急上昇し、以後
１５年の2 5 . 5 をピークとして2 2 年の2 3 . 4 まで2 5 前後の高い水準が続いている。
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Ｓ年齢階級別の自殺者数の推移
○近年3 0 歳代はやや増加傾向にある一方、５０歳代は平成1 5 年を境に減少傾向にある。

注）平成1 8 年までは「6 0 歳以上」だが、１９年の自殺統計原票改正以降は「6 0 ～6 9 歳」「7 0 ～7 9 歳」「8 0 歳以上」に細分化された。
資料：警察庁「自殺統計」より内閣府作成
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第１章●自殺の現状

○我が国における若い世代の自殺は深刻な状況にあり、１５～3 9 歳の各年代の死因の第１位は自
殺となっている。こうした状況は国際的に見ても深刻であり、１５～3 4 歳の若い世代で死因の
第１位が自殺となっているのは先進７カ国では日本のみで、その死亡率も他の国に比べて高
いものとなっている。

総数

資料：厚生労働省「人口動態統計」

４職業別の自殺者数の推移

6 0 0

○平成1 8 年までの近年の職業別の自殺者数の推移を見ると、１５年に「無職者」と「被雇用者」
がいったん増加するが、「自営者」は減少の傾向にある。
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「被雇用者・勤め人」及び「無職者」はわずかに減少傾向にあるが、「学生・生徒等」は微増
しており、２３年は1 , 0 2 9 人と初めて’千人を上回った。
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○平成１９年以降の原因・動機別の自殺の状況を見ると、「健康問題」が最も多く、次に「経済・
生活問題」が多い。推移としては「家庭問題」が増加する傾向にあり、「経済・生活問題」
が減少しているが、「経済・生活問題」については、特に2 0 歳代以下の若者の「就職失敗」
による自殺者数が平成2 1 年を境に急増している。

Ｓ原因・動機別の自殺者数の推移

４．５４７－－

○平成1 8 年までの原因･ 動機別の自殺の状況について見ると､ １０年に自殺者が急増した際には､ ｢ 家
庭問題｣ や｢ 勤務問題｣ が若干増加し､ ｢ 健康問題｣ ｢ 経済･ 生活問題｣ が大きく増加している。その
後｢ 健康問題｣ は減少する傾向にあったが､ １５年にいったん増加した｡ ｢ 経済･ 生活問題｣ について
は､ 1 0 年の急増の後､ 横ばいで推移したが､ 1 4 年､ １５年とさらに増加し､ その後は減少傾向にある。
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第１章鋤自殺の現状

Ｓ平成堂３年の寓溌の状況
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○男女別の月別の自殺者数の推移を見ると、自殺統計によれば、男女とも５月に最も自殺者数
が多くなっており、中でも女性の１カ月の自殺者数が１千人を超えるのは、自殺統計で月別
自殺者数の計上を始めた平成2 0 年以降で初めてのことである。
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○平成2 3 年における男女別の自殺者数の状況を見ると、自殺者全体の男女別構成比は男' 性が
6 8 . 4 ％となっており、男性が７割を若干下回っている。自殺者数が急増し３万人を超えた１０
年以降、男性が７割を超える状況が続いていたが、１４年ぶりに男性が７割を下回り、女性が
３割を超える状況となった。
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）（ 自殺者の男女別構成比の推移
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第１章｜④自殺の現状

○平成2 3 年における年齢階級別の自殺者数を見ると、６０歳代が最も多い。更に男女別で見る
と、４０歳代から6 0 歳代の男' 性で全体の約４割近くを占めている。

（ 平成2 3 年における男女別の年齢階級別の自殺者数の構成割合 ）

１０２％

6 7 5人，１２．０％

80歳

１３‘０％

資料：審察庁「自殺統計」より内閣府作成

○職業別の自殺の状況を見ると、「無職者」が最も多い。「無職者」の内訳を見ると、「その他
の無職者」が最も多く、次いで「年金・雇用保険等生活者｣ 、「主婦｣ 、「失業者」の順となっ
ている。

（ 平成2 3 年における職業別自殺者数の構成割合

不詳．2 . 1 ％－

浮浪者， (9)秘珊

利子・配当・家賃等生活者‘ ０８％一

1２３

ロ自営業・家族従業者
口披屈用者・勤め人
ロ学生・生徒等
亡．主婦
口失業者
口利子・配当・家賃等生活者
口年全・雇用保険等生活者
ロ浮浪者
口その他の無職者
ロ不詳

資料：警察庁「自殺統計」より内閣府作成

）



|Ｉ

○都道府県別の自殺の状況を見ると、自殺者数については前年に比べ、東京都、愛知県、福岡
県など1 3 都県で増加しているが、その他の道府県では横ばいまたは減少している。

3ｓ００
（人）

3,000

Ｉ

2.500

2,000

1,500

1.０００

５００ ！
＃'１ IＩ ！、JＴ０

北腎岩宮秋山福茨栃群埼千束神新富石福山長 ~ 岐静愛三滋京大兵奈和鳥島岡広山徳番愛寓福佐長熊大宮鹿沖
奈 欧爵森李城田形島城木馬玉葉京川潟山川井梨野阜岡知璽賀都阪庫良山取根山鳥ﾛ島川媛知岡賀崎本分崎:縄

Ｉ

函H 2 2 圃H 2 3
資料：内閣府・警察庁「平成2 3 年中における自殺の状況」

○また、自殺死亡率について見ると、中部から北陸地方、四国地方などで前年に比べ高くなる
か横ばいとなった県が多いものの、前年に比べて２ポイントを超えて上昇した都道府県は見
られない。３１道府県では前年に比べ自殺死亡率は低下しており、特に宮城県、山梨県、岩手
県、奈良県、佐賀県では４ポイント以上低下している。
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０．０
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平成2 3 年における自殺未遂歴の有無別自殺者数の割合

第１章｜⑨自殺の現状

７同居人・配偶関係別の自殺の状況

ヒョ
ア卓

○平成2 2 年における配偶関係別の自殺死亡率の状況を見ると、男女とも「有配偶者」は全ての
年齢階級で各年代別の総数よりも低くなっている一方、「未婚｣ 、「死別｣ 、「離別」は高くなっ
ている。

女

）（ 平成2 2 年における配偶関係別の自殺死亡率の状況

函冠画１０

女

函| あり｜園| なし口不詳

資料：厚生労働省「人口動態統計」（再集計）及び国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集（2 0 1 2 ) 」より内閣府作成

Ｓ富殺素遂の戦況

ｌｏｒＪ．■Ｕ、夕 - 罰ＩｌＯｃ & 卜
＃８８１１５◇写。マ

○平成2 3 年における自殺者の自殺未遂歴の有無について、全ての年齢階級で、自殺未遂歴が
「あり」の者の割合は、女性が多くなっている。

1３１

（ ）

Ｏ１０２０３０４０５０６０７０８０９０１００ ( ％）

琵数

1 9 歳以下

２０賎代

３０雄代

４０歳代

５０厳代

６０龍代

７０鍾代

8 0 歳以上

不詳

Ｏ１０２０３０４０５０６０７０８０９０１００( ％）

資料：警察庁「自殺統計ｌより内閣府作成
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第１章③自殺の現状

ｇ塵際的に見た寓溌の状況と外国人の富綴の状況

1０．０

○我が国における自殺死亡率は男女ともに主要国の中でも高い水準にある。

）（ 主要国の自毅死亡率
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資料：世界保健機関資料より内閣府作成
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自殺対策の基本的な枠組みと
動向

第２章
Ｉ

Ｉ
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し

I

．，目殺河嬢１１

＝＝１２

当

1 節善i 殺対策慧燕濫職繊第
平成1 8 年に施行された自殺対策基本法は、自殺対策の基本理念を定め、国、地方公共団体、

事業主、国民のそれぞれの責務を明らかにするとともに、自殺対策を総合的に推進して、自殺
防止と自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすこと
のできる社会の実現に寄与することを目的としている。
平成1 9 年６月、自殺対策基本法に基づく政府の推進すべき自殺対策の指針として､ 自殺総合対・
策大綱が閣議決定された。自殺総合対策大綱は､ 我が国の自殺をめぐる現状を整理するととも
に､ < 自殺は追い込まれた末の死> < 自殺は防ぐことができる> < 自殺を考えている人は悩みを抱え
込みながらもサインを発している〉という自殺に対する三つの基本的な認識を示している。また、
〈１〉社会的要因も踏まえ総合的に取り組む
く２〉国民一人ひとりが自殺予防の主役となるよう取り組む
く３〉自殺の事前予防、危機対応に加え未遂者や遺族等への事後対応に取り組む，
〈４〉自殺を考えている人を関係者が連携して包括的に支える
く５〉自殺の実態解明を進め、その成果に基づき施策を展開する
く６〉中長期的視点に立って、継続的に進める

という自殺対一策を進める上での六つの基本的考え方を示すとともに､ 世代ごとの特徴を踏まえた

4 , 恥ｌｐ５

(現状）
○平成１０年に、自殺者数が３万人を超え、
以後、高い水準で推移
欧米の先進諸国と比較しても高い水準

○世代別の自殺の現状
・将来ある子どもの自殺や2 0 代、３０代のインターネッ
ト自殺が問題化
・心理的、社会的負担の大きい中商年男性が自殺者急
堀の主要因

．・高齢者は、健康問題に加え、介簸、弱病疲れも課題
、

１３３

の目穏遮成に努力

パ星添麹考義方; 甥ｑ
Ｊ 一

守りを促す
す人材を斐成する

るようにする

け

, 〆騒騒避選雲蕊認蕊麹
(現状）
○平成１０年に、自殺者数が３万人を超え、
以後、高い水準で推移
欧米の先進諸国と比較しても高い水準

○世代別の自殺の現状
・将来ある子どもの自殺や2 0 代、３０代のインターネッ
ト自殺が問題化
・心理的、社会的負担の大きい中商年男性が自殺者急
堀の主要因

、．高齢者は、健康問題に加え、介簸、弱病疲れも課題

標達成の埋合ミ見直 し期間にかかわらず雲値目

○平成2 8 年までに、郎
○なお、－人でも多くの

死亡事を2 0 ％以上減少

民間団体等相互の緊密な

ため、早期

標を見直す

自殺を考えている人を救うため、
２

な
の
目
○
○

○社会的要因も踏まえ総合的に取り組む
・働き方の見直しや再チャレンジが可能な社会の
亜債務等の相談支援体制の整備
・うつ病の早期発見、早期治療
・命の大切さの理解を深めるとともに、自殺や粕
偏見をなくす取組
・マスメディアの自主的な取組への期待

構築、

神疾患に対する

○国民一人ひとりが自殺予防の主役となるよう取り＃ む

○自殺の事前予防諺危措
への頭後対応に取り紅

諏応に加え、未遂者や遺族等
1む

○関係者が連携して包括的に支える
態解明を進める
面、これまでの知見に基づき対策を展開

| ; ○中長期的視点に立って、継続的に進める

、

(基本認識）
◇自殺は追い込まれた末の死
・多くの自殺は個人の自由な意思や遜択の結果ではなく、社会的要因儲
を含む犠々な要因が複雑に関係して、I p f 理的に追い込まれた末の死
・自殺者の多くは、自殺の直前にうつ病等の細神疾患に羅患
◇自殺は防ぐことができる；
・制度壁慣行の見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組と：
うつ病等の溌神疾患に対する適切な治療により予防が可能

◇自殺を考えている人はサインを発している
・家族や同隠の気づきを自殺予防につなげていくことが課題

ノ



第２章⑳自殺対策の基本的な枠組みと動向

自殺対策を推進する必要があることから､ 青少年( 3 0 歳未満) ､ 中高年( 3 0 歳～6 4 歳) ､ 高齢者( ６５
歳以上) の３世代に分けて､ 各世代の自殺の特徴と取り組むべき自殺対策の方向を示している。
また、当面．、特に集中的に取り組むべきものとして、自殺対策基本法の九つの基本的施策に

沿って、９項目について4 8 の施策を設定している。

○自殺対策の推進体制
自殺対策基本法に基づき、内閣府の特別の機関として、内閣官房長官を会長とする自殺総合

対策会議が設置されている。自殺総合対策会議の下には、自殺対策推進会議及び自殺対策タス
クフォースが設置されている。自殺対策推進会議は有識者委員により構成され、施策の実施状
況の評価並びにこれを踏まえた施策の見直し及び改善等についての検討に民間有識者等の意見
を反映させる役割を担うものである。自殺対策タスクフォースは自殺対策に特に重要な役割を
果たす府省の副大臣・政務官等によって構成され、自殺者数を可能な限り減少させるために必
要な緊急対策を機動的に実施する役割を担うものである。
内閣府には、自殺対策推進室が設置され、自殺総合対策会議等の事務局の機能を果し、自殺

対策に関する企画・立案・総合調整に関する事務を行っている。なお、自殺統計原票データの
集計業務については、平成2 2 年９月に内閣府経済社会総合研究所の下に置かれた「分析班」に
おいて行っていたが、２４年以降は内閣府自殺対策推進室に引き継がれている。

○富殺総合対策大綱に基づく取組の実施状況
自殺総合対策大綱に基づき、各府省は様々な具体的施策を実施してきた。その実施状況につ

いては、自殺対策推進会議において各府省から報告され、総じて積極的に取組が進められてき
たところである。中でも、既存資料の利活用の推進について、警察庁から内閣府に、毎月、自
殺統計原票データが提供されることとなり、自殺対策の立案部門が迅速に自殺の実態を把握で
きるようになった。また、人材養成について、各種相談窓口等の相談員など、精神科医療や精
神保健以外の様々な分野の人材に対し、ゲートキーパーとしての研修が行われるようになった
ことは、自殺対策が広がりを持ったものとして展開されていることの証左でもある。さらに、
様々な相談窓口間の連携の必要が認識され、一部で実行に移されていることについても、社会
的な支援の広がりを示すものと言える。
一方で、関係機関が保有するその他の統計資料を参照しての自殺の要因分析や、自殺未遂者
の実態解明、自殺の背景となる社会制度・慣行の見直しについての取組は遅れており、新たな
自殺総合対策大綱において実効性のある施策を推進していく必要がある。

○地域虐殺対策緊急強化基金
内閣府では、「地域における自殺対策力」を強化するため、平成2 1 年度補正予算において1 0 0

億円の予算を計上し、都道府県に当面３年間の対策に係る「地域自殺対策緊急強化基金」を造
成した。地域自殺対策緊急強化基金の予算については、各都道府県の人口や自殺者数等に基づ
き配分され、各都道府県では、条例を制定するとともに、実施事業の内容等を盛り込んだ計画
を策定し、執行している。基金事業の内容については、国が提示した対面型相談支援事業、電
話相談支援事業､ 人材養成事業､ 普及啓発事業及び強化モデル事業の５つのメニューの中から、

1３４
１３…＝瞳働
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第 2章 い 自殺対策の跡的抑みと動向

各都道府県が地域の実情を踏まえて選択し、実施している。

また、平成22年度補正予算において、住民生活に光をそそぐ交付金が創設され、本基金の財

源、とすることも認められたことから (24年度末まで)、各都道府県が設置している地域自殺対

策緊急強化基金へ約17億5.000万円が積み増しされた。さらに、東日本大震災の影響が、被災

地域や被災者の避難先地域を始め、経済情勢の激変や社会不安の増大を通じて全国の自殺対策

を取り巻く状況が一段と厳しさを増していることから、内閣府では、平成23年度第3次補正予

算において、地域自殺対策緊急、強化基金への積み増し分として3千億円を計上し、平成24年度末

まで期限を延長することにより、一段と厳しさを増している自殺対策を取り巻く状況に対して

万全の対策が講じられるようにした。

地域における自殺をめぐる状況は様々であり、自殺対策の取組に当たっては、地域の実情を把鑓

し、それを踏まえた効果的な対策を講ずることが重要です。

内閣府では、地域自殺対策緊急強化基金を活用した事業の中から、各都道府県が他の地域の参考

となると考える先進的事例について、各事業担当者の執筆により紹介する事例集をとりまとめ、内

閣府ホームページに掲載するなどして広く普及に努めています。

紹介している50事例については、現場の視点から、地域の特性、事業の取組背景・目的・内容、

実施に当たっての運営体制、成果、工夫点、課題等について盛り込んでおり、地域における自殺対

策事業の企画、立案、実施の実際の場面において役立てられるものと期待しています。

[紹介事業の例]
024時間受け付けるEメール相談

0区役所全職員、民生 ・児童委員、健康づくり推進員、区民、関係機関を対象としたゲートキーパー

研修

O成人式における心の健康啓発

O救急医療における自殺来遂者相談と精神科医療連携による生活支援

O民問委託によるシェルターの設置と専門窓口との連携

O鉄道事業者が行う自殺予防のためのLED照明、警備に関する助成事業

ゲートキーパー養成研修の穂子 青色LED照明

135 



第２章畷自殺対策の基本的な枠組みと動向

○蕊殻総禽対策穴綱の罵臓し
自殺総合対策大綱は、おおむね５年を目途に見直すこととされている。このため、平成2 3 年
３月１日、自殺総合対策会議において「自殺総合対策大綱の見直しについて」を決定し、①自
殺総合対策会議は平成2 4 年春を目途に新しい自殺総合対策大綱の案の作成を行うこと、②新大
綱の案の作成に資するため、自殺対策推進会議において、現大綱に基づく諸施策の進捗状況を
把握し、有識者の意見を幅広く聴取することとされた。これを受けて、自殺対策推進会議にお
いて、関係府省のヒアリングを行い、現大綱に基づく諸施策の進捗状況を把握し、意見のとり
まとめが行われた。
また、自殺総合対策大綱の見直しに当たっては、自殺対策推進会議で得られた有識者の意見

のほか、現大綱の下で実際に自殺対策の推進に当たってきた現場の声を反映させることが必要
である。このため、平成2 3 年1 1 月2 9 日に「官民が協働して自殺対策を一層推進するための特命
チーム」（以下「官民協働特命チーム」という｡ ）が設置された。官民協働特命チームは、内閣
府特命担当大臣（自殺対策担当）が主宰し、内閣府特命担当大臣、内閣府副大臣、内閣府大臣
政務官、内閣総理大臣補佐官及び有識者３名で構成されている。新たな自殺総合対策大綱にお
いて、政府と地方公共団体、関係団体、民間団体等との協働を一層進めるため、現場における
現状と課題、今後の取組方針や行動計画等についてヒアリング等を行い、それに対する政府の
役割を中心に議論しており、今後、新たな自殺総合対策大綱に盛り込むべき事項についてとり
まとめることとしている。

灘
宰可､ 工正丑薗星盃一Ｆ品＆＝⑪今

鍵繍鮮瀞導j‘綴?＃
FJq ●殉Ｑ０ｂＵ１

ｌ０

基本法制定から５年余りが経ち、国民の自殺に対する意識等の実態を把握し、今後の施策の
参考とするため、内閣府では､ 平成2 4 年１月、「自殺対策に関する意識調査」（以下「意識調査」
という｡ ）を実施した。意識調査は、全国2 0 歳以上の者３千人に対して行われ、2 , 0 1 7 人から回
答を得た。

○寓殺の現状等について
我が国における自殺者数は、平成1 0 年から1 4 年連続して３万人を超える厳しい状況にある
が、こうした状況について「知っている」と答えた者は6 5 . 1 ％､ ｢ 知らなかった」が3 4 . 5 ％となっ
ており、年齢別に見ると、２０歳代、３０歳代で「知らなかった」と答えた者の割合が高くなって
いる。

1３６
１５犀＝酉
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第２章｜⑨自殺対策の基本的な枠組みと動向

3 ０４０５０６０７０

一一五

鰯§ 自殺者数の周知度（総数、年齢別） -Ｊ

(該当者数】
総数
(2‘017人）

【年齢別】
2 0歳代
(204人）
3 0 歳代
(292人）
4 0 歳代
(381人）
5 0 歳代
(370人）
6 0歳代
(452人）
7 0 歳以上
(318人）

資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成2 4 年１月）

Ｉ

；〕Ｃ
ｌ頭

1 ０２０ 8 ０９０１００ ( ％）

○' 職みやストレスりこ関する星とについて

２ s ３８ f ｇｌ２１

|口知っていた口知らなかった口議回答

= ＝１６

悩みを抱えたときやストレスを感じたときに、誰かに相談したり、助けを求めたりすること
にためらいを感じるかどうか聞いたところ、いずれの年代も男性の方が女性よりも「そう思う」
と答えた者の割合が高くなっているが､ 特に自殺者が多い傾向にある中高年男性で｢ そう思う」
と答えた人の割合が５割を超えており、悩みを一人で抱え込みがちな傾向が確認できる。
更に、不満や悩みやつらい気持ちに耳を傾けてくれる人がいるか聞いたところ、男性では
｢ いる」9 0 . 3 ％、「いない」8 . 6 ％、女性では「いる」9 4 . 7 ％、「いない」4 . 0 ％となっている。性別・
年齢別に見ると、いずれの年代も「いる」と答えた割合は女性より男性が低く、中でも2 0 歳代
が最も低くなっている。
２０歳代の男性は、誰かに相談したり、助けを求めたりすることへのためらいを感じる者の割
合も決して低くはなく（4 8 . 5 ％) 、誰にも相談できずに一人で悩みを抱え込んでしまうリスク
が高くなっていることが分かる。
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資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成2 4 年１月）

第２章鋤自殺対策の基本的な枠組みと動向

○富幾やうつに関する意識臆ついて

圃塵認Ｉ Ｔｗ１不満や悩みやつらい気持ちに耳を傾けてくれる人の有無

<男〉

（該当者数）
総数
（937人）
【年齢別】
２０歳代
（97人）
３０歳代
（131人）
４０歳代
（172人）
５０歳代
（160人）
６０歳代
（211人）
７０歳以上
（166人）

<女〉

（該当者数）
総数
（1,080人）
【年齢別】
２０歳代
（107人）
３０歳代
（161人）
４０歳代
（209人）
５０歳代
（210人）
６０歳代
（241人）
７０歳以上
（152人）

今までに本気で自殺したいと思ったことがあるか聞いたところ、「ある」と答えた者は
2 3 . 4 ％となっている。性別に見ると、「ある」と答えた者の割合は男性（1 9 . 1 ％）よりも女性
( 2 7 . 1 ％）が高くなっており、年齢別に見ると、２０歳代（2 8 . 4 ％）が最も高く、次いで4 0 歳代
( 2 7 . 3 ％) 、５０歳代（2 5 . 7 ％) 、３０歳代（2 5 . 0 ％）となっており、５０歳代以下では４人に１人以上
の割合で今までに本気で自殺を考えた経験があることになる。
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■函|不満を叩いてくれる人がいる|鰯|いない|鰯騒||無回答

0 鵬
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４
２
０

●

●

０

１
１

1'’９

目

1浬霊、（ 自殺を考えた経験（今回調査のみの総数．性別、年齢別）

（該当者数）

総数(2,017人）

【性別】
男(937人）

女(1.080人）

【年齢別１
２０歳代(204人）

３０歳代(292人）

４０歳代(38 1人）

５０蔵代(370人）

６０歳代(45 2人）

7 0 壷以上( 3 1 8 人）

口自殺したいと思ったことがない口戦したいと思ったことがある［．無回答
1 ０２０８０４０５０６０７０８０９０１００ ( ％）

１ｔ§Ｉ

１７唾＝ヨ

資料：内閣府「自殺対策に関する意誌調査Ｉ（平成2 4 年１月）
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その

特に何もしなか

無回

第２章１徳自殺対策の基本的な枠組みと動向

今までに「自殺したいと思ったことがある」と答えた者に、どのように乗り越えたか聞いた
ところ、「家族や友人、職場の同僚など身近な人に悩みを聴いてもらった」と答えた者が
3 8 . 8 ％、「趣味や仕事など他のことで気を紛らわせるように努めた」と答えた者が3 8 . 6 ％と多く
なっており、身近な人がゲートキーパーとなり得る実態が明らかとなった。

－－－－:１１３．８

－弓' 0 . 8

~）（ 自殺を考えたとき、どのように乗り越えたか（該当者ベース）

該当者致= 4 7 2 人（今までに「自殺したいと思ったことがある」と答えた者）
２０３０４０５０ ( ％）一

二
画
一
一 1 ０

家族など身近な人の「うつ病のサイン」に気づいたとき、精神科の病院へ相談することを勧
めるか聞いたところ、「勧める」と答えた者の割合は7 2 . 7 ％、「勧めない」5 . 4 ％、「わからない」
1 7 . 8 ％であった。一方、自分自身の「うつ病のサイン」に気づいたとき、精神科の病院へ相談
しに行こうと思うか聞いたところ、「思う」と答えた者の割合は5 1 . 2 ％、「思わない」1 9 . 4 ％、「わ
からない」2 5 . 8 ％であった。家族には受診を勧めても、いざ自分となると精神科の病院に行く
ことにためらいがあることが表れている。更に自分がうつになった場合、どのような支障が生
じると思うか聞いたところ、「家族や友人に迷惑をかける」と答えた者の割合が最も高く
( 6 7 . 0 ％) 、次いで「職場の上司や同僚に迷惑をかける」（2 4 . 9 ％) 、「誰にも打ち明けられずに、
一人で何とかするしかない」（2 3 . 2 ％）となっており、精神科を受診することで「うつ病のサ
イン」を「うつ」と診断され支障が生じることを不安に思うあまり、受診を控え一人で抱え込
もうとする可能性がある。

家族や友人、蓑場の同侭
など身近な人に悩みを
Ｍ３いてもらった
趣味や仕事など他のことで
気を紛らわせるように努めた

３８．８

３８６」

N''8.0できるだけ休養を取るようにした

医師やカウンセラーなど心の
健康に間する専門家に相談した

弁瀧士や司法啓士、公的機関の
相談員等、悩みの元となる
分野の専門家に相談した

18.5

四'２３

他
た
答

つ

＝■１８

1６．１

＄
ｉ ｉ ｉ

該当者数＝4 7 2 人、
回答率（複数＝1 4 6 . 8 ％）●

資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成2 4 年１月）

1３３

0１

(~~－ ）身近な人の「うつ病のサイン」に気づいたとき（総数）

資料：内閣府「自殺対策に閏する意識調査」（平成2 4 年１月）

総数
(2‘０１７人）

1 ０２０８０４０５０６０７０８０９０１００ ( ％）

口勧める［．勧めない□わからない口無回答

篭蕊灘鋒…操や皇ユj W w 卿７２７雛# # 織誕零…騨醗繊隠 ５．４
■曲守巾■●■

．，：..“堀８
‐郡

４;0．



（

総数
(2.017人）

第２章⑳自殺対策の基本的な枠組みと動向

自分自身の「うつ病のサイン」に気づいたとき（総数）

蕊識識灘灘l 職繍綴| 噸5 : 1 ‘2 患w 繍難灘鯛繍識騨晦”’9.411,職Ｉ（叩溌i 灘i 繍灘繍繍; 瀧

圃麺
唖■

:3:６
－弾■

『、 1 ０２０３０４０５０６０７０８０９０１００ ( ％）

|口患う口黒わ購い□わからない口繍画答

(－－

家族や友人に迷惑をかける

職場の上司や同僚に迷惑をかける
雛にも打ち明けられずに、
一人で何とかするしかない

仕事を休みたくても休みが取れない
うつ病に対する職場の理解が
得られにくいと不安を感じる

家族や友人が離れていきそうで怖い

職糧での昇進や昇給に影響する

その他

特に支障はない

無回答

資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査’（平成2 4 年１月）

自分がうつになった場合の支障 _）

、 1０ EIO

1 ，．．．１．･ 哩
職‘ ０．１’一叩ＩｆＤ

１云

蕊蕊隠，． | 1 8 . 2
§’ 1 2 . 8
種霞 1 1 0 . 7
‐’5 . 5

コ3.1
‐二・'5,7
W 捕一’6 . 3

賂1０

匹配 ｡ ヒロ

ヨ24側9
123.2

4 ０

( 総数＝2 , 0 1 7 人、回答率（複数）1 7 7 . 3 ％）
５０６０７０ ( ％）

Ｉ‐服11 ,穂ｉｆ‘淑馳，蝋１ﾘ職職一”16 7 . 0

資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成2 4 年１月）

○メディア( 新聞｡ テレ瞳｡ 醤ジ轍燕ど鱒情報媒総) 臆●いて
新聞やテレビなどマスコミの自殺報道及びテレビドラマや映画での自殺シーンの描写につい
て、「自殺手段や方法などの詳しい報道・描写は、それらを真似た自殺を引き起こすことがあ
る」「有名人の自殺などの大々的な報道は、いわゆる『連鎖自殺』を引き起こすことがある」「自
殺の危険を示すサインやそのときの対応方法、専門の相談窓口などを併せて報道・描写するこ
とは、自殺防止に役立つ」「自殺シーンを美化して描くことは自殺を促す」という４つの考え
について、「そう思う」と答えた者の割合は、それぞれ､ 6 4 . 7 ％、5 1 . 2 ％、6 6 . 3 ％及び5 4 . 3 ％となっ
ており、いずれも５割を超える高い割合となっている。こうした懸念等に対し、自殺総合対策
大綱においては、国民の知る権利や報道の自由も勘案して、政府が直接報道のためのガイドラ
インを作成したりするのではなく、適切な自殺報道が行われるよう世界保健機関の「自殺予防
メディア関係者のための手引き」を報道各社へ情報提供すること等によりマスメディア自身に
よる自主的な取組を期待することとされており、政府においても機会を捉えて同手引きの普及
に努めてきたところである。
なお、オーストリアでは1 9 8 7 年の自殺予防学会による自殺報道のガイドラインの提言を機

に、ウィーンの地下鉄での自殺件数が激減したとの報告があり、また、オーストラリアでは、
連邦政府が2 0 0 2 年からメディア従事者への実用的な助言として「自殺と精神疾患に関する報
道」を刊行しているほか、2 0 1 1 年にはプレス協議会が「自殺報道に関する基準」を策定するな

1４０
１９＝＝！
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第２軍｜･自殺対策の基本的な枠組みと動向

ど、諸外国でも様々な取組が進められている。我が国においても、こうした諸外国の例も参考
、

として取組が進むことが期待されるところである。

○東置本大震災について

( 注）選択肢はいくつでも選んで良いこととされている。

東日本大震災は未曾有の大災害であり、我が国の社会経済だけではなく、国民の心情や考え
等にも大きな影響を及ぼしたと考えられる。東日本大震災発生以降、家族や友人など周りの人
の心情や考えに変化があったと感じるか聞いたところ、「人と人とのつながりの大・切さを再認
識したようだ」と答えた者が最も多く4 9 . 9 ％となるなど、何らかの変化があったと回答した者
の割合は8 1 . 0 ％となっている。「特に変化はなかった」と答えた者は1 6 . 6 ％であったが、年齢別
に見ると、「特に変化はなかった」と答えた者は2 0 歳代で割合が高くなっている（2 8 . 9 ％) 。
さらに、東日本大震災発生以降、身近な人の心情の変化に対し、具体的な行動を起こしたか

聞いたところ、「節電やボランティア活動、募金活動などを通じて、自分なりに人の助けにな
ると思うことを実践した」と答えた者が最も多く4 9 . 9 ％となるなど、何らかの行動を起こした
と回答した者の割合は6 9 . 4 ％となっている。「特に何もしなかった」は1 8 . 5 ％、「何をしたら良
いかわからなかったので、何もできなかった」は7 . 5 ％となっているが、２０歳代では「特に何
もしなかった」は2 6 . 5 ％、「何をしたら良いか分からなかったので、何もできなかった」は
1 2 . 3 ％と割合が商くなっている。
東日本大震災を契機に、人とのつながりを求める心情が高まり、実際に行動に移す動きが見
られる中で、２０歳代は人とのつながりが依然として希薄であり、閉鎖的な心理状況にあること
が懸念される。

、
、
１
Ｊ

1 ４１

東日本大震災後の心情や考えの変化（周囲）（総数・年齢別）

】一剛０

資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成2 4 年１月）

詞
総数
〔年齢〕
20歳代
3 0歳代
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％
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資料：内閣府「自殺対策に関する意論調査」（平成2 4 年１月）

第２章簿自殺対策の基本的な枠組みと動向

○今溌鋤対策への競唆

一一
一
百
・
．
●
●
．
，
、
、 fＪ周りの人の変化に対する具体的な行動（総数°年齢別の表）

( 注）選択肢はいくつでも選んで良いこととされている。

周囲の人
に対して
日頃から
あいさつ

２１－

鉾〔:.９

輪．１４２

意識調査の結果から、悩みを抱えた時に、誰かに相談することにためらいがあり、また、相
談しようにも、周囲とのつながりが希薄で、うまく相手を見つけられずに一人で苦悩する2 0 歳
代の姿が浮かび上がってくる。我が国における若者の自殺は深刻な状況にあり、今後、中高年
だけではなく、若い世代への自殺対策を一層推進していくことが重要である。
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( ; ）率議鯛年鰯議溌蓄識鱒識淘臆載い篭

①４月から６月の上昇について
１月から３月にかけて「経済・生活問題」及び「健康問題」が減少したことなどから、全体

としても自殺者数は減少した。なお、「経済・生活問題」を中心とした減少傾向は、平成2 2 年
以降年間を通して確認でき、１月から３月の減少は、こうした全体的な減少傾向を反映したも
のと見ることができるだろう。しかし、４月以降、多くの原因・動機で自殺者数は増加し始め
( 前年同月差1 2 6 人増) 、５月には急増（同5 9 3 人増) 、６月についても５月よりは減少したもの
の、前年同月と比べて増加した（同2 5 7 人増) 。増加に大きく寄与したのは、「健康問題」（2 0 2
人増（４月から６月の前年同月差の累計) ) 、「家庭問題」（同1 3 9 人増）であり、また、前年か
らの減少要因であった「経済・生活問題」（同2 7 人増) 、「勤務問題」（同1 0 8 人増）も一時的に
増加に転じており、こうした背景について関心が持たれる。また、５月の急増に関しては、自
殺した著名人についての報道が影響している可能性があるとの指摘もある。

平成2 3 年の自殺者数は３万6 5 1 人と前年と比べて1 , 0 3 9 人（約3 . 3 ％）の減少となった。月別の
動きを見ると、年初からおおむね前年同月を下回って推移した後、４月から６月にかけて増加
し、５月には前年同月との差で5 9 3 人（2 1 3 ％）増と急上昇した。

資料：警察庁「自殺統計」より内閣府作成
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）平成2 3 年における月別の自殺者数の動向
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特集鶏自殺統計の分析

計

に ご〕原因。動機別の動向（平成2 3 年、前年同月差）
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ア「経済・生活問題｣ 、「勤務問題」
原因・動機が「経済・生活問題」による男性の自殺者数の内訳について詳細に見ると、４月
から６月に上昇したのは、寄与度の大きい順に、「生活苦」（2 2 人（４月から６月の前年同月差
の累計) ）及び「倒産・事業不振」（同１３人）であり、多重債務などの「債務関係」は年間を通

、
'富556..ﾏ…~．

- ４００

注：グラフ中の値は、前年同月差の合計（ネット値) 。

-６００

資料：謎察庁「自殺統計」より内閣府作成、
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国家庭問題口健康問題回経済･ 生活問題図勤務問題［．男女問題
口学校問題□その他口不詳一合計
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特 集；②自殺統計の分析

口倒産･事業不振 口失葉･ 就職失敗口生活苦口債務関係
口自殺による保険金支給□その他一合計

原因・動機が｢ 経済｡ 生活問題」による男性の自殺者数の内訳( 平成2 3 年．前年同月差）〕
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内閣府経済社会総合研究所景気統計部
内閣府経済社会総合研究所景気統計部

次に、原因・動機が「勤務問題」による男性の自殺者数の内訳について詳細に見ると、４月
から６月には、４月の｢ 職場環境」を除いたすべての原因．動機で増加しており、特定の原因．
動機に原因を絞り込むことは難しいことが示された。また、年齢別、地域別に見ても、特定の
年齢層や地域への偏りは見られなかった。
では､ ､ この間、全国的に景気状況が悪化したのであろうか。景気動向指数潅' によると、４

から６月において震災後、景気が急速に悪化したことが見て取れる。また、消費者態度指
数蕊2 のうち「暮らし向き」や「雇用環境」についての前年同月からの変化を見ても、ほぼ同
じパターンを示しており、これらの原因動機による自殺者数の増加は、この間の急速な経済情
勢の悪化と、それに伴うマインド（消費者マインド）の悪化が影響している可能性があると考
えられるだろう。

鉛
雨園９

注１：グラフ中の値は、前年同月差の合計（ネット値) 。
注２：｢ 債務関係」とは、原因･ 動機のうち「負債( 多重償務) ｣ 、「負債( 連聯保証悩務) ｣ 、「負慌（その他) 」及び｢ 借金の取り立て苦」を含む。

資料：警察庁「自殺統計」より内閣府作成
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一経済・生活問題による男性の自殺者数一暮らし向き( 右逆軸）－－景気勘向指数( 右逆軸）

注：｢ 景気動向指数（一致指数) ｣ 、及び「消費動向調査（全国、月次) 」（内閣府）のうち「暮らし向き」に関する指数を用いた。
資料：警察庁「自殺統計｣ 、内閣府「景気動向指数（一致指数) 」及び「消費動向調査（全国、月次) 」より内閣府作成

イ家庭問題
「家庭問題」の具体的な内訳について見ると、「夫婦間の不和｣ 、「家族の死亡｣ 、「家族の将来
を悲観」及び「介護・看病疲れ」といった理由が主要なものとして挙げられた。また、年齢層
では主に若い層で多く見られた。
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一＝勤務問題による男性の自殺者数一一景気動向指数( 右逆軸）一屈用環境( 右逆紬）

1 月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月

2 う＝＝

注：｢ 景気動向指数（一致指数) ｣ 、及び「消費動向鯛査（全国、月次) 」（内閣府）のうち、「雇用環境」に関する指数を用いた。
資料：警察庁「自殺統計｣ 、内閣府「景気動向指数（－致指数) 」及び「消賀励向調査（全国、月次) 」より内閣府作成
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口介縦･ 蒋病疲れ□その他
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ｋ－原因・動擢が「家庭問題」による自殺者数の内訳（原因・動捲の詳細、平成2 3 年、
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資料：警察庁「自殺統計」より内閣府作成
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注：グラフ中の値は、前年同月差の合計（ネット値) 。
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４月から６月の急激な増加について、東日本大震災の影響も考えられることから、地域別の
偏りを見ると、特に東北地方で増加したという傾向は見られず、むしろ全国的に見られたこと
がわかった。マインドの推移と比較して見ると、この時期、全国的に高まったと思われるマイ
ンドの悪化による可能性が高いことが示された。この時期、全国的な不安の高まりが「家庭問
題」にも影響し、同理由による自殺者数の増加に影響した可能性があると考えられるのではな
いだろうか。
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注：｢ 消費動向調査（全国、月次) 」（内閣府）のうち、「暮らし向き」に関する指数を用いた。
資料：警察庁「自殺統計」及び内閣府「消貿動向調査( 全国、月次) 」より内閣府作成

一家庭問題による自殺者数一暮らし向き( 右逆軸）

ウ「健康問題」
「健康問題」特に「うつ病」などの精神疾患は、他の原因・動機と密接に関係しており、動
向を見る上では常に他の原因・動機との関連を意識する必要があることが知られている。
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鰯蕊 陸霊働原因。動機が「健康問題」による自殺者数の推移（平成2 3 年．前年同月差、性別）
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資料：警察庁「自殺統計」より内閣府作成
注：グラフ中の値は、前年同月差の合計（ネット値) 。
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資料：警察庁「自殺統計」より内閣府作成

′性別ごとの「健康問題」による自殺者数の推移を前年同月差で見ると、４月から６月の急増
局面においては、女性の「健康問題」が増加に大きく寄与した。その内訳を見ると、「うつ病」
及び「統合失調症」による自殺が増加に大きく寄与した。
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劃
園、 ３

１０４

言仁
屋＝＝

一口煙
－４－１６

＠
壁釦

1００



【０

特集職自殺統計の分析

女' 性における「うつ病」による自殺を年齢別に見ていくと、５月には2 0 歳未満、６０～6 9 歳及
び8 0 歳以上を除くすべての年齢層で、自殺者数が増加しており、４月から６月に幅広い年齢層
で「うつ病」による自殺が見られた。
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また、地域別にも偏りは見出しにくく、東日本大震災の被災地やその周辺地域でのストレス
の高まりによるものと考えることは難しいとの結果が得られた。一方で、３月の東日本大震災
発生から、４月から６月にかけては、暮らし向きに関する不安が最も高まった時期であり、精
神疾患による女性の自殺件数が急増した時期とちょうど一致することが示された。この時期、
｢ うつ病」による自殺者数が増加したのは、他の原因・動機による増加とも連動しつつ、全国
的に広がった将来に対する不安の高まりが関係している可能性があると考えることができるだ
ろう。
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資料：警察庁「自殺統計」より内閣府作成

注：グラフ中の値は、前年同月差の合計（ネット値) 。
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注１：｢ 糟神疾患による自殺」は、原因･ 動機のうち「病気の悩み･ 影響（統合失鯛症) ｣ 、「病気の悩み・影響（うつ病) ｣ 、
「病気の悩み・影密（その他の精神疾患) 」の合計である。

注２：｢ 消閏動向調査（全国、月次) 」（内閣願のうち、「荘らし向き」に関する指数を用いた。
資料：警察庁「自殺統計」及び内閣府「消費動向調査（全国、月次) 」より内閣府作成

②夏以降の傾向について
自殺者数は４月から６月に急増した後、７月にはもとの減少傾向に戻り、８月に若干、前年

同月差でプラスになった以外は、前年と比較して低い水準で推移した。このことについて、原
因・動機別の寄与度の変化を見ても、１月から３月に見られた傾向に再び戻ったと考えられる
こと、また、増加に寄与した原因・動機について個別に見た場合も、４月から６月に見られた
変化はその後、見られなくなったことから、これは、東日本大震災によって一時的にストレス
が全国的に高まったこと等による一時的な増加であり、夏以降は、前年来の減少傾向に戻った
と考えることができるだろう。
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①ライフステージと自殺の原因動機の変化
自殺者数の動向全般を見ていく上で、性別、年齢別に自殺の原因動機を見ていくと、自殺と
ライフステージとの間に密接な関連があることがうかがわれる。女性は全年齢を通して「健康
問題」の占める割合が高く、男性は「経済・生活問題｣ 、「勤務問題」の占める割合が高い。ま
た、年齢別では、若年層では「学校問題」や「男女問題」の占める割合が高い一方、中年層で
は「経済‘生活問題｣ 、「勤務問題」の占める割合が高くなる。また、高齢期では「健康問題」
の占める割合が高い。

〈2 ）自殺潰数の動向全般について

－精神疾患による女性の自殺者数( 左軸、人）－暮らし向き( 右逆軸）
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性別、年齢別に見た自殺の原因・動機の内訳｡ ( 2 0 0 9 年- 2 0 1 1 年平均、女性）
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ア中年男性の自殺
中年男性の間では、自殺の原因・動機における「経済・生活問題｣ 、「勤務問題」の占める割

合が高く、経済状況の悪化の影響を最も強く受ける層であることがわかる。この点について、
例えば年間の企業倒産件数と5 0 ～5 9 歳男性の自殺死亡率の推移を比較すると、両者とも1 0 年に
急上昇をした後、ほぼ同じ動きを示している。
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－企紫倒産件数( 件）- 5 0 ～5 9 歳男性の自殺死亡率( ／1 0 0 0 人）

1５３

イ若年層の自殺
経済状況の相対的な改善とともに、中年男性の自殺死亡率が低下しつつある一方で、近年、
2 0 代以下の若年層の自殺死亡率の上昇が見られる。若年失業率と2 0 ～2 9 歳の自殺死亡率の推移
を比較すると、両者は近い動きを示し、若年層における自殺死亡率の上昇は、経済状況の相対
的な改善にもかかわらず、派遣社員、契約社員、パート、アルバイト等の非正規雇用の割合の
増加など､ 若年層の雇用情勢が悪化していることも影響している可能性があるものと思われ
る。なお、特に2 0 歳代以下の若者の「就職失敗」による自殺者数が平成2 1 年を境に急増してい
ることにも注意が必要である。
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｢国勢調査｣、
(昭和27年）

＝。３２

資料：警察庁「自殺統計｣ 、篭務省
東京商工リサーチ「1 9 5 2 年

差務省「人口推計」及び
～全国企業倒産状況Ｉより内閣府作成
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②高齢化の影響
高齢者の自殺死亡率は、かつては他の年齢層と比較しても非常に高かったものの、近年では
緩やかに低下している。しかし、他の年齢層と比較すれば依然として高く、急速に進む高齢化
により自殺死亡率が低下しても自殺者数が増加するといった現象が起きることも考えられる。
仮に、現在の人口構成が平成2 2 年から2 0 年前の平成２年と同じであった場合、推定される平
成2 2 年の自殺者数は、２万7 , 0 5 4 人と、実績値よりも4 , 6 0 0 人程度少ないことが示された。これ
は、自殺死亡率に変化がない場合でも、高齢化の影響により増加した分に相当する。また、平
成２年から2 2 年にかけての自殺者数は実績値で１万人程度増加したことから、この間の増加数
のうち約4 5 ％は、自殺死亡率の上昇ではなく、高齢化によって引き起こされたものととらえる
ことができるだろう。
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- 2 0 ～2 9 歳の自殺死亡率一失業率( 2 0 ～2 4 賎) ( 右軸）一失業率( 2 5 ～2 9 歳) ( 右軸）

資料：警察庁「自殺統計｣ 、鍵務省「国勢鯛査｣ 、総務省「人口推計」及び総務省「労働力調査」より内閣府作成
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高齢化の影響がない場合の推定自殺者数（平成2 2 年実績値との比較）

２５，０００
（人）

足元の自殺者数の変化を見る上では、景気やマインドといったその時々の社会経済情勢の変
化による影響を無視することはできず、同時に、中長期的な動向を見ていく上では、ライフス
テージによる自殺に至る経緯の違い、またその結果としての自殺死亡率の違いといった点にも
十分な注意を払っていく必要がある。
実際には、自殺対･ 策のみならず、自殺対策以外の様々な政策分野も含めて、社会経済情勢の
変化に対･ 応する施策と、特定のライフステージに大きな影響を及ぼす施策とが同時に検討され
実施され、相互に影響し合いながら、個人と社会に複雑に関係していると言える。今後の課題
としては、短期的な視点と中長期的な視点の両方の視点を持って自殺の現状の分析を行い、そ
の結果を対策の立案に活用するとともに、様々な政策分野との連携を深め、関係各府省、地方
公共団体、関係団体、民間団体など多様な主体が協働して、対策を効果的に実施することが可
能となるような体制を構築することが挙げられるであろう。

鱈）今後鱒譲溌

注１：実績値は平成2 2 年実績値。
注２：推計値は年齢階級別自殺死亡率については平成2 2 年の実綴値を用いて、年齢橘成を平成２年と同じであると

仮定した場合の値。
資料：警察庁「自殺統計」及び総務省「国勢調査」より内閣府作成
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1 節薗殺の霧態義鯛騒繊艇する顛頴
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○「地域における自殺の基礎資料」を作成・公表。
○「東日本大震災に関連する自殺者数」を公表（平成2 3 年６月から) 。
○「平成2 3 年中における自殺の状況」を公表（平成2 4 年３月) 。
○毎月の自殺者数（総数、男女別及び都道府県別）を速報値として公表。
○人口動態統計に基づく地域、年齢階級等に関する分析を実施。

岳型

重‘膳灘撚燃撚鋤鋤蝿瀧

○「自殺の原因分析に基づく効果的な自殺防止対策の確立に関する研究｣ 、「自殺対策に関する
意識調査」等を実施。

１
‐
１
１

うつ病等の精縛疾憲獅癒護蕊鋼溌び診議。漁療蕊術鋤雷篭

Ｓ既存驚潔‘繍利溺鰯鱒燕瀧

P 宅９画＝守田量星弐

１巽態騨鯛のた鯵鞠謹賀鞠蕊籍

３５－= ＝

雲：
遥醒蟹

○「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」を開催し、児童生徒の自殺が起きたと
きの背景調査の指針や米国における児童生徒に対する自殺予防教育の現況に関する報告を含
む群議のまとめを取りまとめた。また、我が国における児童生徒に対する自殺予防教育の在
り方について検討を実施。

○自殺予防総合対策センターのW e b サイト「いきる」で、基礎資料、自殺の統計、地方自治
体の取組、いきる. ．ささえる相談窓口、海外の’情報等について紹介。

参富懲索遂蓄､ 遣擬等の鶏態蕊び寅擬方策麓●いで鎌調萱鋤擢進

○「うつ病の最適治療ストラテジーを確立するための大規模多施設共同研究｣ 、「うつ病患者に
対する社会復帰プログラムに関する研究」等を実施。

○「自殺のハイリスク者の実態解明及び自殺予防に関する研究」を実施し、その中で自殺未遂
者等の調査研究を実施。．

４児童鴬徒の麗溌予購臆ついでの調賛の鍵進
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第３章｜㈲自殺対策の実施状況

とり第乏節国民一入紗と妙鋤気づき蕊環霊騨穆捉議蕊頴
ローニＵｑ

１１富溌予防迩識鰯識憲と啓蕊事業の巽蕊
○自殺予防週間において、関, 係省庁、地方公共団体等で連携して啓発事業や関連事業を実施す
るとともに、内閣府特命担当大臣（自殺対策担当) 等による「つながる“わ”ささえる“わ" 」
キャンペーンオープニングイベントを開催。

○自殺対策強化月間において「全員参加」をテーマに、関係省庁、地方公共団体等で連携して
関連事業を全国的に展開するとともに、テレビ・新聞・インターネット・鉄道広告・特設サ
イト等の様々な媒体で啓発を実施。

○ゲートキーパー養成用の教材を作成し、都道府県・政令指定都市自殺対策主管課等に配布す
るとともに、「自殺対策ファーストエイドワークショップ」を開催。

■二面▼■ひ己宰 ＝員 刀 娠祇遥潮

α躯EZmjZ羅！ ー

一 ・夷一員辱一戸璽 ｡ 一躍照．
' Ｙ砂涜 r 噸 2 7 7 Ｖ鏡

－－

平成2 3 年度は、自殺予防週間（９月1 0 日～1 6 日）に「つ
ながる“わ”ささえる“わ”キャンペーン」を実施し「鉾
の再構築」と「お互いに声をかけあい、寄り添い、支え合
う」ことの重要性を訴えました。

また、自殺対策強化月間（３月）においては､ ｢ 全員参加」
をテーマに掲げ、「あなたもゲートキーバー宣言！」を
キャッチフレーズに、国民一人ひとりがそれぞれの立場
で、声掛けなどできることから進んで行動を起こしていく
ことを呼びかけました。

さらに、声掛けなどを行うだけではなく、悩みを抱えた
人を支援につなぐ相談窓口を充実させることが必要である
ことから、自殺予防週間及び自殺対策強化月間に合わせ、
地方公共団体の協力を得て、内閣府において期間限定で初
の「全国一斉こころの健康相談統一ダイヤル」を実施する
とともに、関係府省や地方公共団体、民間団体等で相談窓
口の充実に関する取組が推進されました。

１５７
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< 駅集中貼り用ボスター〉



､ 第３章翁自殺対策の実施状況

乏隠童生徒の憲穀予防臆資する教育の巽瀧
○生命を尊重する心をはぐくむ道徳教育を推進する観点から、道徳教育総合支援事業を実施。
○児童の豊かな人間性や社会性を育むため、自然の中での宿泊体験活動等を推進。
○小・中学生及び高校生の教育関係者を対象とした放送分野におけるメディアリテラシー向上
のための授業実践パッケージを開発しW e b サイトへ掲載。

○総務省、文部科学省及び通信関係団体等が連携し、子どもたちのインターネットの安心・安
全な利用に向けて、保護者、教職員及び児童生徒を対象とした啓発講座を実施。
○保護者等に対して、青少年が利用する携帯電話等へのフィルタリング利用の普及を図るとと
もに、インターネットの適切な利用に関する啓発活動を推進。

Ｓう●病についでの普笈蓄蕊鋤擢進

○「うつ対策推進方策マニュアル｣ 、「うつ対応マニュアル」の関係機関への提供等を通じて地
域におけるうつ病等精神疾患に関する普及啓発の推進を実施。
○うつ病を含む精神疾患の正しい理解と治療や生活に役立つ情報をまとめた「みんなのメンタ
ルヘルス総合サイト」と、若者向けに心の不調への対処法を紹介するにころもメンテしよ
う」を厚生労働省W e b サイト内に設置し普及啓発を実施。

' ｉＩかか唾●職の謹灘等ぬう●病等鋤精神嬢患鱒診鱗‘繕療績術鱒溝上
○精神科を専門としない医師等に対し、うつ病等診断・治療技術の向上を目的に「かかりつけ
医等心の健康対応力向上研修」を実施。

重教職員に対する普及啓蕊等の実縮

○「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」において取りまとめられた「教師が
知っておきたい子どもの自殺予防」マニュアルや「子どもの自殺が起きたときの緊急対応の
手引き」について、学校、教育委員会の関係者を対象とした地域別の研修を実施。

Ｓ雌域擬雛ス蜜ツアや麓蕊綴鍵スタッフ鞠驚駕鎌絢上

○自殺予防総合対策センターにおいて、自治体、保健所、精神保健福祉センター職員等、相談
業務に関わっている者の資質向上のための研修を実施。
○職場におけるメンタルヘルス対策及び過重労働対策を推進するため、全国の産業' 保健推進セ
ンター等において産業保健スタッフ等に対する研修を実施。

１５８
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遼 い
:第も華 ③自殺対策の実施状況

４介護支援専門員等に対する研修の実施
○介護支援専門員等の資質向上を図るための研修事業を実施。

毒民生鍵員。児童鍵員等への研修の実施
○民生委員・児童委員の資質向上を図るため、都道府県等に対し、相談援助活動を行う上で必
要不可欠な知識及び技術を修得させる研修事業へ補助を実施。

Ｓ地域でのリーダー養成研修の充実
○各地方自治体の自殺対策において指導的役割を期待される担当者等を対象とした「自殺対策
企画研修」及び「自殺総合対策企画研修」を実施。

ア社会的要因に関連する相談員の資質の向上
○都道府県、市区町村、財務局等で多重債務者相談を行う職員及び相談員の資質の向上のため
に、「多重債務者相談の手引き」を作成・公表し、各地の財務局等において研修会を実施。

○多重債務相談等を行う金融庁の相談員の資質向上を図るため、内閣府作成のゲートキーパー
養成研修用映像及びテキストを利用した研修を実施。
○地方公共団体の消費生活相談員に対し、多重債務問題に関する研修を実施。
○ハローワーク職員の相談技法の修得のための研修において、メンタルヘルスについての研修
を盛り込み実施。

Ｓ遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上：
○警察職員が自殺者、自殺者遺族、自殺未遂者等に関係する業務に従事する場合には、自殺者
の名誉や自殺者遺族、自殺未遂者等の心情等を不当に傷つけることのないよう、適切な遺族
対応等への取組。
○消防職員が遺族等に対して適切な対応を図れるよう、各消防本部や各消防学校での教養訓練
を通じて、消防職員の資質の向上を推進。

ｇ研修資材の開発等
○自殺未遂者ケアに関するガイドライン及び自死遺族ケアに関するガイドラインを作成。
○自殺予防総合対策センターにおいて、地方公共団体、民間団体の相談員に対する研修の企画
実施への協力を実施。

f l ･ 自殺対策従事者への心のケアの推進
○自殺予防総合対策センターにおいて、相談支援に関する研修カリキュラムの中に、相談員自
らの心の健康を維持するための対応方法についての内容を盛り込み、実施。
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第３章鯵自殺対策の実施状況

第４識ｉ溺蝿総蟻鱗議鯉慧漣繍遜灘鵬
' ２~

１１職蛎懲議臓鵜メン銭ルヘル翼鯛鱗鱒擬避
○メンタルヘルス・ポータルサイトにころの耳」を開設し、メンタルヘルスに関する総合的
な情報提供を実施。

○全国4 7 都道府県のメンタルヘルス対策支援センターにおいて、メンタルヘルス相談機関等の
紹介に加え、各種情報の提供、相談対応から、個別事業場への訪問支援、職場復帰支援に至
るまで、メンタルヘルス対策の総合的な支援を実施。
○過重労働による健康障害を防止するため、長時間労働が行われているおそれがある事業場に
対して重点的に監7 督指導を実施。

２地域; こおげる心鱒鍵羅づく謬推潅体識紗謹籍
○自治体、精神保' 健福祉センター、保健所等の相談員に対する「自殺総合対策企画研修」を実
施。
○高齢者をはじめ、誰もが地域で集い、憩うことのできる環境の形成を図るため、歩いていけ
る身近な都市公園の整備を推進。

○農村における高齢者が安心して活動し、暮らせるよう、高齢者の生きがい発揮に資する施設
整備を実施。

魯学嬢鍾瀦職る心の鍵康づく”推進総制鞠蕊購
○教職員が子どもの心身の健康相談に対応できるよう、職員向け指導参考資料を作成。
○スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置に必要な経費の補助を実施。
○教職員が教育活動に専念できるよう、学校における労‘勘安全衛生管理体制の整備を促進。

'第
１精神溌蕊遼醤ポートする人輔の養蹴懲瞳蕊神職羅療体制の充窯

○精神科・医療機関等で働く心理職を対象に「心理職自殺予防研修」を実施。
○多職種チームによる訪問支援（アウトリーチ）を行う、精神障害者アウトリーチ推進事業を
実施。
○認知療法・認知行動療法について、医師等精神科医療従事者を対象に、実施者養成のための
研修を実施。

２う●病鱒蕊静率の絢上
○精神科を専門としない医師に対し、うつ病診断能力の向上を目的に「かかりつけ医等心の健

1８０
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第３章１蝉自殺対策の実施状況

康対- 応力向上研修」を実施。

書か洲つ《”塁隷等繊うつ病等鞠精神疾患鰯診議､ 治療讃鋳謙奏上傭掲1 １

灘子澄も鋤心鱒診療体制鎌蕊備の擢識
○様々な子どもの心の問題、被虐待児の心のケアや発達障害に対応するため、都道府県におけ
る拠点病院を中核とし、各医療機関や' 保健福祉機関と連携した支援体制の構築を図る「子ど
もの心の診療ネットワーク事業」を実施。

篭う●鱗スクヅ…風皇シダ鋤鵜施
○介護支援事業の中で基本チェックリストを用いて高齢者のうつ病に関するスクリーニングを
実施。

露うつ病噸鶏紛糖神疾患等臆よるハイ諺スク響識蕊繊維蕊
○薬物やアルコールを中心とした各種依存症への対策の推進のため、「地域依存症対･ 策推進モ
デル事業｣ 、「依存症回復施設職員研修事業」を実施。

○アルコール問題に関する普及啓発リーフレットの普及、研修や相談活動等での活用の推進。
○「自殺予防のための自傷行為とパーソナリティ障害の理解と対･ 応研修」及び「精神科医療従
事者自殺予防研修」を実施。

γ慢掻撰慧患者等に対する寅援

○看護師に対･ し、慢性疾患等の患者に適切に対応できるような専門領域の実務的な知識・技術
の向上を図るための研修を実施。

i雲塞節 r■↓

趣 画 取組蕊冨殺謹隙糞鍵灘篭醗頴一

＃鋤域に識綴る鵜談体認鈴蕊霧

○にころの健康相談統一ダイヤル」の全国的な運用に向け、対象地域を拡大（平成2 3 年度の
電話件数は約３万1 , 0 0 0件)。
○自殺予防週間及び自殺対策強化月間に合わせ、期間限定で初の「全国一斉こころの健康相談
統一ダイヤル」を実施。
○いつでもどこでも相談でき、適切な支援を迅速に受けられるための拠り所として、２４時間
3 6 5 日、無料電話相談に応じる社会的包摂ワンストップ相談支援事業（｢ よりそいホットライ
ン｣ ）を実施。

1８１



第３章嘩自殺対策の実施状況

よりそいホットライン

平成2 4 年３月から、社会的包摂ワンストップ相談支援事業（｢ よりそいホットライン」
( 0 1 2 0 - 2 7 9 - 3 3 8 ）『つなぐ．ささえる｣ ）を、実施しています。
「よりそいホットライン」は、生きにくさ、暮らしにくさを抱える人が、いつでもど
こでも相談でき、適切な支援を迅速に受けられるための拠り所として、２４時間3 6 5 日、
無料電話によって､ 相談者のどんな相談にも寄り添い､ 一緒に解決する方法を探します。
「よりそいホットライン」では、「生活や暮らしに関する相談｣ 、「外国語による相談｣ 、
｢ 性暴力、ドメスティックバイオレンスなど女性の相談｣ 、「‘性別や同性愛などに関わる
相談｣ 、「死にたいほどつらい気持ちを聞いてほしい」など様々な相談を受け付けていま
す。

Ｚ多蕊潰瀞の糟談窓圃霧整備造セーフティネット融資鞠寵鍵
○「多重債務者相談強化キャンペーン2 0 1 1 」として、全国各地で消致者向け及び事業者向けの
無料･ 相談会を実施。

霧失蕊議騨脆対瀞嘉穂談懲画鞠粥露欝

○失業者に対して、ハローワーク等の窓口においてきめ細かな職業相談など、早期再就職のた
めの各種支援を実施し、特に心理的不安などから、主体的に的確かつ現実的な求職活動を行
うことができない求職者等に対応。

○「地域若者サポートステーション」の設置箇所を全国l l O か所に拡充し、専門相談や訪問支
援など、多様な就労支援メニューを提供。

１６２
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鳶鎧１曇自殺対策の実施状況

４経営者に対する相談事業の実施等
○全国どこからでも一つの電話番号で、資金繰りや経営相談など笠どこに相談したらよいか
困っている方から幅広く相談を受け付ける「中小企業電話相談ナビダイヤル」を実施。

Ｓ法的問題解決のための情報提供の充実
○法テラスにおいて、自殺の社会的要因に関わる相談窓口をより適切に紹介できるよう、他団
体が行う自殺対策の研修に参加するなどして関係機関との連携強化を図り、法テラス・サ
ポートダイヤル（コールセンター）や地方事務所、W e b サイトを通じ相談者への情報提供
を充実。

○東日本大震災の被災者に対する支援策として、フリーダイヤル（｢ 震災法テラスダイヤル｣ ）
を設置し、二重ローン問題や原発の損害賠償請求などの震災に起因する法的トラブルについ
ても解決に役立つ法制度や相談窓口等の案内を実施（平成2 3 年度の相談件数は約1 , 0 0 0 件) 。

ｓ危険な場所、薬品等の規制等
○建築物の所有者等に対し、法令に基づく施設設置・維持管理等を徹底させ、屋上からの転落
防止等の安全確保を図る。

○鉄道駅のプラットホームにおいて、線路への転落等を防止するために効果の高いホームドア
の整備を促進。

○毒薬及び劇薬の取扱いについて、販売業者等に対し、引き続き規制の遵守の徹底を指導。

７インターネット上の自殺関連情報対策の推進
○インターネット・ホットラインセンター及び都道府県警察において、自殺関連情報を認知し
た場合、サイト管理者等に削除を依頼。

○「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」の適切な運用を支援。
○フィルタリングに関する情報提供・普及啓発活動の実施。

Ｓインターネット上の富殺予告事案等への対応等
○都道府県警察において、自殺予告をした者への説諭、自殺予告した者の家族への監護依頼等
の自殺防止措置を実施。
○「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」の適切な運用を支援。
○フィルタリングに関する情報提供・普及啓発活動の実施。

ｇ介護者への支援の充実
○地域包括支援センターに携わる職員等を対象にした研修を実施。
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第３章鋤自殺対策の実施状況

i Ｃいじめを藷にした子ども鞠薗溌の予防

○スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置等により、学校における教育相
談体制を充実。

○「子どもの人権S O S ミニレター」を全国の小中学校の児童生徒に配布。
○「インターネット人権相談受付窓口」及び専用相談電話「子どもの人権1 1 0 番（フリーダイ
ヤル) 」を運用（平成2 3 年の「子どもの人権1 1 0 番」による相談件数は約２万6 , 0 0 0 件) 。

洲灘潤機鯛騨鋪雷騒灘騨綴鍵機関鞠聯馴謹の繍蝿
○内閣府及び自殺予防総合対策センターのW e b サイトに、ＷＨＯ「自殺予防メディア関係者
のための手引き」を掲載し、周知。

○メディア従事者を対､ 象としたメディアカンファレンスを実施。

第？節涛
聖－－－－生

噸 繍繍，幸
で－－テー．＝＝字＝鍔出弾等狸 2 ＝ g と彊壁全＝

．i Ｉ救急腫療施設にお職惑精神科腫臆よる診療燃制等鋤尭巽

○精神科救急情報センターや、輪番制等による精神科救急医療施設の整備を行う「精神科救急
医療体制整備事業」を実施。

○「自殺未遂者ケアに関するガイドライン」に基づいた研修を実施。

量家族等鱒島適な人鱒罵寺蝿憲対する寅援
○「自殺未遂者ケアに関するガイドライン」の普及の促進。

第急舗 四胎 蝋 議鋤 龍
｝1F，の『,,ご豊ロ’庵脹 ４１

Ｆ身 令
p J

3z 罰 瓢ミム
ャ

厭卿, ‘｡ ‘‘‘‐可溌蝋黒‘弧、

．；篇識溝鞠麓藤鞠た総鐸議繊グル…ブの瀧溝識擬
○自死遺族ケアに関するガイドラインの活用をテーマとした自死逝族支援に関するシンポジウ
ムを開催。

○地方公共団体が実施する自死遺族のための分かち合いの会の運営等の支援を実施。

２学綾、職場で心事後競癒鋤駕進

○「子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き」を活用し、学校、教育委員会の関係者を
対象とした地域別の研修を実施。
○「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」を開催し、児童生徒の自殺が起きたと
きの背景調査の指針を含む審議のまとめを取りまとめた。また、教育委員会等に対し、背景

1６４
４３－＝



’

－４４

第３章｜鱒自殺対策の実施状況

調査を行う際の基本的な考え方や留意事項等について周知。

懲遣議鱒ためぬパンフレット縁作成・凝議の侭懲
○地域の相談先や自助グループの連絡先などを記載した、遺族のためのリーフレット等を作
成 、配布。．

４憲蕊檎死〉遣隠へのケア鈴充実Ｉ溝鵜】

鶴9 節鶴間園撚塞の連携掻強# : 鯖慧敏組
唱.一一＝三- 一一‐

＃鶴鶴鰯体の人舗脅威随鋳ず暮支鵜

○地域自殺対策緊急強化事業を通じた民間団体の人材育成に対する支援を実施。
○W e b サイトを通じた情報提供や関係団体等への情報発信を実施。

麓地域鯉総撒る蕊携総制の確立

鍵

○各地域の医療、学校、警察、職場等の関係機関が連携体制をつくる拠点となる「地域自殺予
防情報センター」事業を実施。

○「都道府県・政令指定都市における自殺対策及び自死遺族支援の取組状況に関する調査」を
実施。

お鶴震織燃鯵電識繍談事業腿識する寅鶴
○先駆的な自殺防止対･ 策の取組を行う民間団体に財政的支援を行う「自殺防止対策事業」を通
じて、電話相談員に対する研修、フリーダイヤル電話相談等を実施する団体に対する支援を
実施。

“民嵩露燃の鎌職鯛・試行鶴鶏題に対琴悉支援
○先駆的な自殺防止対策の取組を行う民間団体に財政的支援を行う「自殺防止対策事業」を実
施。．

１８５
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第３章簿自殺対策の実施状況
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３．心のケアと自殺対策
ストレスの原因が持続していることが自殺の大きなリスク要因であり、もとの住居から遠く離れ
た仮暮らし、帰る見通しが立たないこと、雇用の喪失、放射能汚染による健康不安や日常生活への
制限と地域や産業へのダメージなどがあります。たとえば、飲酒量の増加によるアルコール依存リ
スクの増大が指摘されているが、これも日中の活動を失ったことの影響が大きく、そうした生活面
の課題を早急に解決に導くことが最大の自殺対策です。
心のケアという点では、精神疾患の早期発見と対応については精神保健の専門的技術を要するも

２．震災後の心のケア
精神保健の観点からは、こうした被害を背景に、１）災害ストレスによる精神的不調の増加、２）
避難者の流入（人口増加）による地域の精神保健ニーズの増加と、３）災害による医療の損失が課
題となり、それに対して心のケア活動を行っています。
( 1 ) 心のケアの体制・

県外からの派遣チーム、地元医師会や県立医大などが心のケアを担っています。心のケアを行
うに当たって、現場での支援者は、現地の情報収集や現地におけるチームのマネジメントを行う
など重要な役割を果たしています。一方で、精神保健以外の業務も多く負担が大きくなるため、
こうした負担を最小限にして円滑な支援を行うことができるように、派遣チームの配置や情報伝
達などの事前準備を精神保健福祉センターが担っています。
( 2 ) 心のケアの実際
避難所巡回による個別相談や健康教室の開催、仮設住宅や地域住民の個別訪問による相談、現
場職員の個別相談などを実施しました。不眠症状や以前から治療を受けていた方への投薬を行っ
た例もありますが、過半数は話を聞き、安心感を提供するなどの精神保健対応を行いました。
１０月以降は仮設住居への移行が始まり、東日本大震災に対応して拡充された緊急雇用創出基金
事業によって保健福祉事務所等の職員を増強し、訪問を中心としたケアを担っています。要医療
者の発見・医療導入と、その後の見守り支援、心の健康のための集団活動などを行っています。
平成2 4 年２月以降は、福島県精神保健福祉協会に委託して開設したふくしま心のケアセンターと
ともに支援しています。

( 3 ) 精神医療支援
海岸側は地震や津波の被害と合わせて、原発による病院閉鎖もあり、特に原発北側の相双地域
では入院病床がゼロとなったため論この地域では、県立医大や県外からの支援者による臨時外来
を実施しました。現在、入院機能は一部回復し、また外来機能は、新たな医療機関も加わって稼
働しています。
( 4 ) 職員研修及び職員のケア
被災者支援にあたる現場の職員は、自身も被災者であることが多く、強いストレスにさらされ
ています。精神保健福祉センターでは、日本トラウマテイックストレス学会などの協力のもと、
職員への技術研修と合わせて、ストレス管理の心理教育など、職員自身に対するケアを行ってい
ます。派遣された心のケアチームもこうした役割を担っています。

１．被害の状況
福島県における平成2 3 年３月1 1 日の震災・原発事故被害については、１）地震と津波によって
2 , 0 0 0 人を超える死者を出したことに加え、２）特に原発事故のために、多くの住民が避難所を何
か所も転々として遠方への避難を迫られ、現在も約1 6 万人が自宅を離れて生活していること、３）
県内の広範囲に及ぶ放射能汚染による被害、の３点が特徴です。
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り昼それらを心のケアにも生かしつつく長期的なケアを継続じていくことが今後の課題であると考
えていま）す。：

位 １６？

福島県保健福祉部障がい福祉課
福島県精神保健福祉センタ三緯



平成 24年 5月 2日

内閣府自殺対策推進室

「自殺対策に関する意識調査j について

1 .概要

自殺対策基本法の施行から 5年あまりが経ち、自殺総合対策大綱に基づき国・地方で

取組が推進されてきた状況を踏まえ、内閣府において、国民の自殺に対する意識等の実'

態を把握し、今後の施策の参考とするため、平成 24年1月、「自殺対策に関する意識調

査J(以下「意識調査Jという。)を実施した。

0調査対象

全国 20歳以上の者3，000人(有効回収数(率): 2，017票 (67.2%))

0調査時期

平成24年 1月12日-29日

0調査方法

調査員による留置法(封筒による密封回収)

0調査項目

( 1 )自殺の現状等について

(2)悩みやストレスに関することについて

(3) 自殺やうつに関する意識について

(4)メディア(新聞・テレビ・ラジオなどの情報媒体)について

(5)東日本大震災について

1G8 
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主な質問に対する回答の状況とそれに関する考察は以下のとおりである。

( －１）自殺の現状等について

我が国における自殺者数は、平成１０年から１４年連続して３万人を超える厳しい状況に
あるが、こうした状況について「知っている」と答えた者は6 5 . 1 ％、「知らなかった」と
答えた者は3 4 . 5 ％となっていた（図１）。年齢別に見ると、２０歳代、３０歳代で「知らな
かった」と答えた者の割合が高くなっている。

図１自殺者数の周知度（総数、年齢別）

40歳代(3 8 ﾕ人）

国知っていた回知らなかった回無回答
( 該当者数）

那隠

議議鍵Ｉ
６

総数(2,017人） 3４．５ 0 肥雨穏ｉｆⅢ戦Mx蝿附獅禰

【年齢別】

20歳代(2 0 4人） ０

灘･ざ蘭鼠弓i蕊蕊謹鍵難蕊4ﾗ３１騨鍵織謹溌謹識鵬;質蝿螺惑灘30歳代( 2 9 2人）

２結果

０階

『誰砿 脂

5 0歳代(3 7 0人） 0 鵬

6 0歳代(4 5 2人） 【０

癖騨蕊鍔蕊i卿承繍:蕊蕊蕊iｉh；１り1１７０歳以上( 3 ﾕ 8 人）

溌鳥…L二_二塁遮鶏蝋:護溌』4泊l蕊鍵欝幾|灘蕊

１
１

0 ％ユ０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％ユ 0 0 ％

資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成2 4 年１月）

また、自殺は個人の問題であるといわれていることについては（図２）、「そう思う」
と答えた者は1 6 . 6 ％、「そうは思わない」と答えた者は6 5 . 7 ％、「わからない」と答えた
者は1 7 . 0 ％となっている。また、自殺対策は社会的な取組として実施する必要があると思
うかについては（図３）、「必要がある」と答えた者は7 7 . 9 ％、「必要がない」と答えた
者は６．４％、「わからない」は１４．３％となっており、自殺は個人の問題であるという考え
が残りつつも、自殺対策は社会的な取組として必要との考えは８割近くに理解されている。
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図２自殺は個人の問題か（総数）

園そう思う塵そうは思わない画わからない画無回答

鞘･ 輝電認可雫：諭Ｍ, －q ＝■

､参・．. ~ 睡副心t J ‘. △昌戸

国

'１６．６総数(2,017人） .７

L - 今z 唖騨、堅毒宝弾茎塑望謡一Ｆ元T 炉一一一Ｋ審弘. 』2 ニー七牛雪一室竜

0 ％ユ 0 ％２０％３０％４０％５０％・ 6 0 ％７０％８０％９０％ユ 0 0 ％

質料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成２４年１月）

図３自殺対策の社会的取組（総数）

資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成2 4 年１月）

画必要がある画必要がない園わからない回無回答

４‐r団壷』繍蕊詮亨難哩慰過：
ア回ﾏ ﾛ 洋噌、 ｡ J q ､

瞳画爾Ⅲ
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' 悩みを抱えたときやストレスを感じたときに、誰かに相談したり、助けを求めたりする
ことにためらいを感じるかどうか聞いたところ、７０歳以上を除く各年代で男性の方が女性
よりも「そう思う」と答えた者の割合が高くなっている（図４）。特に自殺者が多い傾向
にある中高年男性で「そう思う」と答えた人の割合が５割を超えており、Ｉ悩みを一人で抱
え込みがちな傾向が確認できる。

総数(2,017人） §獄,篭溌 i隣8，
# 錘¥

く男性〉

0 ％ユ 0 ％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％ 1 0 0 ％

資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成２４年１月）

（２）’悩みやストレスに関することについて

図４相談や助けを求めることへのためらい
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更に、不満や悩みやつらい気持ちに耳を傾けてくれる人がいるか聞いたところ（図５）、
男性ではそうした人がいる旨を回答した人は9 0 . 3 ％、「いない」と答えた人は８．６％とな
っているのに対し、女性はそうした人がいる旨を回答した人は9 4 . 7 ％となり、「いない」
と答えた者は４．０％となっている。性別・年齢別に見ると、いずれの年代も女性より男性
がそうした者がいる旨を回答した人の割合が低く、中でも２０歳代が最も低くなっている。
２０歳代の男Ｉ性は、誰かに相談したり、助けを求めたりすることへのためらいも決して低
くはなく（4 8 . 5 ％）、誰にも相談できずに一人で悩みを抱え込んでしまうリスクが高くな
っていることが分かる。

図５不満やＩ悩みやつらい気持ちに耳を傾けてくれる人の有無

全

資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成2 4 年１月）

（３）自殺やうつに関する意識について

＜自殺についての意見＞
我が国では、自殺を「自ら選んだ死」、「意思的な死」というように、個人の自由な意
思や選択の結果として捉える見方がある。このような国民の意識については、歴史的に責
任を取るための自殺や自己犠牲のための自殺が行われてきたという歴史性を指摘するもの
や、日本人は自殺に対して寛容な文化を有するという指摘もある。この点に関する国民の
意識の変化をみると（図６）、自殺についての意見として「生死は最終的には本人の判断
に任せるべきである」について、「そう思う」と答えた人の割合は、内閣府が平成2 0 年２
月に実施した前回の「自殺対策に関する意識調査」（以下「平成2 0 年２月調査」という。）
では3 5 . 3 ％だったものが、今回の意識調査では３２．６％へとわずかながら減少している。他
方で「そう思わない」と答えた人の割合は４１．７％から４２．０％へとわずかながら増加してい
る。

1７１

く男性＞画不淡を聞いてくれる人がいる”いない。焦回答
(該当者数）

総数(937人）

【年齢別】
2 0 議代

3 0歳代( ﾕ 3 ﾕ人）

40歳代(ﾕ72人）
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60歳代(2ﾕﾕ人）

7 0歳以上( ﾕ 6 6人）
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丙宇一▲一一守専一可

ｉ‐－－－－－－ '

引

＜自殺を考えた経験＞
今までに本気で自殺したいと思ったことがあるか聞いたところ（図７）、「自殺したい
と思ったことがある」と答えた者は2 3 . 4 ％となっており、平成2 0 年２月調査よりも４．３％
高い｡ 性別に見ると、「自殺したいと思ったことがある」と答えた者の割合は男性( 1 9 . 1 ％）
よりも女' 性（2 7 . 1 ％）が高くなっており、年齢別に見ると、２０歳代（2 8 . 4 ％）が最も高く、
次いで４０歳代（2 7 . 3 ％）、５０歳代（2 5 . 7 ％）、３０歳代（2 5 . 0 ％）となっている。つまり
5 0 歳代以下では４人に１人以上の割合で本気で自殺を考えた経験を持つ人がいることにな
る。

図７自殺を考えた経験（総数、性別、年齢別）

Ｉ

園自殺したいと思ったことがあるロ自殺したいと思ったことがないロ無回答
（該当者数）

平成2 4 年ﾕ 月調査
（2,0ﾕ7人）

平成2 0 年２月調査
（1‘808人）
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【性別】
男(9 3 7人）

女(1,080人）

【年齢別】
２０歳代(204人）

３０銭代(292人）

４０歳代(381人）

５０歳代(370人）

６０歳代(452人）

7 0叢以上( 3 1 8 人）

-Ｉ

□
■

謎鯨霧。

ｑ
ぞ

E潤融

7 . 1

資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成２０年２月及び２４年１月）
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今までに「自殺したいと思ったことがある」と答えた者（4 7 2 人）に、最近１年以内に
自殺したいと思ったことがあるか聞いたところ（図８) 、「はい」と答えた者の割合は２２７％
となっており、平成2 0 年２月調査（2 0 . 8 ％）と比べて若干増えている。年齢別に見ると、
「はい」と答えた者の割合は２０歳代（3 6 . 2 ％）が最も高い。

図８今までに本気で自殺したいと思ったことがあると答えた者の中で、
最近１年以内に自殺を考えた経験（該当者ベース）

国はい( 自殺したいと思ったことがある）■いいえ( 自殺したいと思ったことがない）同無回答
〔該当者数）

平成2 4 年ﾕ 月調壷
（472人）

平成２０年２月調盃
（346人）

[年齢別】

２０議代( 5 8 人）

3 0歳代( 7 3 人）

4 0 歳代( 1 0 4 人）

５０歳代( 9 5人）

6 0歳代( 9 2 人）

７０歳以上( 5 0 人）
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資料：内閣府「自殺対策に関する意識調遊」（平成2 0 年２月及び2 4 年１月）

今までに「自殺したいと思ったことがある」と答えた者に、どのように乗り越えたか聞
いたところ、「家族や友人、職場の同僚など身近な人に悩みを聴いてもらった」と答えた者
が3 8 . 8 ％､ ｢ 趣味や仕事など他のことで気を紛らわせるように努めた｣ と答えた者が3 8 . 6 ％
と多くなっている（図９) 。身近な人がゲートキーパーとなり得る実態が明らかとなった。

‘１７３
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図９自殺を考えたとき、どのように乗り越えたか（該当者ベース）

該当者数= 4 7 2 人( 今までに｢ 自殺したいと思ったことがある｣ と答えた者）
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家族や友人､ 議場の同僚など身近な人に悩みを聞いてもらった g 翻鋸

趣味や仕事など他のことで気を紛らわせるように努めた １ 3 ８６

できるだけ休養を取るようにした

1３．８特に何もしなかった

別u s

弁護±や司法書士､ 公的機関の相談員等､ 悩みの元となる分野
の専門家に相談した

その他 1６．１

くうつに関する意識＞
家族など身近な人の「うつ病のサイン」に気づいたとき、精神科の病院へ相談すること

を勧めるか聞いたところ（図１０）、「勧める」と答えた者の割合は７２．７％、「勧めない」
は５．４％、「わからない」は1 7 . 8 ％であった。
一方、自分自身の「うつ病のサイン」に気づいたとき、精神科の病院へ相談しに行こう
と思うか聞いたところ（図１１）、「思う」と答えた者の割合は5 1 . 2 ％、「思わない」は
1 9 . 4 ％、「わからない」は2 5 . 8 ％であった。家族には受診を勧めても、いざ自分となると
精神科の病院に行くことにためらいがあることが表れている。
更に自分がうつになった場合、どのような支障が生じると思うか聞いたところ、「家族

や友人に迷惑をかける」と答えた者の割合が最も高〈（6 7 . 0 ％）、次いで「職場の上司や
同僚に迷惑をかける」（2 4 . 9 ％）、「誰にも打ち明けられずに、一人で何とかするしかな
い」（2 3 . 2 ％）となっていることから（図1 2 ）、精神科を受診することで「うつ病のサイ
ン」を「うつ」と診断され支障が生じることを不安に思うあまり、受診を控え一人で抱え
込もうとする可能性がある。

１７４

該当者数= 4 7 2 人，
回答率(複数= 1 4 6 . 8 %）

燕回答 i叩雌Ｉ

資料：内閣府「自殺対策に関する憲論調査」（平成２４年１月）



仏

1 ７５
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図１０身近な人の「うつ病のサイン」に気づいたとき
精神科の病院へ相談することを勧めるか
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資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成2 4 年１月）
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図１１自分自身の「うつ病のサイン」に気づいたとき
自ら精神科の病院へ相談に行こうと思うか

資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成2 4 年１月）
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憲族や友人1 こ迷惑をかける

職場の上司や同僚に迷惑をかける

誰にも打ち明けられずに､ 一人で何とかするしかない

仕事を休みたくても休みが取れない

うつ病に対する職場の理解が得られにくいと不安を感じる

家族や友人が離れていきそうで怖い

職珊での昇進や昇給に影響する

その他

特に支障はない

無回答

図１２自分がうつになった場合の支障
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(総数＝2 , 0 ﾕ ７人、回答率（複数）ユ7 7 . 3 ％）
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E そう尾う

Bそう思わない

Eわからない

■劃９番

仕事や学業以外での新聞、テレビ、ラジオ、インターネットの接触頻度を聞いたところ
（図1 3 ）、「ほぼ毎日」と答えた者の割合が最も高かったのはテレビで８７．４％であり、次
いで新聞が5 9 . 7 ％、インターネットが2 6 . 1 ％、ラジオが2 0 . 3 ％となっている。なお、平
成2 0 年２月調査で「ほぼ毎日」と答えた者の割合は、テレビが6 8 . 6 ％、新聞が8 9 . 1 ％、
インターネットが2 0 . 5 ％となっており、マスメディアへの接触頻度が下がり、インターネ
ットへの接触頻度が上がっている。

図１３メディアの接触頻度
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■ほぼ毎日画週に 3 ～５日程度■週に 1 ～２日程度回まったくない亘崇回答
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，罵蕊雛’’８．４－１鑑; 厩・‘…ｉ: 溌灘灘建蝿慧宴錘姻インターネット接触度( 2 ‘“7 人） 26.Ｌ
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斑料：内閣府「自殺対策に関する意識調査』（平成2 4 年１月）

新聞やテレビなどマスコミの自殺報道及びテレビドラマや映画での自殺シーンの描写に
ついて、ａ「自殺手段や方法などの詳しい報道・描写は、それらを真似た自殺を引き起こす
ことがある」、ｂ「有名人の自殺などの大々的な報道は、いわゆる『連鎖自殺』を引き起こ
すことがある」、ｃ「自殺の危険を示すサインやそのときの対応方法、専門の相談窓口など
を併せて報道・描写することは、自殺防止に役立つ」、ｄ「自殺シーンを美化して描くこと
は自殺を促す」という４つの考えについて、「そう思う」と答えた者の割合は、それぞれ、
6 4 . 7 ％、５１．２％、６６．３％及び５４．３％となっており、いずれも５割を超える高い割合となっ
ている（図１４）。

図１４自殺報道や自殺シーンの描写について
ａ自殺手段や方法などの詳しい報道は､ それら雲似た自殺を引き起こすことがあるｃ自殺の危険を示すｻ ｲ ﾝ やそのときの対応方法､ 専門の相羨窓口などを併せて報道することは、
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東日本大震災は未曾有の大災害であり、我が国の社会経済だけではなく、国民の心情や
考え等にも大きな影響を及ぼしたと考えられる。このため、東日本大震災発生以降、心情
や考えに変化があったか聞いたところ（表1 5 ）、「人と人とのつながりを再認識した」と
答えた者が最も多く６４．３％、次いで「自分や自分の家族のことは自分で守らなければなら
ないと思った」が5 4 . 3 ％で、以下「節電やボランティア活動など自分なりに人の助けにな
ることをしようと思った」（4 7 . 9 ％）、「不安を強く感じるようになった」（4 1 . 7 ％）な
どとなっている。「特に変化はなかった」と答えた者は7 . 5 ％であったが、年齢別に見る
と、「特に変化はなかった」と答えた者は、２０歳代で割合が高くなっている（1 3 . 2 ％) 。

表１５東日本大震災後の心情や考えの変化（自分自身）（総数・年齢別）
、

1７７

資料：内閣府「自殺対策に関する意職鯛査」（平成2 4 年１月）

また、東日本大震災発生以降、家族や友人など周りの人の心情や考えに変化があったと
感じるか聞いたところ（表1 6 ）、「人と人とのつながりの大切さを再認識したようだ」と
答えた者が最も多く４９．９％となるなど、何らかの変化があったと回答した者の割合は
8 1 . 0 ％となっている。「特に変化はなかった」と答えた者は1 6 . 6 ％であったが、年齢別に
見ると、「特に変化はなかった」と答えた者はやはり２０歳代で割合が高くなっている
（28.9％）。
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資料：内閣府「自殺対策に関する意議調査」（平成2 4 年１月）

以上より、東日本大震災を契機に、人とのつながりを求める心情が高まり、実際に行動
に移す動きが見られる中で、２０歳代は人とのつながりが依然として希薄であり、閉鎖的な
心理状況にあることが懸念される。

更に、東日本大震災発生以降、身近な人の心情の変化に対し、具体的な行動を起こした
か聞いたところ（表1 7 ）、「節電やボランティア活動、募金活動などを通じて、自分なり
に人の助けになると思うことを実践した」と答えた者が最も多く４９．９％となるなど、何ら
かの行動を起こしたと回答した者の割合は６９．４％となっている。「特に何もしなかった」
は1 8 . 5 ％、「何をしたら良いかわからなかったので、何もできなかった」は7 . 5 ％となっ
ているが、２０歳代では「特に何もしなかった」は2 6 . 5 ％、「何をしたら良いか分からなか
ったので、何もできなかった」は1 2 . 3 ％と割合が高くなっている。

一鍔－－謡－－雛- 淵3 ９２１１ s ４０回：２－が

資料：内閣府「自殺対策に関する意識鯛査」（平成2 4 年１月）
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表１７周りの人の変化に対する具体的な行動（総数・年齢別の表）

表１６東日本大震災後の心情や考えの変化（周囲）（総数・年齢別）
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3 今後の対策への示唆

本意識調査は、自殺対策についての様々な国民の意識を浮き彫りにするものであるが、

総じて若者における自殺対策を取り巻く厳しい状況を改めて認識させるものとなった。

設が国における若者の自殺は深刻な状況にあり、本意識調査の結果にもそれは表れてい

る。 20歳代は、本意識調査において最も若い年代であるにもかかわらず、 「本気で自殺し

たいと思ったことがあるJ経験を持つ者の割合がその他の年代に比べ最も高く、しかもそ

の経験が調査時点から最近1年以内に抱いたものである者の割合も最も高いなど、危機が

切迫した状況にある。しかしながら、そのようにその他の各年代に比して最も身近な問題

であるはずの自殺の状況について、その他の年代よりもむしろ認知度は低かった。我が身

に訪れるかもしれない自殺のリスクへの認知度が低い中で、悩みを抱えた時に、誰かに相

談することにためらいがあり、また、相談しようにも、周囲とのつながりが希薄で、うま

く相手を見つけられずに一人で苦悩する姿が浮かび上がってくる。

本意識調査の結果を踏まえ、今後は、自殺者数で最も多くの割合を占める中高年代だけ

ではなく、自殺について高いリスクを持つ若い世代についても、焦点を当てた対策を講じ

ていくことが必要ではないか。
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生きる支援庁内連絡会設置要領

(設置)

l資料6)

第 1条 病苦、借金苦等複数のストレスが重なり、経済的、精神的に追い込ま

れ孤立することで自殺に至るケースが多くみられることから、職員が、市民

の抱える悩みに気づ.き、関係機関と連携することで孤立を未然に防ぐことに

より、市民の心の健康を保持するため、生きる支援庁内連絡会(以下「連絡

会j という。)を設置する。

(組織)

第2条 連絡会の構成員は、保健所健康づくり課長及び保健所健康づくり課精

神保健福祉担当主査並びに次に揚げる業務に従事する職員のうちから所属長

が推薦するものとする。

( 1 )相談業務

(2)税金、保険料等の賦課徴収

(3)その他市民と接する業務

(会長)

第3条連絡会の会長は、保健所健康づくり課長とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、保健所健康づくり課精神保健福祉担当主査がそ

の職務を代理する。

(連絡会)

第4条連絡会の会議は、会長が招集する。

2 連絡会は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くこと

ができる。

(庶務)

第5条 連絡会の庶務は、保健所健康づくり課において行う。

(その他の事項)

第6条 この要領に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会

長が定める。

附則

平成 23年 5月20日から施行する。
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平成2 3 年度生きる支援庁内連絡会内容．

タイトル 目的 内容 実施方法 時間配分

１ ６月2 3日 生きる支援とは何か

人が精神的に追い込まれる要因､ 過程､ 心理などを
学び､ 人は追い込まれる前に対応することの重要性
を知り窓口対応の中で出来る対応方法があることを
知る｡ 窓口対応によって困っている市民の負担が軽
減し広い意味での自殺予防になることを知る

自殺に傾いた人の心理と行動について､ 自
殺の危険因子､ 自殺に傾いた人への対
応､ 生きにくさを軽減するための窓口対応
( 電話対応) の工夫点｡ 講師: 精神科医

講師､ 精神科医による講
演◎

1 4 時事務局から挨拶
1 4 時1 0 分講師紹介､ 講演
1 5 時4 0 分質疑応答
1 6時終了

２ ７月14日 傾聴について 市民が話す内容をしっかりと受け止めるための聴き
方を学ぶ

傾聴とは何かについて学ぶ｡ 相手が話しや
すいような聞き方( 聞く態度､ 相づち､ 効果
的な質問) について｡ グループワーク( 2 ～３
人) で練習｡ 講師: 傾聴の専門家

講師による講演とグルー
プワーク。

1 4 時講師紹介
1 4 時0 5 分講義及びグループ
ワーク
1 7 時終了

３ ９月29日 庁内相談担当課の相談
内容について理解する

スムーズな連携が取れるように各担当の業務につい
て理解する｡ 対応できる内容とそうでない内容を理解
する。

各担当から業務内容について発表( 各担当
から約5分）

1 4 時開始の挨拶
1 4 時5 分各担当から業務内容
について発表及び質疑
途中1 0 分休憩
1 6時終了

４ 10月31日 うつ病の理解とケース対
応について

うつ病についての理解を深め､ うつ病や､ うつ病が疑
われる市民への対応方法を学ぶ。

うつ病の特徴､ うつ病と自殺の関係、うつ
病とアルコールの関係､ うつ病以外の精神
疾患､ うつ病を疑う症状､ うつ病のスクリー
ニングの方法うつ病が疑われる人の心理と
行動について学ぶ

～- ご

講師､ 精神科医による講
演｡

1 4 時鰯師紹介
1 4 時5 分講義
1 6時終了

５ 11月18日

事例検討
事例提供: 相談業務担
当､ 徴収担当

連携を考えたり､ 連携した( できなかった) 事例から学
び､ 良かったことや改善点について考える

職場で対応し､ 他課へと連携した事例につ
いて発表､ 意見交換 講師: 専門家

1 4 時開始の挨拶
1 4 時5 分事例発表､ 意見交換
1 6 時終了

６ 平成2 4 年１
月２０日

多重債
ついて

務相談の実際に 多重債務に関する相談の身近な相談例を学び､ 多重
債務に悩む市民からの相談があったときの的確な対
応を学ぶ。

日頃､ 多重債務相談を受けている弁護士か
ら相談内容の実際を知るとともに､ 経済的な
問題についての相談窓口を知るも相談機関
へ相談者をつなげる方法について学ぶ。

講師: 弁護士
1 4 時購師紹介
1 4 時 5 分購義．
1 5 時3 5 分から質疑応答
1 6 時終了．

７ ２月14日 自死遺族の思い 身内が自殺で亡くなるということの心情を探る 自死遺族の心理状況について学び､ つらい
思いを抱えている市民がいることを知る。 講師: 専門家

1 4 時講師紹介
1 4 時5 分講義
1 5 時3 5 分質疑応答
1 6時終了

８ ３月19日 平成2 3 年度の取り組みの
振り返り

よりよい庁内連絡会にするため､ 参加者から感想を
聞く

振り返りと､ 改善点､ 要望､ 良かった点につ
いて確認

1 4 時開始の挨拶
各担当から意見交換
1 6 時終了



自殺未遂者支援実績【平成2 3 年度】

1 ．本人に対する支援

3 . 支援対象とならなかった事由

’2 . 家族に対する支援

』
、
、

支援事由 支援対象人数
.(B）

割合
(C)=(B)/(A)×100

同意を得た人数
人数(D）

割合
(E)臣(D)/(B)×100

同意が得られな
かつた人数( F）

割合
(G)室(F)/(B)×100

、
仏
￥
賭
．
胸
Ｊ

副
ｄ
ｒ
ｏ
０
．
Ⅲ 鵜 職鵜織議議11醗穏農繍i $職騨繍灘灘驚繍議議繍難繍鍵騨蕊鰯| 議識識難識繍繍溺繍蕊蕊霧瀧鍾Ｉ繍繍灘: 灘
非
該
当
者

支
援
内
訳

支援事由対象外だが共済病院から支援依頼があった
者
チラシを見て本人から相談
家族支援が必要とされた者のうち本人の支援も行った
者 ８

２

３

７ １

!(蕊蕊鱗：職# 職識謬当織舗i t 灘溌職灘灘識識職驚蕊蕊蕊蕊鯉’謹蕊鶴蕊i躯|蕊蕊講議塑蕊蕊蕊蕊蕊鰯羅蕊蕊蕊鷺＃
町
蔭瀞I 職職測Ｉ

該
当
者
支
援

内
訳

精神科主治医がいない( 不明を含む）

治療中断
家族等引き取り手がいない
再未遂

1０

０

４

８

9％

0％

4％

8％

４

０

４

２

40％

0％

100％

25％

６

０

０

６

60％

０％

0％

75％

合計 1０３ 100％ 2２ 21％ 8１ 79％

支援事由 支援対象人数
(H）

割合
(1)=(H)/(A)×100

同意を得た人数
人数(J）

割合
(、=(J)/(H)×100

同意が得られな
かつた人数( L ）

割合
(M)=(L)/(H)×100

家族支援が必要 ８ 8％ ７ 88％ １ １２％

合計 ８ 8％ ７ 88％ １ 12％

事由 人数
対象者であるが本人の同意がない 1３

精神科医の診察結果､ フォロー必要なし ０

I C U 治療入院後死亡転帰 ０

市外の人 2１

記載なし 4７

合計 8１

合計(A）
自殺未遂者総数 1０３



自殺未遂者支援事業実績

‘支援者数 支援回数

Ａ Ｂ

平成2 2 年度

平成2 3 年度

初回相談
までの平均
所要日数

(日）

訪問( 病院､ 家
庭等）

(回）

所内面接

(回）

電話･ ﾒ ール 受診同行

(回） (回）

相談窓口
付添

(回）

＊１殺未遂支援事業は､ 平成2 2 年８月１日から事業開始｡ よって､ 平成2 2 年度は８か月分の実績。
●

〆 ~

関係機関連
絡･ 紹介

( 内訳は下表
参照)(回）

１人当たり
平均支援回

数

Ｂ／Ａ

６．７

崖関係機関連絡･照会先等 〆

９コ

生活福祉課 病院
青少年こども
支援課
( D V相談）

障害福祉課
消費生活
センター
( 多重債務）

ケース会議 ダルク 障害者作業
所(我舎） 民生委員 地域包括支

援センター
ケアマネー
ジャー 家主

平成2 2 年度 1０ ５ ０ ０ ０ ３ １ １ ０ ０ １

平成2 3 年度 1２ 4７ ２ １ ３ ・４ ０ ０ １ １ １

＊ダルク( D A R C ) とは､ 覚醒剤､ 有機溶剤( シンナー等) ､ 市販薬､ その他の薬物から開放されるためのプログラムを持つ民間の薬物依存症リハビリ施設で
す。

計

０ 2１

３ 7５



家
族

支
援
基
準

自殺未遂者調査票( 平成2 3 年度）

日
に
ち

性
別

未
遂
方
法

曜
日

希
死
念
慮年

齢
未
遂
歴

』
“
Ｐ

未
遂
時
間 本

人

支
援
基
準

１％ ２２ロ １００ﾛロ

合計

家族支援空白2 自営

１００％１００ツ１５％ １０３3 常勤 合計
４アルハイト５５％
５その他１９１９％
６無職５２５１％
８不明７７％
９その他２２％
合計１０３ 1 0 0 ％

仕
事

同
居
家
族

配
偶
者



横須賀市自殺対策連絡協議会設置要綱

（設置）

第１条本市内の関係機関が連携を強化し、現状や課題を踏まえて自殺対策を

協議するため、横須賀市自殺対策連絡協議会（以下「協議会」という。）を

設置する。

（所掌事務）

第２条協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

（１）自殺の現状把握に関する情報交換

（２）市及び関係機関における連携方法についての意見交換

（３）自殺対策に関する意見交換

（４）その他協議会が必要と認める事項

（組織）

第３条協議会は、２５人以内の委員で組織する。
２委員は、学識経験者、関係団体の代表者、労働基準監督署その他の関係行

政機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

３前項の市職員は、別表に掲げる者とする。

４委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。

（委員長等）

第４条協議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

２委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

３委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

（会議）

第５条協議会の会議は、委員長が招集する。

２協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。

（庶務）

第６条協議会の庶務は、健康部保健所健康づくり課において行う。

（その他の事項）

､ 第７条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協
議会の同意を得て委員長が定める。



附則

（施行期日）

１この要綱は、平成1 8 年１２月１日から施行する。

（経過規定）

２第３条第４項の規定にかかわらず、この要綱の施行後初めて委嘱されぃ又

は任命された委員の任期は、平成２１年３月３１日までとする。

附則

この要綱は、平成1 9 年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、平成2 0 年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。

附則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

別表（第３条第３項関係）

市民部市民生活課長同人権・男女共同参画課長同消費生活センター所長

福祉部高齢福祉課長こども育成部こども青少年支援課長同こども健康課

長消防局消防・救急課長教育委員会事務局学校教育部支援教育課長同

教育研究所長



附則

この要領は、平成23年4月1日から施行する。
1 
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堀込委員

今野委員

横須賀市自殺対策連絡協議会席次表
平成2 4 年６月2 7 日( 水) 午後3 時から

第一研修室保健所

副委員長巨

貝委 長

高場委員中島委員

健
康
づ
く
り
課

高
木
課
長

阿瀬川委員武田代理

平本委員
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傍
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席

匠

清水代理
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木
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長

回

丸山委員

漬野委員
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長
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|参考|
横須賀市自殺対策連絡協議会傍聴実施要領

(総則)

1 この要領は、横須賀市自殺対策連絡協議会(以下「協議会Jという。)の会議の傍

聴に関し必要な事項を定める。

(原則公開)

2 協議会は、原則として公開とする。ただし、協議内容等の都合により委員長の判断

でこれを非公開とすることができる。

(傍聴人の資格)

3 協議会の傍聴者は、原則として市内に在住若しくは通勤、通学するものとする。

(傍聴人の定員)

4 協議会の傍聴者の定員は、原則として 10人以内とする。ただし、定員を超えた場

合は、抽選で傍聴者を決定する。

(傍聴の範囲)

5 傍聴の範囲は、公開された協議会の議事すべてとする。

(傍聴章)

6 傍聴者は、傍聴章(第 1号様式)の交付を受け、これを常時見えるところに着用し、

傍聴を終了する際には返還しなければならない。

(傍聴者の遵守事項)

7 傍聴者が次の事項を守らず、かつ、委員長の指示に従わない場合は、委員長の判断

により、傍聴の許可を取り消すことができるものとする。

(1)協議会での発言に対し、拍手その他の方法で可否を表明しないこと。

(2)話をしたり、笑ったりして騒ぎ立てないこと。

(3)はち巻、腕章などをして、示戚的行為をしないこと。

(4)病気その他の理由により委員長の許可を得たとき以外、帽子、コート、マフラ

ーなどを着用しないこと。

(5)物を食べたり、飲んだり、タバコを吸わないこと。

(6)むやみに席を離れないこと。

(7)メモをとることはできるが、写真・ビデオの撮影、録音をしないこと。

(8)その他、協議会の秩序を乱したり、会議の妨げになるような行為をしないこと。

(協議会の事務)

8 協議会の傍聴の実施に係る事務は、健康部保健所健康づくり課が行う。

附則-

この要領は、平成 18年 12月1日から施行する。



•••••••••• .. 
:横須費こころの電話 i

- ※電話は秘密厳守です。匿名で安I~\してお掛け下さい。

. ※電話を受けるのは、賛成研修を修了した市民ボランティ?です0• . ※電話力ウンセリングではなく、継続的なお話は受けておりません0

・※電話が集中した揚台、掛かりにくい事があります。

. 予め、ご了京下さい。

. ※通話料以外の費用はかかりません0

• • • • • • • • • 

• ••••••• 
ひとりだけで抱え込まず、誰かに話す事で

あなた自皇が解決の糸口を見つけられるか

もしれません。

横須賀こころの電話とは?

046 830-5407 
受付時間 年中無体

平田司 7~OO lf".;J 24~00 

土日視日 9~OO lf".;J 24:00 

. 可- .......::::l1lI孟畠r • 
国同証書~ 園、............・・・・・・h
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横須賀こころの電審査
話ボランティア 11期生

'(lli: fii!iのかけニlニ目身が抱えている「悩みJや rr~，し、」を電話で受け 1 1:め 、 かけ手 白身が、 解決の糸口を

見つける手助 けをするボランティアを募集します。

|女申し込み・問合せ先・郵送先 |

機須 賀市 保健所健康づくり際こころの健康係

干238-0046横須賀市西逸見町 1-38-11 電 話 822-4336

u亙函
①主lô!1fr'; 20歳~ 70歳までの方(1-1 24 . 8 .1現在)

②こころの?/l話の趣旨に賛同し、活動に積極的に参

;JI]できる方

③養成研修の全日程に参加できる方

④月 2回程度、(受付 11#[1刊を参f1m、無償でボラン

ティアに参加lできる方

E亙 函
①!夜hlffiヲ干(市j仮の物)

②志望動機を原稿用紙(400字)1枚に記入

区画亙ヨ
8月17日(水 ) 坐重盛笠でお願い致します

応募書類を、保健所健康づくり課にお送りください

E亙温
① 111認での対応方法は、『傾聴』が"1"心となります。

②所定の義Ii.史研修を修了された方は、 I月L頁から、実際

のボランティアとして活動をして聞きます。

③活!fVJ開始後も、継続的な研修に参加してTRきますロ

@ こころの712誌は、横須賀市より委託された、NPO法人

「三浦半向j也h史料11111111;'1:害者の生活を支える会Jが運

営していま寸 。

E亙三副 総合福祉会館 5F 視聴覚研修室

(汐入駅 FIII徒歩5分)

t ~ ""1 18:15 -21:00 
※相l色10)8/~7Ii ， 18:00 ~土たり主サ

RE横須賀こころの電話の活動とは?

集
日程 | 研修プログラム

|①屯話相談の目的、耳I!念、既史、役割

8/27<月)I②人の話をl徳くとは?ボランティアにな

る為の基i礎

グループワーク(コーンカウンクーグループ)
9/3<月)1 

(自己理解・他者.I!I!角午、自己開示をしてみる)

lローノレプレイ (;)i!ifi!，¥編 1) 
9/10<月)I 

l ・傾l隊訓練、役訓むh技による気づき

ローノレプレイ 11(法随編 2)

制(月)I 当事者世ニター活川

・モニターからのフィードパックによる気づき

③ 約付医学、精神の病気とはり

10/1<月)I Q)人とIJJわるとは 0 私達のとるべきスタ

ンスとはつ

lローノレプレイIII <実践編 1) 
10/15<月)I 

10/22<月)

11/5<月)

11/12 <月〕

-先1/;:ボラン宇一ィアとのロールプレイ等

ローノレプレイlV(実践編 2)

-j主健編、実践編で行ったことの確認

他の相談機関や相 会't.fiiJ;iを女IJる

段々な;場[Iflでの対応(不安や疑nnの確認)

11/19叩|自殺予防について

11/26<月)Iローノレプレイ 州制)

12/10<月) I 終了式(~陥を受秘した感想等の発表)

|こころの電話 受 付 時 間|

平日 (夜間 17時-24時まで 年中無休

土日祝祭日 9時-24時まで


